
令和７年長浜市議会定例会 

令和８年３月定例月議会 

議案書 
                                       

別冊 令和８年度長浜市一般会計予算 

別冊 

別冊 

別冊 

令和８年度長浜市国民健康保険特別会計予算 

令和８年度長浜市国民健康保険特別会計（直診勘定）予算 

令和８年度長浜市後期高齢者医療保険特別会計予算 

別冊 令和８年度長浜市介護保険特別会計予算 

別冊 令和８年度長浜市休日急患診療所特別会計予算 

別冊 令和８年度長浜市農業集落排水事業特別会計予算 

別冊 令和８年度長浜市病院事業会計予算 

別冊 令和８年度長浜市公共下水道事業会計予算 

3 令和８年度長浜市一般会計補正予算（第１号） 

24 令和８年度長浜市一般会計補正予算（第２号） 

34 令和７年度長浜市一般会計補正予算（第１２号） 

72 令和７年度長浜市国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

84 令和７年度長浜市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

101 令和７年度長浜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

110 令和７年度長浜市病院事業会計補正予算（第４号） 

114 令和７年度長浜市公共下水道事業会計補正予算（第４号） 

125 長浜市スポーツ振興基金条例の制定について 

126 長浜市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について 

127 長浜市保育士等修学資金貸付条例の制定について 

132 長浜市公告式条例の一部改正について 

133 長浜市事務分掌条例の一部改正について 

134 長浜市行政手続条例の一部改正について 

136 長浜市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

139 長浜市印鑑条例の一部改正について 

140 長浜市自転車等放置の防止に関する条例の一部改正について 

141 長浜市国民健康保険条例の一部改正について 

149 長浜市福祉医療費助成条例等の一部改正について 

151 長浜市農業集落排水処理施設条例の一部改正について 

152 長浜市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 
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154 長浜市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

155 長浜市公益通報及び不当要求行為等の対策に関する条例の一部改正について 

158 長浜市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

159 史跡下坂氏館跡の管理及び公開に関する条例の一部改正について 

160 長浜市過疎地域持続的発展計画の変更について 

194 財産の取得について 

195 財産の貸付けについて 

201 市道の路線の廃止及び認定について 

202 損害賠償の額を定めることについて 

203 訴訟上の和解及び損害賠償の額を定めることについて 

205 公平委員会の委員の選任について 

206 教育委員会の委員の任命について 
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議案第１３号 

 

   令和８年度長浜市一般会計補正予算（第１号） 

 

 令和８年度長浜市一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９９，０００千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ５８，２００，０００千円とする。 

 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

 

  令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義   
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（
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第２表　債務負担行為補正

追加

事項

長浜市なかなか、いい暮らし応援
補助金

期間 限度額

令和8年度から
令和9年度まで

100,000千円
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令和８年度長浜市一般会計 

補正予算（第１号）説明書 
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12 委託料 5,

位

　

360

　国際観光業務

　

委託料 5,360

　　

（単位：千円）

　

節

　

説　　　　　　　　　

　

　　　　　明
区　　分

　

金　　額

□部

　

活動地域移行推進事業

　

費 12,498

：

　

 1 報酬 5,059

　

　報酬 3,9

　

09 3 職員

明

手当等 962

区

　職員手当等 962

　

 4 共済費 60

　

5

　共済費 6

分

05 7 報償

金

費 6,477

　

　報償費 6,477

千

　

 8 旅費 153

額

　旅費 12112 委託料 424

　部活動地域移行推進事業委託料 42418

□

負担金、補助 750

□

新

教育指導事務経費 1,

産

932及び交

業

付金

　報酬 1,150

円

育

　旅費 32

成

　長浜バイオ大

事

学連携事業負担金 75

業

0

費

（単位：千

6

円）

節

,

説　　　　　　

0

　　　　　　　　明
区

0

　　分 金　　額

0

□生きる力育成推進

）

事業費 1,289 7 報償費 150

　報償費 150 8 旅費 4

1

9

　旅費 49

2

10 需用費 1

委

0

　消耗品費

託

1012 委託

料

料 1,080

　子ども

1

学びと生涯学習のまち

0

づくり推進事業委託料

,

1,080

000

　新産業創出地域連携事業委託料 6,000

□

15



（款

（

　債 そ　の　他

項

 2体育

）

振興費 50,543 1

 

4,747 65,29

 

0 9,150 5,59

6

7

 保健体

）

育費

計 1,437,989 14,747 1,452,736 9,150 5,597

 

補　　正　　額　　の

1

　　財　　源　　内　

0

　訳

 

目 補正前の額 補

教

　正　額 計 特　　　定

育

　　　財　　　源
一般

費

財源
国県支出金 地　方

16



（単

　旅費 94

節

11 役務費 206

　広告料 20612 委託料 13,796

　スポーツ・健康まちづくり推進事業委託料 10,24613

説

使用料及び賃 15

　競

　

技普及啓発事業委託料

位

　

3,550借

　

料

　使用料及び賃借料

　

15

　　　　　　　

：

　　　明
区　　分 金　

千

　額

□スポー

円

ツ振興対策事業費 14

）

,747 7 報償費 636

　報償費 636 8 旅費 94

17



１ 特別職

※その他の手当は通勤手当をいう。

２ 一般職

（１）総括 （単位：千円）

（手当の内訳）

※（　）内は、再任用短時間職員及び週の所定労働時間が38時間45分未満の会計年度任用職員を外書。

※職員手当には児童手当を含まない。その他手当は単身赴任手当、宿日直手当、選挙手当、除雪手当及び統計手当をいう。

　ア　会計年度任用職員以外の職員 （単位：千円）

（手当の内訳）

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員について記載。

※（　）内は、再任用短時間職員を外書。

※職員手当には児童手当を含まない。その他手当は単身赴任手当、宿日直手当、選挙手当、除雪手当及び統計手当をいう。

給　　　　与　　　　費　　　　明　　　　細　　　　書

区分

職員数 給与費

共済費 合計
備考報酬 給料

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後

長　等 4 37,200

期末
手当

支給率
地域
手当

その他
の手当

計

（人） （千円） （千円） （千円） （月分）

131,313 23,410 154,723

その他の特別職 1,390 71,022

59,710

議　員 22 97,640 33,673 3.475

12,927 3.475 24 50,151 9,559

補正前

長　等 4 37,200

計 1,416 168,662 37,200 46,600 24

71,022 71,022

131,313 23,410 154,723

その他の特別職

59,710

議　員 22 97,640 33,673 3.475

12,927 3.475 24 50,151 9,559

252,486 32,969 285,455

比　較

長　等

計 1,416 168,662 37,200 46,600 24

71,022 71,022

その他の特別職

1,390 71,022

議　員

252,486 32,969 285,455

計

10,253,040 1,816,038 12,069,078

補正前 992 (1,367) 2,233,489 4,105,122 3,908,408

補正後 992 (1,371) 2,238,548 4,105,122 3,909,370

区分
職員数
（人）

　給与費
共済費 合計 備考

報酬 給料 職員手当 計

6,021 605 6,626

区分 扶養手当 通勤手当 住居手当
管理職
手当

管理職
特別勤務

手当

10,247,019 1,815,433 12,062,452

比　較 (4) 5,059 962

1,651,591 762,754 161,073 27,800 502,295

その他
手当

退職手当

補正後 106,189 65,379 40,658 201,475 76 388,534 1,546

時間外、
休日勤務

手当

特殊勤務
手当

期末手当 勤勉手当 地域手当
初任給調
整手当

962

27,800 502,295

比　較

388,534 1,546 1,650,629 762,754 161,073補正前 106,189 65,379 40,658 201,475 76

7,082,321 1,318,060 8,400,381

補正前 990 (6) 3,911,055 3,171,266

補正後 990 (6) 3,911,055 3,171,266

区分
職員数
（人）

　給与費
共済費 合計 備考

報酬 給料 職員手当 計

区分 扶養手当 通勤手当 住居手当
管理職
手当

管理職
特別勤務

手当

7,082,321 1,318,060 8,400,381

比　較 (0)

930,910 762,754 160,697 26,880 500,000

その他
手当

退職手当

補正後 106,189 60,516 40,658 201,475 76 379,565 1,546

時間外、
休日

勤務手当

特殊勤務
手当

期末手当 勤勉手当 地域手当
初任給調
整手当

26,880 500,000

比　較

379,565 1,546 930,910 762,754 160,697補正前 106,189 60,516 40,658 201,475 76
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　イ　会計年度任用職員 （単位：千円）

（手当の内訳）

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員について記載。

※（　）内は、週の所定労働時間が38時間45分未満の会計年度任用職員を外書。

※職員手当には児童手当を含まない。その他手当は単身赴任手当、宿日直手当、選挙手当、除雪手当及び統計手当をいう。

（２）給料及び職員手当の増減額の明細 （単位：千円）

1.給与改定に伴う増減分

2.昇給に伴う増加分

3.その他の増減分

1.制度改正に伴う増減分

2.その他の増減分

（３）給料及び職員手当の状況

　ア 職員１人当たり給与 （単位：円）

　イ 初任給 （単位：円）

3,170,719 497,978 3,668,697

補正前 2 (1,361) 2,233,489 194,067 737,142

補正後 2 (1,365) 2,238,548 194,067 738,104

区分
職員数
（人）

　給与費
共済費 合計 備考

報酬 給料 職員手当 計

6,021 605 6,626

区分 扶養手当 通勤手当 住居手当
管理職
手当

管理職
特別勤務

手当

3,164,698 497,373 3,662,071

比　較 (4) 5,059 962

720,681 376 920 2,295

その他
手当

退職手当

補正後 4,863 8,969

時間外、
休日

勤務手当

特殊勤務
手当

期末手当 勤勉手当 地域手当
初任給調
整手当

962

920 2,295

比　較

8,969 719,719 376補正前 4,863

給料

区分 増減額 増減事由別内訳 説明 備考

962

職員手当 962

医療職
(3)

再任用

令和８年
１月１日

現在

平均給料月額 346,601 410,250 328,806 311,813

区分 行政職 教育職
幼児

教育職
技能

労務職
医療職

(1)
医療職

(2)

268,441

平均年齢（歳） 43歳5月 45歳8月 38歳7月 51歳6月 63歳2月

244,219

平均給与月額 421,114 494,362 376,645 363,570

短大卒（中級） 219,400 231,200 - 237,200

高校卒（初級） 206,700 - 206,700 - -

区分 行政職 幼児教育職 技能労務職 医療職（2） 医療職（3）

区分
国の制度

行政職 幼児教育職 技能労務職

大学卒（上級） 237,600 242,200 - 244,900 274,100

270,800

短大卒（中級） - - - 232,900

医療職（2） 医療職（3）

高校卒（初級） 200,300 - 200,300 - -

大学卒（上級）
総合職 242,000
一般職 232,000

- - 239,800 269,100

263,400
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　ウ 級別職員数

（級別の標準的な職務内容）

区分

行政職 教育職 幼児教育職 技能労務職

令和8年1月1日
現在

1 59 9.2 1 1 33

級
職員数
（人）

構成比
（％）

級
職員数
（人）

構成比
（％）

級
職員数
（人）

構成比
（％）

級
職員数
（人）

構成比
（％）

2 70 26.5 2 7 46.7

12.5 1

2 60 9.3 2 20 71.4

4 58 22.0 4 7 46.74 155 24.1 4 3 10.7

3 58 21.9 3 1 6.63 132 20.5 3 5 17.9

6 20 7.66 53 8.2

5 25 9.55 152 23.6

計 264 100 計 15 100計 644 100 計 28 100

77 33 5.1

令和8年1月1日
現在

1 1 1

構成比
（％）

級
職員数
（人）

構成比
（％）

級
職員数
（人）

区分

医療職（1） 医療職（2） 医療職（3） 再任用

級
職員数
（人）

構成比
（％）

級
職員数
（人）

2 2 9 34.6

1 2 7.7

2 2

構成比
（％）

4 4 6 23.14 4

3 3 7 26.93 3

6 66

5 5 2 7.75

計 計 26 100計 計

77

幼児教育職

主事
保育士

幼稚園教諭
保育教諭

主事
保育士

幼稚園教諭
保育教諭

主査
保育士

幼稚園教諭
保育教諭

係長
主幹

主幹保育士
主幹教諭

主幹保育教諭

課長代理
副参事
副園長

課長
参事
園長

部長
次長
園長

教育職 教諭
係長
主幹

課長
参事

課長代理
副参事

課長
（校長待遇）

６級 ７級

行政職 主事 主事 主査
係長
主幹

課長代理
副参事

課長
参事

部長
次長

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

課長
参事

部長
次長

医療職（３） 准看護師 看護師
主査、相当高
度な業務を行

う看護師

係長
主幹

課長
参事

課長代理
副参事

部長
次長

医療職（２） 技師
薬剤師、相当
高度な業務を

行う技師

主査、相当高
度な業務を行う
薬剤師、高度
な業務を行う技
師

係長
主幹

課長代理
副参事

医療職（１）
診療所で医療
業務を行う医師

診療所で相当
高度の知識、
経験に基づき
困難な医療業
務を行う医師

診療所で高度
の知識、経験
に基づき困難
な医療業務を
行う医師

診療所できわ
めて高度の知
識、経験に基
づき困難な医
療業務を行う医
師

技能労務職
技能職
労務職

技能職
労務職

技能職 技能職
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　エ 期末手当・勤勉手当

　オ 定年退職及び応募認定退職にかかる退職手当（令和８年１月１日現在）

国の制度 2.325 2.325 4.650 有

令和８年度 2.325 2.325 4.650 有

区分
支給期別支給率 支給率計

（月分）
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

備考
６月（月分） １２月（月分）

２％～４５％加算

　カ 地域手当

支給対象地域 市内全地域

支給率 ４％

国の制度
（支給率等）

24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特例措置

備考

支給率等 24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特例措置

２％～４５％加算

区分
20年勤続の者

（月分）
25年勤続の者

（月分）
35年勤続の者

（月分）
最高限度
（月分）

その他の加算措置等

幼児
教育職

技能
労務職

医療職
（1）

医療職
（2）

医療職
（3）

給料総額に対する比率
(%)

0.03 0.05 - -

支給対象職員 市内全地域

国の指定基準 に基づく支給率 ４％

　キ 特殊勤務手当

区分 全職種

代表的な職種

行政職 教育職

扶養手当、住居手当、通勤手当
国の制度との異同

国に同じ

- - -

代表的な
特殊勤務手当の名称

工事現場監督等従事手当、福祉事務従事手当、市税等滞納処分従事手当

　ク その他の手当

0.07 - - -

支給対象職員の比率(%)
　（令和８年1月1日現在）

6.45 9.47 - - 13.33
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      （単位：千円）

事          項 限 度 額

 期  間 金  額  期  間 金  額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
令和8年度から

100,000 令和9年度まで 100,000 100,000
長浜市なかなか、いい暮らし応援補助金

 特 定 財 源支 出 （ 見 込 ） 額 支 出 予 定 額

債務負担行為で令和９年度以降にわたるものについての令和７年度末までの支出額
又 は 支 出 額 の 見 込 み 、 及 び 令 和 ８ 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

令和７年度末までの 令和８年度以降の  左 の 財 源 内 訳

22



 

白紙 
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議案第１４号 

 

   令和８年度長浜市一般会計補正予算（第２号） 

 

 令和８年度長浜市一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１７９，１１５千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ５８，３７９，１１５千円とする。 

 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

  令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義   
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１

,741 64,320

表

7,085,061

　

2 国庫補

歳

助金 1,139,48

入

8 125,791 1,

歳

265,279

出

18 繰入金 4

予

,940,707 △1

算

0,996 4,929

補

,711

正

1 基金繰入金 4,8

歳

85,430 △10,

入

996 4,874,4

（

34

歳

単

　　　　入　　　　合

位

　　　　計 58,20

：

0,000 179,1

千

15 58,379,1

円

15

）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

14 国庫支出金 8,186,985 190,111 8,377,096

1

第

国庫負担金 7,020
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歳

2,802,239

出

2 児童福

（

祉費 9,906,46

単

7 15,122 9,9

位

21,589

：

3 生活保護費 1

千

,906,026 96

円

,054 2,002,

）

080

款

6 農林水産業費 2,1

項

79,899 2,18

補

0 2,182,079

正

1 農業

前

費 2,057,195

の

2,180 2,059

額

,375

補

10 教育費 6,32

　

6,500 31,63

正

4 6,358,134

　

1 教育

額

総務費 1,219,9

計

52 31,634 1,251,586

6 保健体育費 1,452,736 0 1,452,736

歳　　　　出　　　　合　　　　計 58,200,0

3

00 179,115 5

民

8,379,115

生費 24,580,607 145,301 24,725,908

1 社会福祉費 12,768,114 34,125 1
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令和８年度長浜市一般会計 

補正予算（第２号）説明書 
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歳入

庫

,741 64,320

支

7,085,061

（

出

款） 14 国庫支出

金

金

（項）  2 国庫

（

補助金

項

目 補正前の額 補正額 計

）

 2 総務費

 

国庫補助金 154,7

 

81 115,497 2

1

70,278

（

 

 3 民

国

生費国庫補助金 610

庫

,850 10,294

負

621,144

担

計

金

1,139,488 125,791 1,265,279

（款） 18 繰入金

（項）  1 基金繰入金

款

目 補正前の額 補正額 計

 1 財政調整基金繰入金

目

700,000 △10

補

,996 689,00

正

4

前

計 4,885,

の

430 △10,996

額

4,874,434

補

）

正額 計

 3

 

民生費国庫負担金 6,

1

823,954 64,

4

320 6,888,2

 

74

国

計 7,020
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（単

64,320

（単位：千円）

節
説　　　　　　　　

節

明
区　　分 金　　額

説

物価高騰対応

　

重点支援地方創生臨時

　

交付金 115,497

　

 1 総務管理

　

費補助金 115,49

位

　

7

　

生活困窮者就労準備

　

支援等事業補助金 10

　

,294 7

明

社会福祉費補助金 10

区

,294

　

（単位：千円

　

）

節
説

分

　　　　　　　　明
区

金

　　分 金　　額

：

　

 1 財政

　

調整基金繰入金 △10

額

,996

（単位：千円）千

節
説　

円

　　　　　　　明
区　

）

　分 金　　額

生活保護費等負担金 64,320 4 生活保護費負担金
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歳出

生

　

計 1,906,02

方

6 96,054 2,0

　

02,080 74,6

債

14 21,440

そ　の　他

費

 3

（

しょうがい福祉費 5,

項

234,370 4,9

）

43 5,239,31

 

3 4,916 27

 1 社

（

会福

 4老人福祉費

祉

2,245,854 2

費

9,182 2,275,036 29,002 180

款

計 1

補

2,768,114 3

　

4,125 12,80

　

2,239 33,91

正

8 207

（款）  3

　

 民生費

（項）  2

　

 児童福祉費

額

補　　正　　

　

額　　の　　財　　源

）

　

　　内　　訳

の

目 補正

　

前の額 補　正　額 計 特

　

　　　定　　　財　　

財

　源
一般財源

国県支出

　

金 地　方　債 そ　の　

　

他

源

 1児童福祉総務費 3

　

,635,208 15

　

,122 3,650,

 

内

330 15,122

　　訳

 4保育所費 1,491,040 0 1,491,040 2,919 △2,919

 

 5認定こども園費 4,375,466 0 4,375,466 9,583 △9,583

目 補

計

正

9,906,467 1

前

5,122 9,921

の

,589 27,624

3

額

△12,502

（款）

補

  3 民生費

（項）

　

  3 生活保護費

正

補　　

　

正　　額　　の　　財

額

　　源　　内　　訳

計 特

目 補正前の額 補　正　

　

額 計 特　　　定　　　

　

財　　　源
一般財源

国

 

　

県支出金 地　方　債 そ

定

　の　他

　

 1生活保護総

　

務費 214,622 1

　

0,294 224,9

財

16 10,294

　　　源

民

一般財源

 2扶助費 1,69

国

1,404 85,76

県

0 1,777,164

支

64,320 21,4

出

40

金 地
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（単

　通信運搬費 11

節

18 負担金、補助 3,510

　しょうがい福祉サービス事業所食材費高騰対策支援給付金 3,510及び交付金

　扶助費 1,41

説

819 扶助費

　

1,418

位

　

□高齢者地域

　

生活支援事業費 6,1

　

8410 需用

　

費 4

　消耗品

　

費 411 役務

　

費 240

　通

　

信運搬費 240

　

18 負担金、補助 2

　

2,998

　扶助費 5

　

,940及び

：

　

交付金

□高齢

　

者福祉事務経費 22,

　

99819 扶

明

助費 5,940

　介護

区

施設食費基準費用額差

　

額調整給付金 22,9

　

98

分

（単位：

金

千円）

節

　

説　　　　　

千

　

　　　　　　　　　明

額

区　　分 金　　額

□子ども・子育て支援事業費 15,12218 負担金、補助 15,122

　

□

物価高騰対策事業補助

し

金 15,122

ょ

及び交付金

う

□保育所管理運営事

円

が

業費

　財源更

い

正

者

□認定こども園管理費

地

　財源更正

域生

（単位：千円）

活

節

支

説　　　　　　　　

援

　　　　　　明
区　　

事

分 金　　額

□

）

業

生活保護費給付事務経

費

費 10,294

4

10 需用費 133

,

　消耗品費 10

9

011 役務費

4

327

　印刷

3

製本費 3312 委託料 9,834

　通信運搬費 159

　手数料 168

　給付事務委託

1

料 9,504

0

　情報システム委託料

需

330

用

□生活保

費

護費給付事業費 85,

4

76019 扶助費 85,760

　扶助費 85,760

　消耗品費 411 役務費 11
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（款 産

方　債 そ　の　他

業

 5農

費

地費 1,397,76

（

7 2,180 1,39

項

9,947 2,180

）  1

計 2

 

,057,195 2,

）

農

180 2,059,3

業

75 2,180

（款）

費

 10 教育費

（項）  1 教育総務費

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　

 

財　　　源
一般財源

国

補

県支出金 地　方　債 そ

　

　の　他

　

 3教育振興費

正

275,669 31,

　

634 307,303

　

31,634

額　　

計 1,21

 

の

9,952 31,63

　

4 1,251,586

　

31,634

（款） 

財

10 教育費

（項） 

　

 6 保健体育費

　

補　　正

源

　　額　　の　　財　

　

　源　　内　　訳

　

目

内

補正前の額 補　正　額

6

　

計 特　　　定　　　財

　

　　　源
一般財源

国県

訳

支出金 地　方　債 そ　の　他

 4学校給食費 1,141,629 0 1,141,629 20,141 △20,141

 

計 1,452,736 0 1,452,736 20,141 △20,

目

141

補正前の額

農

補　正　額 計 特　　　

林

定　　　財　　　源
一

水

般財源
国県支出金 地　
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（単

及び交付金

　長浜市

節

電気料金高騰対策土地改良区支援補助金 2,013

（単位：千円）

節

説　　　　　　　　　　　　　　

説

明
区　　分 金　　額

　

□教育指導事務

位

　

経費 31,634

　

18 負担金、補助

　

31,634

　AI型

　

ドリル教材利用料補助

　

金 31,634

　

及び交付金

　

（単位：

　

千円）

節

　

説　　　　　

　

　　　　　　　　　明

：

　

区　　分 金　　額

□学

　

校給食センター管理運

　

営事業費

　財

明

源更正

区　　分 金　

千

　額

□農業用

円

施設整備等助成事業費

）

2,18018 負担金、補助 2,180

　施設維持管理事業補助金 167
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議案第１５号 

 

   令和７年度長浜市一般会計補正予算（第１２号） 

 

 令和７年度長浜市一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところによる。 

 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，３３３，０８４千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６４，３４７，７５１千円とする。 

 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の廃止は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

 

  令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義   
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１

5

5 雑入 1,4

2

02,758 164,

0

972 1,567,7

,

30

2

0

1 市債 1,765,9

0

00 185,600 1

0

,951,500

7

1 市債 1,

,

765,900 185

4

,600 1,951,

表

7

500

0

歳　　　　入　　　　

,

合　　　　計 63,0

1

14,667 1,33

6

3,084 64,34

7

7,751

　

4 市たばこ税 7

歳

71,891 10,0

入

00 781,891

歳

6 入湯税

出

43,495 10,0

予

00 53,495

算

9 地方特例

補

交付金 109,000

正

△953 108,04

歳

7

1 地

入

方特例交付金 109,

（

000 △953 108

単

,047

位

10 地方交付税 14

：

,996,143 82

千

6,395 15,82

円

2,538

）

1 地方交付税 14

款

,996,143 82

項

6,395 15,82

補

2,538

正

12 分担金及び負

前

担金 218,998 △

の

28,663 190,

額

335

補

1 分担金 27,131

　

△2,192 24,9

正

39

2

　

負担金 191,867

額

△26,471 165

計

,396

14 国庫支出金 10,748,959 △665 10,748,294

1 国庫負担金 7,118,643 △228,117 6,890,52

1

6

2 国

市

庫補助金 3,602,

税

221 227,452

1

3,829,673

7

15 県支

,

出金 5,044,64

2

3 △98,992 4,

3

945,651

9

1 県負担金 2

,

,409,335 △1

1

2,794 2,396

8

,541

6

2 県補助金 2,13

5

1,712 △80,1

4

08 2,051,60

0

4

3 県

,

委託金 503,596

0

△6,090 497,

0

506

0

16 財産収入 337,

1

234 17,021 3

7

54,255

,

1 財産運用収入

7

258,234 24,

7

514 282,748

9

2 財産

,

売払収入 79,000

1

△7,493 71,5

8

07

1

6

8 繰入金 5,215,707 △414,644 4,801,063

1 基金繰入金 5,159,592 △414,644 4,744,948

19 繰越

1

金 889,278 14

市

8,013 1,037

民

,291

第

税

1繰越金 889,2

6

78 148,013 1

,

,037,291

9

20 諸収入

5

1,476,521 1

0

59,972 1,63

,

6,493

1

4 受託事業収入 4

6

0,092 △5,00

7

0 35,092
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歳

0

,144

1

4 幼稚園費 648,

,

611 △34,770

5

613,841

0

5 社会教育費

2

1,026,050 52,744 1,078,794

6 保健体育費 2,042,511 835 2

出

,043,346

歳　　　　出　　　　合　　　　

3

計 63,014,66

戸

7 1,333,084

籍

64,347,751

住民基本

（

台帳費 473,094

単

2,150 475,2

位

44

3

：

民生費 24,990,

千

890 △229,29

円

3 24,761,59

）

7

1 社

款

会福祉費 12,971

項

,412 △50,96

補

0 12,920,45

正

2

2 児

前

童福祉費 10,152

の

,192 △178,3

額

33 9,973,85

補

9

4 衛

　

生費 5,685,95

正

7 △104,879 5

　

,581,078

額

1 保健衛生

計

費 5,685,957 △104,879 5,581,078

5 労働費 19,647 1,092 20,739

1 労働諸費 19,647 1,092 20

2

,739

総

6 農林水産業費 2,

務

390,751 193

費

,203 2,583,

7

954

,

1 農業費 2,252,

5

435 183,023

7

2,435,458

7

2 林業費

,

134,854 10,

5

180 145,034

0

7 商工

7

費 2,475,042

5

△16,333 2,4

0

58,709

2

1 商工費 2,4

,

75,042 △16,

8

333 2,458,7

0

09

8

2

土木費 5,115,4

8

44 △139,679

,

4,975,765

0

1 土木管

8

理費 430,972 △

0

12,412 418,

,

560

3

2 道路橋梁費 1,88

0

6,529 △3,64

9

2 1,882,887

3 河川費 338,574 △14,030 324,544

4 都市計画費 2,188,238 △94,188 2,094,050

1

5 住宅

総

費 271,131 △1

務

5,407 255,7

管

24

9

理

消防費 2,408,5

費

33 △50,630 2

6

,357,903

,

1 消防費 2

2

,408,533 △5

0

0,630 2,357

0

,903

,

10 教育費 8,01

8

0,728 1,176

5

,801 9,187,

0

529

5

1 教育総務費 1,21

0

9,843 △2,00

0

0 1,217,843

,

2 小学

6

校費 1,575,47

5

2 590,089 2,

2

165,561

6

3 中学校費 1

,

,498,241 56

7

9,903 2,068
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第２表　繰越明許費補正

追加 （単位：千円）

変更

款

２ 総務費 公有財産管理事務経費 57,100

分庁舎管理経費 11,670

移住・定住対策事業費 400

市民まちづくりセンター整備事業費 40,296

戸籍住民基本台帳管理事務経費 5,671

３ 民生費 こども療育センター管理運営事業費 53,900

高齢者福祉施設管理運営事業費 43,500

４ 衛生費 墓地管理経費 1,300

６ 農林水産業費 有害鳥獣対策事業費 2,329

農業経営支援事業費 30,000

林道治山整備事業費 12,000

８ 土木費 スマートインター整備事業費 56,795

単独道路整備事業費 7,642

地域整備事業費 55,893

補助街路整備事業費 90,083

９ 消防費 自主防災体制づくり事業費 12,640

１０ 教育費 小学校校舎等維持管理経費 601,175

中学校校舎等維持管理経費 574,640

虎姫時遊館管理運営事業費 47,300

生涯学習施設整備事業費 21,750

図書館管理運営費 15,096

３ 中学校費

２ 小学校費

５ 社会教育費

３ 河川費

４ 都市計画費

１ 消防費

２ 道路橋梁費

２ 林業費

項 事　　業　　名 金　額

１ 総務管理費

１ 農業費

３ 戸籍住民基本
台帳費

１ 社会福祉費

１ 保健衛生費

事　業　名 金　額 事　業　名 金　額

８ 土木費 ２ 道路橋梁費
補助道路整備事
業費

118,436
補助道路整備事
業費

153,866

款 項
補　　正　　前 補　　正　　後
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第３表　債務負担行為補正

廃止

第４表　地方債補正

追加

変更

事項

たかつき認定こども園通園バス運
行等業務

24,500千円

期間 限度額

令和8年度から
令和10年度まで

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円 千円

児童福祉施設
整備事業

14,400 8,000

高齢者福祉施
設整備事業

27,000 16,100

267,300

61,600

9,600

24,300

137,300

　6.0%以内
（ただし、政
府資金及び地
方公共団体金
融機構資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

169,800 192,800

道路橋梁整備
事業

駅関連施設整
備事業

76,100

学校教育施設
整備事業

736,500 989,200

消防施設整備
事業

97,600

しょうがい福
祉施設整備事
業

16,200

河川整備事業 67,500

起債の目的
補正前 補正後

21,400

農地整備事業

普通貸借
又　　は
証券発行

政府資金及び滋
賀県市町振興資
金貸付金につい
ては、その融資
条件により、銀
行その他の場合
には、その債権
者と協定するも
のによる。ただ
し、市財政の都
合により、据置
期間及び償還期
限を短縮し、又
は、繰上償還若
しくは、低利に
借換えすること
ができる。

庁舎等改修事
業

54,900 34,200

補正前
と同じ

補正前
と同じ

補正前
と同じ

264,700

都市計画施設
整備事業

162,300

限度額 起債の方法 償還の方法

普 通 貸 借

又　　　は

証 券 発 行

政府資金及び滋賀県市町振興資
金貸付金については、その融資
条件により、銀行その他の場合
には、その債権者と協定するも
のによる。ただし、市財政の都
合により、据置期間及び償還期
限を短縮し、又は、繰上償還若
しくは、低利に借換えすること
ができる。

林業振興事業

起債の目的

12,400

利率

　6.0%以内
（ただし、政府資金及び地方
公共団体金融機構資金につい
て、利率の見直しを行った後
においては、当該見直し後の
利率）

千円
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令和７年度長浜市一般会計 

補正予算（第１２号）説明書 

 

 

 

 

 

39



歳入

税

0 1,196,226

（項

計 6,950,1

）

67 520,000 7

 

,470,167

（款

 

）  1 市税

（項）

1

  4 市たばこ税

 

目 補正前

市

の額 補正額 計

民

 1 市たばこ税 77

（

税

1,891 10,000 781,891

計 771,891 10,000 781,891

（款）  1 市税

（項）  6 入湯税

目 補正

目

前の額 補正額 計

補

 1 入湯税 43,

款

正

495 10,000 5

前

3,495

の

計 43

額

,495 10,000

補

53,495

（款） 

正

 9 地方特例交付金

額

（項）  1 地方特

計

例交付金

目 補正前の額 補正額 計

 1 地方

）

特例交付金 109,000 △953 108,047

 1

計 109,000 △9

個

53 108,047

（

人

款） 10 地方交付

6

税

（項）  1 地方

,

交付税

0

目 補正前の額 補正額 計

 

1

 1 地方交

3

付税 14,996,1

,

43 826,395 1

9

5,822,538

41

計 14,996,1

2

43 826,395 1

6

5,822,538

（

0

款） 12 分担金及

,

び負担金

（項）  1

 

0

 分担金

0

目 補正前の額 補正額

0

計

 6 農林

6

水産業費分担金 27,

,

131 △2,192 2

2

4,939

73

計 27

,

,131 △2,192

9

24,939

1

41

 

 2 法人 936

市

,226 260,00

40



（単

0

法人市民税 260,000 1 現年課税分 260,00

節

0

説

（単位：千円）

　

節
説　　　

　

　　　　　明
区　　分

　

金　　額

　

 1 現年課税分

位

　

10,000

　

（単位：

　

千円）

　

節
説　　　　　　　　

明

明
区　　分 金　　額

区

 1

　

現年課税分 10,00

　

0

分

（単位：千円）

金

節
説　　　

：

　

　　　　　明
区　　分

　

金　　額

住

額

宅借入金等特別税額控

（

除減収補填特例交付金

単

△3,219

位

 1 地方特例交付金 △

：

953

定額減税減収補

千

填特例交付金 2,26

円

6

）

（単位：千

千

円）

節
説　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

普通交付税 826,395 1 地方交付税 826,395

節

（単位：千円）

説

節
説　

　

　　　　　　　明
区　

円

　

　分 金　　額

　

経営体育成基盤整備

　

事業分担金 2,205

　

 1 農業費分

　

担金 △2,192

中山

　

間地域整備事業費分担

　

金 △883

湖

明

北地区基幹水利施設管

区

理事業費分担金 △3,

　

514

）

　分 金　　額

個人市民税 260,000 1 現年課税分 260,00

41



（款 及

91,867 △26,

び

471 165,396

負

（款） 14 国庫支

担

出金

（項）  1 国

金

庫負担金

（

目 補正前の額 補正額

項

計

 3 民生

）

費国庫負担金 6,89

 

1,410 △148,

 

117 6,743,2

）

2

93

 負担

 4 衛生費国庫

金

負担金 227,233 △80,000 147,233

計 7,118,643 △228,117 6,890,

 

526

（款） 14 国庫支出金

（項）  

目

2 国庫補助金

補

目 補正前の額

正

補正額 計

 

前

2 総務費国庫補助金 1

の

,643,652 △2

額

4,806 1,618

補

,846

正

1

額

 3 民生費

計

国庫補助金 958,256 2,433 960,689

 8 土木費国庫補助金 625,358 △45,699 5

 

79,659

3 民

2

生費負

 9 消

担

防費国庫補助金 0 6,

金

320 6,320

1

1

9

0 教育費国庫補助金 3

1

23,725 289,

,

204 612,929

7

 

77

計 3,602,2

△

21 227,452 3

2

,829,673

（款

6

） 15 県支出金

（

,

項）  1 県負担金

4

目 補正

7

前の額 補正額 計

1

 3 民生費県負担

1

金 2,405,321

分

6

△12,794 2,3

5

92,527

,30

計 2

6

,409,335 △12,794 2,396,541

担金

計 1

42



（単

福

福祉費負担金 △4,1

祉

96

児童手

費

当負担金 △22,50

負

0 3 児童福

担

祉費負担金 △8,59

金

8

民間保育所運営費負

△

担金 14,702

3

子育てのための施

,

設等利用給付交付金 △

4

800

71

保育所入所児童保護者負担金 △23,000

節

 2 児童福祉費負担

説

金 △23,000

　

（単

　

位：千円）

　

節
説　　　　　　

　

　　明
区　　分 金　　

位

　

額

国民健康

　

保険基盤安定対策費負

　

担金 392 

　

1 社会福祉費負担金 3

明

92

児童手

区

当交付金 △170,2

　

00 3 児童

　

福祉費負担金 △148

分

,509

民間保育所運

金

営費負担金 23,29

：

　

1

子育てのた

　

めの施設等利用給付交

額

付金 △1,600

（単

新型コロナウイル

位

ス予防接種健康被害給

：

付費負担金 △80,0

千

00 1 保健

円

衛生費負担金 △80,

）

000

千

（単位：千円）

節
説　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,136

節

 1 総務管理費補助金

説

△24,806

物価高

　

騰対応重点支援地方創

円

　

生臨時交付金 △25,

　

625

新しい

　

地方経済・生活環境創

　

生交付金 △3,317

　　

子ども子育て

　

支援交付金 2,433

明

 3 児童福祉

区

費補助金 2,433

　

社

）

　

会資本整備総合交付金

分

△2,236

金

 1 土木管理費補助金

　

△2,236

　

道路局所管補助金 8

額

83 2 道路橋梁費補助金 883

社会資本整備総合交付金 2,000 3 河川費補助金 2,000

養

社会資本整備総合

護

交付金 △45,596

老

 4 都市計画

人

費補助金 △45,59

ホ

6

空き家対

ー

策総合支援事業補助金

ム

△750 5

入

住宅費補助金 △750

所措

社会資本整備総合交付

置

金 6,320

費

 1 消防費補助金 6,

負

320

担

学校施設整備費

金

補助金 146,427

△

 1 小学校費

3

補助金 146,427

,

学校施設整

4

備費補助金 142,7

7

77 2 中学

1

校費補助金 142,777

（単位：千円）

節
説　　　　　　　　明

区　　

 

分 金　　額

1

国民健康保険基盤安定

老

対策費負担金 △4,1

人

96 1 社会
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（款 金

民生費県補助金 886

（

,276 △22,36

項

9 863,907

）  

 6 農林水産

2

業費県補助金 560,

 

079 △8,020 5

県

52,059

補

）

助金

 8 土木費県補助金 125,833 △8,106 117,727

目

10 教

 

補

育費県補助金 334,

正

535 △50,408

前

284,127

の額 補正

計

額

2,131,712 △

計

80,108 2,051,604

（款） 1

1

5 県支出金

（項）  3 県委託金

目 補正前の額 補正額 計

 

 

8 土木費県委託金 90

2

,415 △6,090

総

84,325

務

計 5

費

03,596 △6,0

県

90 497,506

（

5

補

款） 16 財産収入

助

（項）  1 財産運

金

用収入

1

目 補正前の額 補正額 計

9

 2 利子及

7

び配当金 212,10

,

6 24,514 236

1

,620

39

 

8,795 205,9

県

34

支出

 3

44



（単

務

 1 基金利子

管

24,514

減債基金

理

利子 2,912

費

地域福祉基金利子 2

補

,143

教育

助

施設整備基金利子 2,

金

282

文化芸

8

術振興基金利子 124

,

職員退職手当

7

基金利子 1,752

9

協働でつくる長

5

浜まちづくり基金利子

移

1,362

丹

住

生ダム対策基金利子 1

支

52

援事業補助金 △1,650

北の近江振興プロジ

節

ェクト推進補助金 99

説

0

子ども・子

　

育て施策推進交付金 1

　

1,179

　

福

　

祉医療費助成事業補助

位

　

金 △20,547

　

 1 社会福祉費補

　

助金 △20,547

　

地域子育て支

明

援事業費補助金 2,4

区

33 4 児童

　

福祉費補助金 △1,8

　

22

保育対策総合支援

分

事業費補助金 △4,2

金

55

：

　

環境保全

　

型農業直接支払交付金

額

△5,250

（

 2 農業振興費補助金

単

△8,250

新規就農

位

者育成総合対策事業費

：

補助金 △3,000

千

湖北

円

地区基幹水利施設管理

）

事業費補助金 △10,

千

538 3 農地費補助金 △8,147

農業水利施設省エネルギー化推進事業費助成金 2,391

林道改良事業費補助金 6,37

節

5 4 林業費

説

補助金 8,377

指定

　

管理鳥獣対策事業交付

円

　

金 2,002

　　

木造住宅耐震改修等事

　

業費補助金 △283

　

 1 土木管理費

　

補助金 △283

　

急傾斜地崩壊対策

明

事業費補助金 △3,5

区

23 2 河川

　

費補助金 △7,523

）

　

宅地嵩上げ浸水対策促

分

進事業補助金 △4,0

金

00

　

空き家対策総合支援

　

事業補助金 △300

額

 4 住宅費補助金 △300

フリースクール等民間施設利用者支援事業費補助金 105 1 学校教

地

育費補助金 105

域

わたSHIGA

少

輝く国スポ競技別リハ

子

ーサル大会運営費補

化

 3 保健体育費

対

補助金 △50,513

策

助金 △5,079

重

わたSHIGA輝

点

く国スポ・障スポ市町

推

競技施設整備費補

進

助金 △30,14

事

9

わたSHI

業

GA輝く国スポ会場地

補

市町運営交付金 △15

助

,285

金

（単

△

位：千円）

1

節
説　　　　　　

,

　　明
区　　分 金　　

7

額

河川愛護

2

作業委託金 △6,09

4

0 2 河川費委託金 △6,090

（単位：千円）

節
説　　　　　

 

　　　明
区　　分 金　

1

　額

財政調

総

整基金利子 5,570
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（款 入

14 282,748

（

（

款） 16 財産収入

項

（項）  2 財産売

）

払収入

 

目 補正前の額 補正額 計

 

 1 不動産

1

売払収入 79,000

 

△7,493 71,5

財

07

産

）

運

計 79,00

用

0 △7,493 71,

収

507

（款） 18 

入

繰入金

（項）  1 基金繰入金

目 補正前の額 補正額 計

 2 減債基金繰入金 1,350,613 △597,382 753,231

 

目

 4 地域福祉基金繰

補

入金 302,668 △

正

8,236 294,4

前

32

の

 5 教育施設整

額

備基金繰入金 512,

補

089 289,999

正

802,088

額

10

1

計

まち・ひと・しごと創生総合戦略推 145,019 △14,645 130,374

進基金繰入金

11 保育士等確保緊急対策基金繰入金 9,258 △1,304 7,954

6

12 子ども未来教育基金繰入金 292,152 △5,510 286,642

13 デジタル化推進基金繰入金 227,122 △22,764 204,358

1

 

4 公共施設等総合管理基金繰入金 975,899 △17,802 958,097

15 環境と社会経済の好循環創造基金繰 203,507 △37,000 166,507

入金

財

計 5,159,592 △414,644 4,744,948

（款） 19 繰越金

（項）  1 繰越金

目 補正前の額 補正額 計

 1 繰越金 889,278 148,013 1,

産

037,291

計 889,278 148,013 1,037,291

計 2

収

58,234 24,5

46



（単

生総合戦略推進基金利子 235

保育士等確保緊急対策基金利子 23

子ど

節

も未来教育基金利子 1

説

,247

デジ

　

タル化推進基金利子 5

　

76

公共施設

　

等総合管理基金利子 5

　

,651

環境

位

　

と社会経済の好循環創

　

造基金利子 448

　　

（単位：千円）

明

節
説　　

区

　　　　　　明
区　　

　

分 金　　額

　

 1 土地売払

分

収入 △6,407

金

 2 建

：

　

物売払収入 △1,08

　

6

額

（単位：千円）

（

節
説　　　

単

　　　　　明
区　　分

位

金　　額

：

 1 減債基金繰

千

入金 △597,382

円）

 1 地域福祉

千

基金繰入金 △8,236

 1 教育施設整備基金繰入金 289,999

 1 まち・ひと・しごと

節

創生総 △14,645

説

合戦略推進基

　

金繰入金

円

　

 1

　

保育士等確保緊急対策

　

基金 △1,304

　

繰入金

　

 

　

1 子ども未来教育基金

　

繰入金 △5,510

明
区

 1 デジタル化

　

推進基金繰入金 △22

）

　

,764

分

 1

金

公共施設等総合管理基

　

金繰 △17,802

　

入金

額

 

電

1 環境と社会経済の好

源

循環創 △37,000

立

造基金繰入金

地地

（単位：千円）

域

節
説　　　　

対

　　　　明
区　　分 金

策

　　額

交

 1 前年度繰越金

付

148,013

金等事業基金利子 37

まち・ひと・しごと創

47



（款

（

5,092

（款） 2

項

0 諸収入

（項）  

）

5 雑入

 

目 補正前の額 補正額

 

計

 5 雑入

4

1,402,737 1

 

64,972 1,56

受

7,709

託事

）

業収入

計 1,402,758 164,972 1,567,730

（款） 21 市債

（項）  1 市債

目 補正前の額 補正額 計

 

目

 2 総務債 11

補

5,800 △23,6

正

00 92,200

前の

 

額

3 民生債 70,900

補

△23,900 47,

正

000

額 計

2

 6 農林水産業債 169,800 35,400 205,200

1

 8

0

土木債 497,100

教

△33,500 463

育

,600

費

0

受託

 9 消防債

事

101,100 △21

業

,500 79,600

収入

10 教育

1

債 790,000 25

5

2,700 1,042

,

,700

0

 

0

計 1,765,90

0

0 185,600 1,

△

951,500

5,000 10

諸

,000

収

計 40,

入

092 △5,000 3
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（単

教育費受託事業収入 △5,000

（単位：千円）

節

節

説　　　　　　　　明

説

区　　分 金　　額

　

その他雑入 26

　

,926 2

　

総務費雑入 26,92

　

6

一時保育

位

　

サービス利用料 △2,

　

000 3 民

　

生費雑入 3,900

保

　

育所給食費等負担金 △

明

2,000

保

区

険金 7,900

　

（仮称）

　

神田ＳＩＣ整備事業負

分

担金 △192

金

 8 土木費雑入 △19

：

　

2

その他雑

　

入 100,191

額

 9 消防費雑入 1

（

00,191

単

返還金 34,147

位

10 教育費雑

：

入 34,147

千

（単位

円

：千円）

）

節
説　　　　　　　

千

　明
区　　分 金　　額

 3 庁舎等改修事業債 △20,700

 7 駅関連施設整備事業債 △2,900

節

 1 児

説

童福祉施設整備事業債

　

△6,400

円

　

 2 高齢者

　

福祉施設整備事業債 △

　

10,900

　

 3 しょう

　

がい福祉施設整備事 △

　

6,600

業

　

債

明

土地改良施設整備事

区

業債 23,000

　

 1 農地整備事業

）

　

債 23,000

分

林道治山整備事業

金

債 12,400

　

 2 林業振興事業債

　

12,400

額

地方道路等整備事業債 △2,600 1 道路橋梁整備事業債 △2,600

 2 河川整備事業

埋

債 △5,900

蔵

田村駅周辺整備事

文

業債 △25,000

化

 3 都市計画施

財

設整備事業債 △25,

発

000

掘

耐震性防火水槽

調

整備事業債 △18,0

査

00 1 消防

受

施設整備事業債 △21

託

,500

消防団拠点施

事

設整備事業債 △3,5

業

00

収

小学校整

入

備事業債 153,30

△

0 1 学校教

5

育施設整備事業債 25

,

2,700

中学校整備

0

事業債 99,400

00 1 社会
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歳出

務

　方　債 そ　の　他

費

 1

（

一般管理費 2,037

項

,938 215,23

）

1 2,253,169

 

215,231

 1 総

（

務管理費

 6財務管理費 1,616,470 310,167 1,926,637 △20,700 △18,863 349,730

款

補　　正　　額　

）

　の　　財　　

 8企画費 6

源

80,884 △2,6

　

15 678,269 3

　

,393 △2,900

 

内

△9,350 6,24

　

2

　訳

 

 9地域振興費 127,485 △4,283 123,202 △3,374 1,194 △

目

2,103

補正前の

2

額 補　正　額 計 特　　

 

　定　　　財　　　源

総

一般財源
国県支出金 地
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（単

5

金、補助 △4,786

,

□地域活性化施設管理

3

運営事業費 103

2

及び交付金

6

　指定管理委託料 10321 補償、補填及 400

□移住・定住対策事業費 △4,386び賠

□

償金

　結婚新生活支援

節

人

補助金 △2,586

事

　移住就業支援

管

補助金 △2,200

理事務経費 △42,000 3 職員手当等 249,671

　報酬 △21,114 4 共済費 △8,000

　給料 △5,32

説

6

　職員手当

　

等 △7,560

位

　

　共済費 △8,00

　

0

　

□本庁舎管理

　

経費 △7,370

　

10 需用費 △39

　

,000

　光

　

熱水費 △2,000

　

14 工事請負費

　

28,730

　

　整備事業費 △5,3

：

　

7024 積立

　

金 320,437

□公

　

有財産管理事務経費 3

明

77,537

区

　財政調整基金積立金

　

5,570

　

　

減債基金積立金 2,9

分

12

　職員退

金

職手当基金積立金 1,

　

752

　教育

千

　

施設整備基金積立金 5

額

2,282

　電源立地地域対策交付金等事業基金積立金 37

　丹生ダム対策基金積立金 152

□

　まち・ひと

職

・しごと創生総合戦略

員

推進基金積立金 235

給

　保育士等確

円

与

保緊急対策基金積立金

費

23

　子ども

2

未来教育基金積立金 1

5

,247

　デ

7

ジタル化推進基金積立

,

金 576

　公

2

共施設等総合管理基金

3

積立金 255,651

1

　整備事業費 57,100

）

□分庁舎管理経費 △60,000

　修繕料 △37,000

 

　整備事業費

1

△23,000

報酬

□交通対策事業費 11

△

,429 7

2

報償費 △1,866

1

　地方バス路線

,

維持費補助金 11,4

1

2912 委託

1

料 △7,031

4

□駅関連施設維持管理事業費 △4,48713 使用料及び賃 △660

　整備事業費 △4,487

　

借料

□若

職

者活躍応援事業費 △3

員

,91314

手

工事請負費 △4,48

当

7

　報償費 △

等

1,8661

2

8 負担金、補助 11,

5

429

　地域おこし協

7

力隊活動事業委託料 △

,

1,387及

2

び交付金

　使用料及び

3

賃借料 △660

1

□南長浜地域まちづくり推進事業費 △5,644

　南長浜実証プロジェクト業務委託料 △5,644

 2

□地域振興政策

給

費12 委託料

料

103

　財源

△

更正18 負担
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（款

（

　債 そ　の　他

項）  1 総

10デジタル推進費

務

773,170 △18

管

,947 754,22

）

理

3 △5,886 △13

費

,061

18市民まちづくりセ 357,790 1,099 358,889 1,099

ンター費

 

補　　

計 6,

正

200,850 500

　

,652 6,701,

　

502 19 △23,6

額

00 △32,905 5

　

57,138

（款） 

　

 2 総務費

（項） 

の

 3 戸籍住民基本台

 

　

帳費

　

補　　正　　額　　の

財

　　財　　源　　内　

　

　訳

　

目 補正前の額 補

源

　正　額 計 特　　　定

　

　　　財　　　源
一般

　

財源
国県支出金 地　方

内

　債 そ　の　他

　

 1戸籍

2

　

住民基本台帳 473,

訳

094 2,150 475,244 4,136 △49 △1,937

費

計 473,094 2,150 475,244 4,

 

136 △49 △1,937

（款）  3 民生費

（項）  1 社

目

会福祉費

補

補　　正　　額　

正

　の　　財　　源　　

前

内　　訳

の

目 補正前の

額

額 補　正　額 計 特　　

補

　定　　　財　　　源

総

　

一般財源
国県支出金 地

正

　方　債 そ　の　他

　

 1

額

社会福祉総務費 4,2

計

14,015 △31,

特

415 4,182,6

　

00 △29,429 2

　

,143 △4,129

　定

務

　　　財　　　源
一般

 3

費

財

しょうがい福祉費 5,

源

182,699 37,

国

559 5,220,2

県

58 △317 △6,6

支

00 △741 45,2

出

17

金 地　方

52



（単

□情報シ

節

ステム運用管理事業費 △18,94712 委託料 △2,073

　情報システム委託料 △2,07313 使用料及び賃 △16,87

説

4

　使用料及び賃借料

　

△16,874

位

　

借料

　

□市民まちづくり

　

センター管理運営事業

　

費 1,099

　

 1 報酬 △2,000

　

　報酬 △2,

　

00012 委

　

託料 3,099

　指定

　

管理委託料 3,099

　

：

　

（単位：千円

　

）

節

　

説　　　　　　　

明

　　　　　　　明
区　

区

　分 金　　額

　

□戸籍住民基本台帳管

　

理事務経費 2,150

分

12 委託料 4

金

,087

　情

　

報システム委託料 4,

千

　

08713 使

額

用料及び賃 △1,93

　

7

　使用料及び賃借料

賠

△1,937

償

借料

金

（単位：千円）

4

節

0

説　　　　　　　　　

0

　　　　　明
区　　分 金　　額

□社

円

会福祉協議会活動推進事業費 1 報酬 △3,000

□

　財源更正

イ

11 役務費 △3,92

ベ

5

□国民健康

ン

保険特別会計繰出金 2

ト

2,3381

開

8 負担金、補助 △46

催

,828

□後期高齢者

）

事

医療広域連合負担金 △

業

25,128

費

及び交付金

　（医療費）後期高齢者医療広域連合負担金 △25,14727 繰出金 22,33

　

8

　（事務費）後期高

財

齢者医療広域連合負担

源

金 19

□社会

更

福祉事業施行事務経費

正

△3,000

　報酬 △3,000

□低所得者支援及び定額減税補足給付金給付事業費 △25,

□

625

　通信

地

運搬費 △2,958

域

　手数料 △96

振

7

　定額減税

興

補足給付金（不足額給

事

付） △21,700

業費

□こども療育センター管理運営事業費 46,559 1 報酬 △9,000

　警備機器撤去

　

業務委託料 160

財

12 委託料 1,4

源

00

　整備事

更

業費 46,399

正

14 工事請負費 45,159
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（款

（

　債 そ　の　他

項）  

 4老人福祉

1

費 2,213,960

 

35,045 2,24

社

9,005 △3,47

会

1 38,516

福

）

祉費

 5福祉医療助成費 1,028,581 △74,360 954,221 △20,547 △53,813

 

補　

 6社会

　

福祉施設費 223,7

正

24 △17,789 2

　

05,935 △10,

　

900 △10,670

額

3,781

　　の

 

　

計 12,971

　

,412 △50,96

財

0 12,920,45

　

2 △50,293 △1

　

7,500 △12,7

源

39 29,572

（款

　

）  3 民生費

（項

　

）  2 児童福祉費

内

補　

　

　正　　額　　の　　

3

　

財　　源　　内　　訳

訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源
一般財源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 1児童福祉総務費 4,185,626 △219,724

 

3,965,902 △188,594 △6,400 260 △24,

目

990

補正前の額 補

民

　

 4保育

正

所費 1,385,72

　

6 33,445 1,4

額

19,171 14,0

計

11 △14,422 3

特

3,856

　　　定

生

　　　財　　　源

 5認定こども

一

園費 4,190,10

般

3 7,946 4,19

費

財

8,049 24,62

源

5 △11,564 △5

国

,115

県支出金 地　方

54



（単

1

及び交付金

1,000

節

19 扶助費 △11,000

　扶助費 △11,00027 繰出金 46,045

□介護保険特別会計繰出金 46,045

説

□福祉医療助成

　

事業費 △101,00

位

　

519 扶助費

　

△74,360

　扶助

　

費 △101,005

　

□子ども医療費

　

助成事業費 26,64

　

5

　扶助費 2

　

6,645

　

□高

　

齢者福祉施設管理運営

　

事業費 △17,789

：

　

12 委託料 3

　

,781

　指

　

定管理委託料 3,78

明

114 工事請

区

負費 △21,570

　

　

整備事業費 △21,5

　

70

分

（単位：

金

千円）

節

　

説　　　　　

千

　

　　　　　　　　　明

額

区　　分 金　　額

□

□子ども・子育て

し

支援事業費 2,300

ょ

14 工事請負

う

費 △7,024

が

　病児保育事業補助

い

金 7,300

福

18 負担金、補助 7,

祉

300

　扶助費 △5,

円

事

000及び交

務

付金

□重層的

経

支援体制整備事業費 △

費

7,0241

△

9 扶助費 △220,0

9

00

　整備事業費 △7

,

,024

□児

0

童手当支給事業費 △2

0

15,000

0

　扶助費 △215,0

）

00

□職員給与費 2 給料 △3,140

　

　

財源更正 3

報

職員手当等 △3,49

酬

0

□保育所運

△

営支援事業費 37,2

9

33 4 共済

,

費 △920

　

0

保育所運営委託料 37

0

,233 8

0

旅費 △300

□保育所管理運営事業費 △3,78812 委託料 37,233

　給料 △3,14019 扶助費 4,062

　職員手当等 △3,490

　共済費 △920

　旅費 △300

　扶助費 4,062

□就学前教育推進事業費

　財源更

□

正

高

□職員給与費

齢

 1 報酬 △2

者

7,240

　

施

財源更正 2

設

給料 △12,630

入

□認定こども園

所

管理費 △55,680

措

 3 職員手当

置

等 △18,250

事

　報酬 △27,2

業

4018 負担

費

金、補助 △6,043

△

　給料 △12,630
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（款

（

　債 そ　の　他

項）  2 児童

計 10,152,1

福

92 △178,333

）

祉

9,973,859 △

費

149,958 △6,400 △25,726 3,751

（款）  4 衛生費

（項）  1 保健衛生費

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

目 補

 

補

正前の額 補　正　額 計

　

特　　　定　　　財　

　

　　源
一般財源

国県支

正

出金 地　方　債 そ　の

　

　他

　

 1保健衛生総務費

額

4,079,399 4

　

0,759 4,120

　

,158 40,759

の

 

　　財　　源　

 2予防接種費

　

656,565 △14

内

6,938 509,6

　

27 △80,000 △

3

　

66,938

訳

 4母子保健費 226,148 0 226,148 363 △363

 

11環境保全費 52,478 0 52,478 448 △448

目 補正

12墓地等

前

管理費 9,424 1,

の

300 10,724 1

額

,300

補

民

　正

計 5,685,

　

957 △104,87

額

9 5,581,078

計

△79,637 85 △

特

25,327

（款） 

　

 5 労働費

（項） 

　

 1 労働諸費

　

補　　正　

定

　額　　の　　財　　

生

　

源　　内　　訳

　

目 補

　

正前の額 補　正　額 計

財

特　　　定　　　財　

　

　　源
一般財源

国県支

　

出金 地　方　債 そ　の

　

　他

源

 1労働諸費 19,

一

647 1,092 20

般

,739 1,092

費

財源
国

計 1

県

9,647 1,092

支

20,739 1,09

出

2

金 地　方

56



（単

費 63,626

節

　低年齢児保育事業補助金 △3,000

　医療的ケア児保育支援事業費補助金 △3,043

　扶助費 69,669

説

（単位：千円

　

）

節

位

　

説　　　　　　　

　

　　　　　　　明
区　

　

　分 金　　額

　

□上水道事業負担金 △

　

24,000

　

 1 報酬 △2,000

　

　長浜水道企

　

業団負担金 △24,0

　

0018 負担

　

金、補助 43,066

：

　

□病院事業会計負担金

　

66,759

　

及び交付金

　

明

負担金 67,066

区

23 投資及び出

　

資 △307

　出資金 △

　

307金

□保

分

健衛生総務管理事務経

金

費 △2,000

　

　報酬 △2,000

千

　額

□予防接種事業費 △146,93812 委託料 △66,938

　予防接種委託料 △66

　

,93819

職

扶助費 △80,000

員

　扶助費 △80,00

手

0

円

当

□母子保健事業費

等

　財源更正

△

□環境保

1

全対策事業費

8

　財源更正

,

□墓

2

地管理経費 1,300

5

14 工事請負

0

費 1,300

　整備事業費 1,300

）

（単位：千円）

節

説

1

　　　　　　　　　　

9

　　　　明
区　　分 金

扶

　　額

□勤労

助

者福祉対策事業費 1,

費

09212 委

7

託料 1,092

　指定

2

管理委託料 1,092

,109

　扶助費 2,440

□認定こども園運営支援事業

57



（款 産

方　債 そ　の　他

業

 3農

費

業振興費 342,01

（

7 △11,693 33

項

0,324 △8,74

）

8 △2,500 △44

 

5

 1 

）

農業費

 5農地費 1,542,8

 

55 194,716 1

補

,737,571 △8

　

,147 23,000

　

△2,192 182,

正

055

　　額　　

 

の　　財

計 2,25

　

2,435 183,0

　

23 2,435,45

源

8 △16,895 23

　

,000 △4,692

　

181,610

（款）

内

  6 農林水産業費

6

　

（項）  2 林業費

　

補　

訳

　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源
一般財源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 

 1林業振興費 128,687 10,180 138,867 6,375 12,4

目

00 △10,300 1

補

,705

正前の

計 134,85

額

4 10,180 145

農

補

,034 6,375 1

　

2,400 △10,3

正

00 1,705

（款）

　

  7 商工費

（項）

額

  1 商工費

計

補　　正　

特

　額　　の　　財　　

　

源　　内　　訳

　

目 補

　

正前の額 補　正　額 計

林

定

特　　　定　　　財　

　

　　源
一般財源

国県支

　

出金 地　方　債 そ　の

　

　他

財

 2商工業振興費 1

　

,569,574 △1

　

6,333 1,553

　

,241 △16,33

源

3

一

水

般財源
国県支出金 地　
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（単

費 1,955

節

　研修負担金 37418 負担金、補助 △14,926

□農産物振興事業費 △12,300及び交付金

　有機農業等推進事業補助金 △300

説

　若者就農支

　

援事業補助金 △5,0

位

　

00

　環境保

　

全型農業直接支払交付

　

金 △7,000

　

□農業経営支援事業

　

費 △3,000

　

　農地利用効率化等

　

支援補助金 △30,0

　

00

　経営開

　

始資金補助金 △3,0

　

00

　担い手

：

　

確保・経営強化支援事

　

業補助金 30,000

　

□農業農村振

明

興事業費 1,278

区

　指定管理委託

　

料 1,278

　

□

分

農業用施設等維持管理

金

事業費 △17,565

　

10 需用費 △

千

　

17,565

額

　光熱水費 △17,56518 負担金、補助 47,485

□農業用施設整備等助成事業費 2,391

□

及び交付金

有

　農業水利施設省

害

エネルギー化推進事業

鳥

助成金 2,391

円

獣

27 繰出金 164

対

,796

□土地改良事

策

業費 45,094

事

　県営かんがい排

業

水事業負担金 39,1

費

09

　県営経

2

営体育成基盤整備事業

,

負担金 7,750

3

　県営中山間地域

2

総合整備事業負担金 △

）

9

1,765

□農業集落排水事業特別会計繰出金 164,796

（単位：

1

千円）

節

2

説　　　　　

委

　　　　　　　　　明

託

区　　分 金　　額

料

□林道治山整備事

1

業費 10,180

,

14 工事請負費 1

2

0,180

　整備事業

7

費 10,180

8

（単位：千円）

節

説　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金

　

　　額

□バイ

備

オ産業推進事業費 66

品

712 委託料

購

667

　指定

入

管理委託料 667

費

18 負担金、補助

1

△17,000

□企業

,

立地等推進事業費 △1

9

7,000及

5

び交付金

　企業立地促

5

進補助金 △17,000

17 備品購入
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（款

（

そ

81 △5,940 95

　

,441 △3,523

の

△5,900 3,48

　

3

他

事業費

項

 3観光費 5

）

80,723 0 580

 

,723 168 △16

 

8

1 商

計 2,475,042

工

△16,333 2,4

費

58,709 168 △

）

16,501

（款）  8 土木費

（項）  1 土木管理費

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

目 補正前の額 補　正　額

補

計 特　　　定　　　財

　

　　　源
一般財源

国県

 

　

支出金 地　方　債 そ　

正

の　他

　

 2建築総務費 4

　

1,184 △12,4

額

12 28,772 △3

　

,569 △6,516

　

△2,327

の　　

 

財　　源　　

計 4

内

30,972 △12,

　

412 418,560

　

△3,569 △6,5

訳

16 △2,327

（款

7

）  8 土木費

（項）  2 道路橋梁費

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源
一般財源

国県支出金 地　方　債

 

そ　の　他

目

 2道路維持

補

費 890,211 △3

正

,642 886,56

前

9 △3,300 △34

の

2

額 補

 

　

4道路新設改良費 66

正

6,484 0 666,

商

　

484 883 700 △

額

192 △1,391

計 特　

計 1

　

,886,529 △3

　

,642 1,882,

定

887 883 △2,6

　

00 △192 △1,7

　

33

（款）  8 土

工

　

木費

（項）  3 河

財

川費

　

補　　正　　額　　の

　

　　財　　源　　内　

　

　訳

源

目 補正前の額 補

一

　正　額 計 特　　　定

般

　　　財　　　源
一般

財

財源
国県支出金 地　方

源

　債 そ　の　他

費

国

 1河川

県

総務費 68,602 △

支

10,090 58,5

出

12 △10,090

金 地　方　

 4急傾斜

債

地崩壊対策 101,3
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（単

　　　　　　　　　　

節

明
区　　分 金　　額

□建築指導事務経費 △4,39612 委託料 △8,916

　耐震改修促進計画改定業務委託料 △2,264

説

18 負担金、補

　

助 △3,496

　木造

位

　

住宅耐震診断員派遣委

　

託料 △52及

　

び交付金

　木造住宅耐

　

震補強計画案作成委託

　

料 △84

　住

　

宅・建築物アスベスト

　

改修事業補助金 △25

　

0

　建築物耐

　

震対策総合支援事業補

　

助金 △1,746

：

　

□空き家対策事業

　

費 △8,016

　

　情報システム委託

明

料 △6,516

区

　特定空家等除却支

　

援事業補助金 △1,5

　

00

分

（単位：

金

千円）

節

　

説　　　　　

千

　

　　　　　　　　　明

額

区　　分 金　　額

□

□道路維持管理事

観

業費 △3,642

光

14 工事請負費 △

イ

3,642

　整備事業

ベ

費 △3,642

ン

□スマー

ト

トインター整備事業費

開

　財源更正

円

催事

（単位：千円）

業

節

費

説　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

□河川総務事務経費 △10,090 

　

7 報償費 △1,139

財

　報償費 △1

）

源

,13912

更

委託料 △4,951

正

　河川愛護活動事業委託料 △4,95118 負担金、補助 △4,000

　宅地嵩上げ浸水対策促進事業補助金 △4,000及び交付金

□急傾斜地崩壊対策事業費 △5,94014 工事請負費 △9,395

　県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 3,45518 負担金、

（

補助 3,455

　整備

単

事業費 △9,395

位

及び交付金

：千円）

節

説　　　　
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（款

（

そ

2,015 6,320

　

△32,900

の　他

計 2,408,533 △50,630 2,357,903 6,320 △21,500 △2,550 △

項

32,900

 5丹生ダム

）

対策費 106,891

 

2,000 108,8

 

91 2,000

3 河

計 338

川

,574 △14,03

費

0 324,544 △1

）

1,613 △5,900 3,483

（款）  8 土木費

（項）  4 都市計画費

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

目

補

補正前の額 補　正　額

　

計 特　　　定　　　財

 

　

　　　源
一般財源

国県

正

支出金 地　方　債 そ　

　

の　他

　

 1都市計画総務

額

費 1,878,981

　

△94,188 1,7

　

84,793 △45,

の

596 △25,000

　

△23,592

　

 

財　　源　　

計 2,188,2

内

38 △94,188 2

　

,094,050 △4

　

5,596 △25,0

訳

00 △23,592

（

8

款）  8 土木費

（項）  5 住宅費

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源
一般財源

国県支出金 地　方　債 そ

 

　の　他

目

 1住宅管理費

補

205,177 △15

正

,407 189,77

前

0 △15,407

の額 補　正

土

　

計 271,1

額

31 △15,407 2

計

55,724 △15,

特

407

（款）  9 

　

消防費

（項）  1 

　

消防費

　

補　　正　　額　　

定

の　　財　　源　　内

　

　　訳

　

目 補正前の額

木

　

補　正　額 計 特　　　

財

定　　　財　　　源
一

　

般財源
国県支出金 地　

　

方　債 そ　の　他

　

 2非

源

常備消防費 232,0

一

35 △6,050 22

般

5,985 △3,50

財

0 △2,550

源

費

国県

 3消防施

支

設費 104,487 △

出

18,000 86,4

金

87 △18,000

地　方

 5災

　

害対策費 268,59

債

5 △26,580 24
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（単

（単位：千円）

節

節

説　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

□田村駅周辺整備事業費 △64,00014 工事請負費 △64,0

説

00

　整備事

　

業費 △64,000

位

　

18 負担金、補

　

助 △30,173

□公

　

共下水道事業会計負担

　

金 △30,188

　

及び交付金

　

　負担金 500

　

23 投資及び出資

　

△15

　補助金 △30

　

,673金

　

　

出資金 △15

：

　　

（単位：千円）

　

節

説　

明

　　　　　　　　　　

区

　　　明
区　　分 金　

　

　額

□市営住

　

宅整備事業費 △1,6

分

1412 委託

金

料 △1,614

　

　整備事業費 △1,

千

　

61414 工

額

事請負費 △6,300

□改良住宅譲渡事業費 △13,79320 貸付金 △7,493

　貸付金

□

△7,493

地

　整備事業費 △6,3

域

00

整

（単位：

円

備

千円）

節

事

説　　　　　

業

　　　　　　　　　明

費

区　　分 金　　額

2

□消防団運営事業

,

費 △6,050

0

14 工事請負費 △6

0

,050

　整備事業費

0

△6,050

□

）

消防施設整備事業費 △18,00014 工事請負費 △18

1

,000

　整備事業費

4

△18,000

工事

□自主防災体制づくり

請

事業費 △26,580

負

12 委託料 1

費

2,640

　

2

防災マップ作成業務委

,

託料 12,640

0

14 工事請負費 △

0

39,220

　整備事

0

業費 △39,220

　整備事業費 2,000
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（款

（

　

77,798

債 そ　の　他

項

 3教育

）

振興費 280,568

 

0 280,568 3 △

 

3

1 教育

 4教

総

育センター費 75,7

）

務

92 △2,000 73

費

,792 △2,000

計 1,219,843 △2,000 1,217,843 3 △2,003

（款） 10 教育費

 

補

（項）  2 小学校

　

費

補

　

　　正　　額　　の　

正

　財　　源　　内　　

　

訳

　

目 補正前の額 補　

額

正　額 計 特　　　定　

　

　　財　　　源
一般財

　

源
国県支出金 地　方　

の

債 そ　の　他

1

　

 1小学校

　

管理費 1,119,9

財

39 593,812 1

　

,713,751 14

　

6,427 153,3

源

00 127,971 1

　

66,114

　内　

0

　訳

 2小学校教育振興費 455,533 △3,723 451,810 △3,723

計 1,57

 

5,472 590,089 2,165,561 146,427 15

目

3,300 124,2

補

48 166,114

（

正

款） 10 教育費

（

前

項）  3 中学校費

の

補　

額

　正　　額　　の　　

補

財　　源　　内　　訳

教

　正

目 補正前の額 補　正

　

　額 計 特　　　定　　

額

　財　　　源
一般財源

計

国県支出金 地　方　債

特

そ　の　他

　

 1中学校管

　

理費 1,369,35

　

9 571,690 1,

定

941,049 142

育

　

,777 99,400

　

151,715 177

　

,798

財　　　源
一

 2

般

中学校教育振興費 12

費

財

8,882 △1,78

源

7 127,095 △1

国

,787

県支出

計 1,498,

金

241 569,903

地

2,068,144 1

　

42,777 99,4

方

00 149,928 1
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（単

教育相談事業費 △2,

節

000 1 報酬 △1,000

　報酬 △1,000 3 職員手当等 △1,000

　職員手当等 △1,000

説

（単位：千円）

　

節

位

　

説　　　　　　　　

　

　　　　　　明
区　　

　

分 金　　額

□

　

小学校管理費 △7,3

　

6311 役務

　

費 △2,044

　

　手数料 △2,04

　

412 委託料

　

122,003

　

　使用料及び賃借料

：

　

△5,319

　

13 使用料及び賃 △5

　

,319

□小学校校舎

明

等維持管理経費 601

区

,175借料

　

　照明設備L

　

ED化改修事業委託料

分

122,003

金

14 工事請負費 47

　

9,172

　整備事業

千

　

費 479,172

額

□

□小学校教育備品整

生

備事業費 △3,723

徒

12 委託料 △

指

3,723

　情報シス

導

テム委託料 △3,72

実

3

践

（単位：千

活

円）

節

円

動

説　　　　　　

推

　　　　　　　　明
区

進

　　分 金　　額

事

□中学校管理費 △2

業

,95011

費

役務費 △901

　手数料 △90112 委託料 51,765

　使用料及び賃借料 △2,

）

　

04913 使

財

用料及び賃 △2,04

源

9

□中学校校舎等維持

更

管理経費 574,64

正

0借料

　照明設備LED化改修事業委託料 51,76514 工事請負費 522,87

□

5

　整備事業費 522

学

,875

校

□中学

支

校教育備品整備事業費

援

△1,787

事

12 委託料 △1,78

業

7

　情報システム委託

費

料 △1,787

　財源更正

□
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（款

（

債

,511 835 2,0

そ

43,346 △47,

　

316 △3,197 5

の

1,348

　他

項

 1幼稚園

）

管理費 648,611

 

△34,770 613

 

,841 △1,996

4

△1,014 △31,

 

760

幼稚園

）

費

計 648,611 △34,770 613,841 △1,996 △1,014 △31,760

（款） 10 教育費

（項

補

）  5 社会教育費

 

　

補　

　

　正　　額　　の　　

正

財　　源　　内　　訳

　　

目 補正前の額 補　正

額

　額 計 特　　　定　　

　

　財　　　源
一般財源

　

国県支出金 地　方　債

の

そ　の　他

　

 1社会教育

1

　

総務費 7,729 0 7

財

,729 276 △27

　

6

　源

 

　

2生涯学習費 263,

　

828 61,744 3

内

25,572 124 6

　

1,620

　

0

訳

 6文化施設費 355,711 △4,000 351,711 △4,000

 

 7埋蔵文化財調査受

目

15,000 △5,0

補

00 10,000 △5

正

,000

前

託事業費

の額 補

計 1,0

　

26,050 52,7

教

正

44 1,078,79

　

4 276 △5,152

額

57,620

（款） 

計

10 教育費

（項） 

特

 6 保健体育費

　

補　　正

　

　　額　　の　　財　

　

　源　　内　　訳

定

目

　

補正前の額 補　正　額

育

　

計 特　　　定　　　財

　

　　　源
一般財源

国県

財

支出金 地　方　債 そ　

　

の　他

　

 2体育振興費 5

　

35,946 △5,0

源

00 530,946 △

一

47,316 △3,1

般

97 45,513

財

費

源
国県支

 3体育施設

出

費 222,560 5,

金

835 228,395

地

5,835

　方　

計 2,042
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（単

△8,440

節

　職員手当等 △8,440 4 共済費 △1,980

　共済費 △1,980 8 旅費 △690

　旅費 △69017

説

備品購入費 △5,20

　

0

□通園バス管理事業

位

　

費 △5,200

　

　備品購入費 △5,

　

200

　

（単位

　

：千円）

節

　

説　　　　

　

　　　　　　　　　　

　

明
区　　分 金　　額

□

　

生きる力育成推進事業

　

費

　財源更正

：

　　

□文化芸術活動

　

振興事業費1

明

2 委託料 14,444

区

　財源更正

　

14 工事請負費

　

47,300

□市民文

分

化ホール管理運営事業

金

費 14,444

　

　指定管理委託料 1

千

　

4,444

□

額

虎姫時遊館管理運営事業費 47,300

　整備事業費 47,300

□文化

□

施設管理運営費 △4,

幼

00010 需

稚

用費 △4,000

　修

園

繕料 △4,000

円

管理

□埋蔵文化財調査受

費

託事業費 △5,000

△

 2 給料 △3

2

,762

　給

9

料 △3,762

,

12 委託料 △1,2

5

38

　埋蔵文化財調査

7

委託料 △1,238

0

）

（単位：千円）

節

説　　　　　　　　　　　　　　明
区　　

 

分 金　　額

□

1

スポーツ振興対策事業

報

費 150,000

酬

18 負担金、補助

△

△155,000

　ス

1

ポーツ振興基金積立金

8

150,000

,

及び交付金

4

□国スポ障スポ開催対

6

策事業費 △155,0

0

0024 積立金 150,000

　長浜市実行委員会負担金 △155,000

　

□スポーツ施設管理

報

運営事業費 5,835

酬

12 委託料 5

△

,835

　指定管理委

1

託料 5,835

8,460 3 職員手当等
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１ 特別職

２ 一般職

（１）総括 （単位：千円）

（手当の内訳）

※（　）内は、再任用短時間職員及び週の所定労働時間が38時間45分未満の会計年度任用職員を外書。

※職員手当には児童手当を含まない。その他手当は単身赴任手当、宿日直手当、選挙手当、除雪手当及び統計手当をいう。

　ア　会計年度任用職員以外の職員 （単位：千円）

（手当の内訳）

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員について記載。

※（　）内は、再任用短時間職員を外書。

※職員手当には児童手当を含まない。その他手当は単身赴任手当、宿日直手当、選挙手当、除雪手当及び統計手当をいう。

給　　　　与　　　　費　　　　明　　　　細　　　　書

区分

職員数 給与費

共済費 合計
備考報酬 給料

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後

長　等 4 37,200

期末
手当

支給率
地域
手当

その他
の手当

計

（人） （千円） （千円） （千円） （月分）

127,823 25,368 153,191

その他の特別職 2,380 121,378

60,496

議　員 21 94,684 33,139 3.50

13,406 3.50 264 50,870 9,626

300,071 34,994 335,065

補正前

長　等 4 37,200

計 2,405 216,062 37,200 46,545 264

121,378 121,378

127,823 25,368 153,191

60,496

議　員 21 94,684 33,139 3.45

13,406 3.45 264 50,870 9,626

34,994 335,065

比　較

長　等

計 2,405 216,062 37,200 46,545 264 300,071

121,378 121,378その他の特別職 2,380 121,378

議　員

計

その他の特別職

9,970,596 1,791,083 11,761,679

補正前 1,109 (1,186) 1,749,826 4,377,611 3,733,340

補正後 1,109 (1,186) 1,666,012 4,352,753 3,951,831

区分
職員数
（人）

　給与費
共済費 合計 備考

報酬 給料 職員手当 計

109,819 -10,900 98,919

区分 扶養手当 通勤手当 住居手当
管理職
手当

管理職
特別勤務

手当

9,860,777 1,801,983 11,662,760

比　較 (0) -83,814 -24,858 218,491

1,588,374 751,427 129,127 53,166 650,504

その他
手当

退職手当

補正後 100,468 67,088 41,102 203,861 107 365,002 1,605

時間外、
休日勤務

手当

特殊勤務
手当

期末手当 勤勉手当 地域手当
初任給調
整手当

-34,420 254,671

53,166 395,833

比　較 -1,760

366,762 1,605 1,622,794 751,427 129,127補正前 100,468 67,088 41,102 203,861 107

6,942,742 1,299,903 8,242,645

補正前 973 (7) 3,830,664 2,854,847

補正後 973 (7) 3,830,664 3,112,078

区分
職員数
（人）

　給与費
共済費 合計 備考

報酬 給料 職員手当 計

257,231 257,231

区分 扶養手当 通勤手当 住居手当
管理職
手当

管理職
特別勤務

手当

6,685,511 1,299,903 7,985,414

比　較 (0) 257,231

916,163 751,427 117,939 52,652 522,299

その他
手当

退職手当

補正後 100,468 54,279 41,102 203,861 107 350,176 1,605

時間外、
休日

勤務手当

特殊勤務
手当

期末手当 勤勉手当 地域手当
初任給調
整手当

257,231

52,652 265,068

比　較

350,176 1,605 916,163 751,427 117,939補正前 100,468 54,279 41,102 203,861 107
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　イ　会計年度任用職員 （単位：千円）

（手当の内訳）

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員について記載。

※（　）内は、週の所定労働時間が38時間45分未満の会計年度任用職員を外書。

※職員手当には児童手当を含まない。その他手当は単身赴任手当、宿日直手当、選挙手当、除雪手当及び統計手当をいう。

（２）給料及び職員手当の増減額の明細 （単位：千円）

1.給与改定に伴う増減分

2.昇給に伴う増加分

3.その他の増減分

1.制度改正に伴う増減分

2.その他の増減分

（３）給料及び職員手当の状況

　ア 職員１人当たり給与 （単位：円）

　イ 初任給 （単位：円）

3,027,854 491,180 3,519,034

補正前 136 (1,179) 1,749,826 546,947 878,493

補正後 136 (1,179) 1,666,012 522,089 839,753

区分
職員数
（人）

　給与費
共済費 合計 備考

報酬 給料 職員手当 計

-147,412 -10,900 -158,312

区分 扶養手当 通勤手当 住居手当
管理職
手当

管理職
特別勤務

手当

3,175,266 502,080 3,677,346

比　較 (0) -83,814 -24,858 -38,740

672,211 11,188 514 128,205

その他
手当

退職手当

補正後 12,809 14,826

時間外、
休日

勤務手当

特殊勤務
手当

期末手当 勤勉手当 地域手当
初任給調
整手当

-34,420 -2,560

514 130,765

比　較 -1,760

16,586 706,631 11,188補正前 12,809

給料 -24,858

区分 増減額 増減事由別内訳 説明 備考

218,491

職員手当 218,491

-24,858

医療職
(3)

再任用

令和８年
１月１日

現在

平均給料月額 346,601 410,250 328,806 311,813

区分 行政職 教育職
幼児

教育職
技能

労務職
医療職

(1)
医療職

(2)

260,622

平均年齢（歳） 43歳5月 45歳8月 38歳7月 51歳6月 63歳2月

236,576

平均給与月額 421,114 494,362 376,645 363,570

短大卒（中級） 219,400 231,200 - 237,200

高校卒（初級） 206,700 - 206,700 - -

区分 行政職 幼児教育職 技能労務職 医療職（2） 医療職（3）

区分
国の制度

行政職 幼児教育職 技能労務職

大学卒（上級） 237,600 242,200 - 244,900 274,100

270,800

短大卒（中級） - - - 232,900

医療職（2） 医療職（3）

高校卒（初級） 200,300 - 200,300 - -

大学卒（上級）
総合職 242,000
一般職 232,000

- - 239,800 269,100

263,400

69



　ウ 級別職員数

（級別の標準的な職務内容）

区分

行政職 教育職 幼児教育職 技能労務職

令和８年１月１日
現在

1 59 9.2 1 1 33

級
職員数
（人）

構成比
（％）

級
職員数
（人）

構成比
（％）

級
職員数
（人）

構成比
（％）

級
職員数
（人）

構成比
（％）

2 70 26.5 2 7 46.7

12.5 1

2 60 9.3 2 20 71.4

4 58 22.0 4 7 46.74 155 24.1 4 3 10.7

3 58 22.0 3 1 6.63 132 20.5 3 5 17.9

6 20 7.66 53 8.2

5 25 9.45 152 23.6

計 264 100 計 15 100計 644 100 計 28 100

77 33 5.1

令和８年１月１日
現在

1 1 1

構成比
（％）

級
職員数
（人）

構成比
（％）

級
職員数
（人）

区分

医療職（1） 医療職（2） 医療職（3） 再任用

級
職員数
（人）

構成比
（％）

級
職員数
（人）

2 2 9 34.6

1 2 7.7

2 2

構成比
（％）

4 4 6 23.14 4

3 3 7 26.93 3

6 66

5 5 2 7.75

計 計 26 100計 計
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幼児教育職

主事
保育士

幼稚園教諭
保育教諭

主事
保育士

幼稚園教諭
保育教諭

主査
保育士

幼稚園教諭
保育教諭

係長
主幹

主幹保育士
主幹教諭

主幹保育教諭

課長代理
副参事
副園長

課長
参事
園長

部長
次長
園長

教育職 教諭
係長
主幹

課長
参事

課長代理
副参事

課長
（校長待遇）

６級 ７級

行政職 主事 主事 主査
係長
主幹

課長代理
副参事

課長
参事

部長
次長

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

課長
参事

部長
次長

医療職（３） 准看護師 看護師
主査、相当高
度な業務を行

う看護師

係長
主幹

課長
参事

課長代理
副参事

部長
次長

医療職（２） 技師
薬剤師、相当
高度な業務を

行う技師

主査、相当高
度な業務を行う
薬剤師、高度
な業務を行う技
師

係長
主幹

課長代理
副参事

医療職（１）
診療所で医療
業務を行う医師

診療所で相当
高度の知識、
経験に基づき
困難な医療業
務を行う医師

診療所で高度
の知識、経験
に基づき困難
な医療業務を
行う医師

診療所できわ
めて高度の知
識、経験に基
づき困難な医
療業務を行う医
師

技能労務職
技能職
労務職

技能職
労務職

技能職 技能職
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　エ 期末手当・勤勉手当

　オ 定年退職及び応募認定退職にかかる退職手当（令和８年１月１日現在）

国の制度 2.300 2.350 4.650 有

令和７年度 2.300 2.350 4.650 有

区分
支給期別支給率 支給率計

（月分）
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

備考
６月（月分） １２月（月分）

２％～４５％加算

　カ 地域手当

支給対象地域 市内全地域

支給率 ３％

国の制度
（支給率等）

24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特例措置

備考

支給率等 24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特例措置

２％～４５％加算

区分
20年勤続の者

（月分）
25年勤続の者

（月分）
35年勤続の者

（月分）
最高限度
（月分）

その他の加算措置等

幼児
教育職

技能
労務職

医療職
（1）

医療職
（2）

医療職
（3）

給料総額に対する比率
(%)

0.03 0.05 - -

支給対象職員 市内全地域

国の指定基準 に基づく支給率 ３％

　キ 特殊勤務手当

区分 全職種

代表的な職種

行政職 教育職

扶養手当、住居手当、通勤手当
国の制度との異同

国に同じ

- - -

代表的な
特殊勤務手当の名称

工事現場監督等従事手当、福祉事務従事手当、市税等滞納処分従事手当

　ク その他の手当

0.07 - - -

支給対象職員の比率(%)
　（令和８年１月１日現在）

6.45 9.47 - - 13.33
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 議案第１６号 

 

   令和７年度長浜市国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

 

 令和７年度長浜市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによ

る。 

 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２５，１６１千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１０，７７６，９１０千円とする。 

 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

  令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義   
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１

046,988 △26

表

,941 2,020,

　

047

歳

4 国庫支出金 6,77

入

1 89 6,860

歳

2 国庫補助

出

金 6,771 89 6,

予

860

算

7 県支出金 7,649

補

,026 24,998

正

7,674,024

歳

2 県補助

入

金 7,649,026

（

24,998 7,67

単

4,024

位

9 財産収入 1,3

：

00 163 1,463

千

1 財産

円

運用収入 1,300 1

）

63 1,463

款

10 繰入金 9

項

25,842 17,3

補

38 943,180

正

1 他会計

前

繰入金 895,842

の

22,338 918,

額

180

補

2 基金繰入金 30,0

　

00 △5,000 25

正

,000

　

11 繰越金 46,9

額

77 9,514 56,

計

491

1 繰越金 46,977 9,514 56,491

歳　　　　入　　　　合　　　　計 10,751,749 25,161 10,776,910

1 国民健康保険料 2,046,988 △26,941 2,020,047

第

1 国民健康保険料 2,
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歳

,419,462 37

出

,206 7,456,

（

668

単

1 療養諸費 6,425

位

,023 △1,521

：

6,423,502

千

2 高額療

円

養費 964,229 3

）

8,927 1,003

款

,156

項

4 諸給付費 30,2

補

10 △200 30,0

正

10

4

前

保健事業費 138,9

の

93 △11,000 1

額

27,993

補

1 保健事業費 1

　

38,993 △11,

正

000 127,993

　

5 諸支

額

出金 133,812 △

計

1,045 132,767

1 基金費 1,300 163 1,463

3 繰出金 41,297 △1,208 40,089

歳　　　　出　　

1

　　合　　　　計 10

総

,751,749 25

務

,161 10,776

費

,910

153,124 0 153,124

1 総務管理費 124,161 0 124,161

2 保険給付費 7
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令和７年度長浜市国民健康保険特別会計 

 

補正予算（第５号）説明書 
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歳入

民健

計 2,046

康

,988 △26,94

保

1 2,020,047

険

（款）  4 国庫支

料

出金

（項）  2 国

（

庫補助金

項

目 補正前の額 補正額

）

計

 7 社会

 

保障・税番号制度シス

（

 

テム整備 0 89 89

1

費等補助金

 国

計 6,771 89 6

民

,860

（款）  7

健

 県支出金

（項）  

康

2 県補助金

保

目 補正前の額 補

険

正額 計

 3

料

保険給付費等交付金 7

款

,631,114 24,998 7,656,112

計 7,64

目

9,026 24,99

補

8 7,674,024

正

（款）  9 財産収

）

前

入

（項）  1 財産

の

運用収入

額

目 補正前の額 補正額

補

計

 1 利子

正

及び配当金 1,300

額

163 1,463

計

計 1,300 163 1,463

（款） 10 繰入金

（項）  1

 

 他会計繰入金

目 補正前の額

 

補正額 計

 

1

1 一般会計繰入金 89

一

5,842 22,33

般

8 918,180

被保険者

 

国

計 895,842 22

民

,338 918,18

健

0

康保険料 2,0

1

46,969 △26,

 

941 2,020,0

国

28
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（単

介護納付金分 △2,218

後期高齢者支援金分 △7,006

節

（単位：千

説

円）

節

　

説　　　　　　　　明

　

区　　分 金　　額

　

 1 社

　

会保障・税番号制度シ

位

　

ス 89

テム整

　

備費等補助金

　

（単位：

　

千円）

明

節
説　　　　　　　　

区

明
区　　分 金　　額

　

 1

　

保険給付費等交付金（

分

普通 37,406

金

交付金）

：

　

保険者努力支援分 △

　

705 2 保

額

険給付費等交付金（特

（

別 △12,408

特別

単

調整交付金分（市町村

位

分） △1,408

：

交付金）

都道府県

千

繰入金（２号分） △7

円

,331

特定

）

健康診査等負担金 △2

千

,964

（単位：千円）

節
説　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

 1 基金利子 163

節

（

説

単位：千円）

　

節
説　　　　　

円

　

　　　明
区　　分 金　

　

　額

　

 1 保険基盤安定繰

　

入金 △5,449

　

 3 職

　

員給与費等繰入金 △8

　

9

明

 4 財政安定化支援事

区

業繰入金 30,980

　

 

）

　

5 その他一般会計繰入

分

金 △3,104

金　　額

医療給付費分 △17,717 1 現年分 △26,941
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（款

（

000 △5,000 2

項

5,000

（款） 1

）

1 繰越金

（項）  

 

1 繰越金

 

目 補正前の額 補正

2

額 計

 1 繰

 

越金 46,977 9,

基

514 56,491

金繰

計 46,977 9,

）

入

514 56,491

金

目

 

補正前の額 補正額 計

1

 1 国民健康

0

保険財政調整基金繰入

 

金 30,000 △5,

繰

000 25,000

入金

計 30,
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（単

入金

（単位：千円）

節
説　　　　　　　　明

区　　

節

分 金　　額

説

 1 前年度繰

　

越金 9,514

　　　

位

　　　　明
区　　分 金

：

　　額

（単位：千円）千

節
説　

円

　　　　　　　明
区　

）

　分 金　　額

 1 国民健康保険財政調整基金 △5,000

繰
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歳出

務

　

定健康診査等事 118

方

,935 △11,00

　

0 107,935 △1

債

1,000

そ

業費

　の

計 138

　

,993 △11,00

他

0 127,993 △11,000

費

 1

（

一般管理費 115,6

項

60 0 115,660

）

89 △89

  1

計 124,1

 

61 0 124,161

総

89 △89

（款）  

（

務

2 保険給付費

（項）

管

  1 療養諸費

理

補　　正

費

　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源
一般財源

国県支出金 地　方　債 そ　

款

の　他

 1一般被保険者

補

療養 6,356,97

　

6 △8,490 6,3

　

48,486 △8,4

正

90

　

給付費

　額

 3一般被保険

　

者療養 43,497 6

）

　

,969 50,466

の

6,969

　

費

　財

計 6,42

　

5,023 △1,52

　

1 6,423,502

源

△1,521

（款） 

　

 2 保険給付費

（項

　

）  2 高額療養費

 

内

補　

　

　正　　額　　の　　

　

財　　源　　内　　訳

訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源
一般財源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 1一般被保

 

険者高額 961,849 38,927 1,000,776 38,927

療養費

目 補

計 964,2

正

29 38,927 1,

前

003,156 38,

の

927

（款）  2 

1

額

保険給付費

（項）  

補

4 諸給付費

　

補　　正　　

正

額　　の　　財　　源

　

　　内　　訳

額

目 補正

計

前の額 補　正　額 計 特

特

　　　定　　　財　　

　

　源
一般財源

国県支出

　

金 地　方　債 そ　の　

 

　

他

定

 3傷病手当金 200

　

△200 0 △200

　　財

計 3

　

0,210 △200 3

　

0,010 △200

（

　

款）  4 保健事業

源

費

（項）  1 保健

総

一

事業費

般

補　　正　　額　　

財

の　　財　　源　　内

源

　　訳

国

目 補正前の額

県

補　正　額 計 特　　　

支

定　　　財　　　源
一

出

般財源
国県支出金 地　

金

方　債 そ　の　他

地

 2特

80



（単

　　　　　　　　　　

節

　明
区　　分 金　　額

□一般被保険者療養給付費 △8,49018 負担金、補助 △8,490

及び交付金

□一

説

般被保険者療養費 6,

　

96918 負

位

　

担金、補助 6,969

　

及び交付金

　

（

　

単位：千円）

　

節

説　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　明
区　　分 金　　

　

額

□一般被保

　

険者高額療養費 38,

　

92718 負

：

　

担金、補助 38,92

　

7

及び交付金

　明

（単位：千円）

区

節

説　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　明
区　　分 金　

分

　額

□傷病手

金

当金 △200

　

18 負担金、補助 △2

千

　

00

及び交付

額

金

□

（単位：千円）

国

節

説

保

　　　　　　　　　　

事

　　　　明
区　　分 金

業

　　額

□特定

一

健康診査等事業費 △1

般

1,0001

管

2 委託料 △11,00

円

理

0

　健診等委託料 △1

事

1,000

務経費

　

）

財源更正

（単位：千円）

節

説　　　
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（款 金

債 そ　の　他

（

 1基金費

項

1,300 163 1,

）

463 163

  

計 1,3

1

00 163 1,463

 

163

（款）  5 

基

諸支出金

（項）  3

金

 繰出金

）

費

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源
一般財源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 1

補

他会計繰出金 41,2

 

　

97 △1,208 40

　

,089 △1,208

正　　額　

計 41

　

,297 △1,208

の

40,089 △1,2

　

08

 

　財　　源　　内　　

5

訳

 

目 補正前の額 補　

諸

正　額 計 特　　　定　

支

　　財　　　源
一般財

出

源
国県支出金 地　方　

82



（単

説　　　　

節

　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

□湖北病院負担金 △1,20818 負担金、補助 △713

　負担金 △713及び交付金

説

　出資金 △4

　

9523 投資

位

　

及び出資 △495

　

金

　　　　　　　　

：

　　　明
区　　分 金　

千

　額

□国民健

円

康保険財政調整基金積

）

立金 16324 積立金 163

（単位：千円）

節
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議案第１７号 

 

   令和７年度長浜市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 

 令和７年度長浜市介護保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４７５，６９３千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３，０９９，９１８千円とする。 

 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

  令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義   
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１

102 66,364 2

表

,194,466

　

2 国庫補助

歳

金 726,450 12

入

2,383 848,8

歳

33

5

出

支払基金交付金 3,2

予

57,003 100,

算

555 3,357,5

補

58

1

正

支払基金交付金 3,2

歳

57,003 100,

入

555 3,357,5

（

58

6

単

県支出金 1,729,

位

352 54,672 1

：

,784,024

千

1 県負担金

円

1,670,657 5

）

4,672 1,725

款

,329

項

7 財産収入 6,89

補

8 13 6,911

正

1 財産運用

前

収入 6,898 13 6

の

,911

額

8 繰入金 1,978

補

,299 131,70

　

6 2,110,005

正

1 他会

　

計繰入金 1,844,

額

293 46,045 1

計

,890,338

2 基金繰入金 134,006 85,661 219,667

歳　　　　入　　　　合　　　　計 12,624,225 475,69

4

3 13,099,91

国

8

庫支出金 2,854,552 188,747 3,043,299

1 国

第

庫負担金 2,128,

85



歳

保険給付費 11,68

出

8,478 372,4

（

27 12,060,9

単

05

1

位

介護サービス等諸費 1

：

0,878,497 3

千

20,200 11,1

円

98,697

）

2 介護予防サー

款

ビス等 265,658

項

19,064 284,

補

722

諸

正

費

4高

前

額介護サービス等 24

の

2,866 17,97

額

1 260,837

補

諸費

　

5特定入所者介

正

護サー 248,730

　

15,192 263,

額

922

ビ

計

ス等費

6諸支出金 242,813 103,774 346,587

1 基金費 102,162 103,774 205,936

歳　　　　

1

出　　　　合　　　　

総

計 12,624,22

務

5 475,693 13

費

,099,918

305,843 △508 305,335

1 総務管理費 216,393 △508 215,885

2

86



 

 

 

令和７年度長浜市介護保険特別会計 
 

補正予算（第４号）説明書 
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歳入

庫

,102 66,364

支

2,194,466

（

出

款）  4 国庫支出

金

金

（項）  2 国庫

（

補助金

項

目 補正前の額 補正額 計

）

 1 調整交

 

付金 584,423 1

 

19,115 703,

1

538

（

 

 2 地域支援

国

事業交付金 117,3

庫

94 3,268 120

負

,662

担

計 726

金

,450 122,383 848,833

（款）  5 支払基金交付金

（項）  1 支払基金交付金

款

目 補正前の額 補正額 計

 1 介護給付費交付金 3,

目

155,889 100

補

,555 3,256,

正

444

前

計 3,25

の

7,003 100,5

額

55 3,357,55

補

8

（款）  6 県支

）

正

出金

（項）  1 県

額

負担金

計

目 補正前の額 補正額 計

 1 介護給付費負担金 1,670,657 54,672 1,725,329

 

計 1,670,65

1

7 54,672 1,7

 

介

25,329

（款） 

護

 7 財産収入

（項）

給

  1 財産運用収入

付

目 補正

費

前の額 補正額 計

負

 1 利子及び配当

担

金 6,898 13 6,

金

911

2

計 6,89

,

8 13 6,911

（款

 

1

）  8 繰入金

（項

2

）  1 他会計繰入

8

金

目 補

,

正前の額 補正額 計

1

 1 一般会計繰

0

入金 1,844,29

2

3 46,045 1,8

6

90,338

6,

計 1

4

3

,844,293 46

6

,045 1,890,

4

338

2,194,4

 

66

国

計 2,128
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（単

：千円）

節
説　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

 

節

1 現年度分 119,1

説

15

　

 1 現年

　

度分 3,268

　

（単位

　

：千円）

位

　

節
説　　　　　　　

　

　明
区　　分 金　　額

　

 

　

1 現年度分 100,5

明

55

区

（単位：千円）

　

節
説　　

　

　　　　　　明
区　　

分

分 金　　額

金

 1 現年度分

：

　

54,672

　

（単位：

額

千円）

（

節
説　　　　　　　　

単

明
区　　分 金　　額

位

 1

：

基金利子 13

千

（単位：

円

千円）

）

節
説　　　　　　　　

千

明
区　　分 金　　額

 1 介護給付費繰入金 46,553

事務費繰入金 △508 3 その他一般会計繰入金 △508

節
説　

円

　　　　　　　明
区　

）

　分 金　　額

 1 現年度分 66,364

（単位

89



（款

（

,667

項）  2 基金繰

）

入金

目

 

補正前の額 補正額 計

 

 1 基金繰入

8

金 134,006 85

 

,661 219,66

繰

7

入

計 134,00

金

6 85,661 219
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（単

節
説　　　　

位

　　　　明
区　　分 金

：

　　額

（単位：千円）千

節
説　

円

　　　　　　　明
区　

）

　分 金　　額

 1 基金繰入金 85,661

91



歳出

務

　

098 4,134

方

費

　債

計 2

そ

42,866 17,9

　

71 260,837 6

の

,739 7,098 4

　

,134

（款）  2

他

 保険給付費

（項）  5 特定入所者介護

費

サービス等費

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源
一般財源

国県支出

 

金 地　方　債 そ　の　

1

他

（

一

 1特定入所者介護サ

般

248,610 15,

管

192 263,802

理

5,696 6,001

費

3,495

2

ービス費

10

計 2

,

48,730 15,1

7

92 263,922 5

項

0

,696 6,001 3

6

,495

△2,000 20

）

8,706 △2,00

 

0

 1

 

 

3介護給付費共同処 4

総

,626 1,492 6

（

務

,118 1,492

管

理費

理費

計 216,393 △508 215,885 △508

（款）  2 保険給付費

（項）  1 介護サービス等諸費

補

款

　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　

補

訳

　

目 補正前の額 補　

　

正　額 計 特　　　定　

正

　　財　　　源
一般財

　

源
国県支出金 地　方　

　

債 そ　の　他

額

 1居宅介

　

護サービス 4,756

）

　

,960 175,13

の

5 4,932,095

　

65,675 69,1

　

78 40,282

財

給付費

　　

 

源

5施設介護サービス 3

　

,874,678 14

　

5,065 4,019

 

内

,743 54,398

　

57,301 33,3

　

66

訳

給付費

計 10,878,497 320,200 11,198,697 120,073 126,479 73,6

 

48

（款）  2 保険給付費

（項）  2 介護予防サービス等諸費

補　　正　　額　　の

目

　　財　　源　　内　

補

　訳

正

目 補正前の額 補

前

　正　額 計 特　　　定

の

　　　財　　　源
一般

1

額

財源
国県支出金 地　方

補

　債 そ　の　他

　

 1介護

正

予防サービス 181,

　

526 19,064 2

額

00,590 7,15

計

0 7,530 4,38

特

4

　

給付費

　

 

　

計 265,65

定

8 19,064 284

　

,722 7,150 7

　

,530 4,384

（

　

款）  2 保険給付

財

費

（項）  4 高額

　

介護サービス等諸費

　

補　　

　

正　　額　　の　　財

源

　　源　　内　　訳

総

一般

目 補正前の額 補　正　

財

額 計 特　　　定　　　

源

財　　　源
一般財源

国

国

県支出金 地　方　債 そ

県

　の　他

支

 1高額介護サ

出

ービス 242,765

金

17,971 260,

地

736 6,739 7,

92



（単

□介護給付費共同処

節

理費負担金 1,49211 役務費 1,492

　手数料 1,492

（単位：千円）

節

説　　　　

説

　　　　　　　　　　

　

明
区　　分 金　　額

位

　

□居宅介護サー

　

ビス給付費 175,1

　

3518 負担

　

金、補助 175,13

　

5

及び交付金

　

□

　

施設介護サービス給付

　

費 145,065

　

18 負担金、補助

　

145,065

：

　

及び交付金

　

（単位：

　

千円）

節

明

説　　　　　

区

　　　　　　　　　明

　

区　　分 金　　額

　

□介護予防サービ

分

ス給付費 19,064

金

18 負担金、

　

補助 19,064

千

　

及び交付金

額

（単位：千円）

節

説　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

□

□高額介護サー

介

ビス費 17,971

護

18 負担金、補

保

助 17,971

円

険

及び交付金

一

（単位：

般

千円）

節

管

説　　　　　

理

　　　　　　　　　明

事

区　　分 金　　額

務

□特定入所者介護

経

サービス費 15,19

費

218 負担金

△

、補助 15,192

）

2

及び交付金

,000 1 報酬 △2,000

　報酬 △2,000

93



（款 金

債 そ　の　他

（

 1基金費

項

102,162 103

）

,774 205,93

 

6 13 103,761

 1 

計 102,162 10

基

3,774 205,9

金

36 13 103,76

）

費

1

補

 

　　正　　額　　の　

 

　財　　源　　内　　

6

訳

 

目 補正前の額 補　

諸

正　額 計 特　　　定　

支

　　財　　　源
一般財

出

源
国県支出金 地　方　

94



（単

節

説　

位

　　　　　　　　　　

：

　　　明
区　　分 金　

千

　額

□介護保

円

険財政調整基金積立金

）

103,77424 積立金 103,774
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１ 特別職

２ 一般職

（１）総括 （単位：千円）

（手当の内訳）

※（　）内は、再任用短時間職員及び週の所定労働時間が38時間45分未満の会計年度任用職員を外書。

※職員手当には児童手当を含まない。その他手当は単身赴任手当、宿日直手当、選挙手当、除雪手当及び統計手当をいう。

　ア　会計年度任用職員以外の職員 （単位：千円）

（手当の内訳）

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員について記載。

※（　）内は、再任用短時間職員を外書。

※職員手当には児童手当を含まない。その他手当は単身赴任手当、宿日直手当、選挙手当、除雪手当及び統計手当をいう。

給　　　　与　　　　費　　　　明　　　　細　　　　書

区分

職員数 給与費

共済費 合計
備考報酬 給料

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後

長　等

期末
手当

支給率
地域
手当

その他
の手当

計

（人） （千円） （千円） （千円） （月分）

その他の特別職 98 15,763

議　員

15,763 15,763

補正前

長　等

計 98 15,763

15,763 15,763

議　員

15,763 15,763計 98 15,763

15,763 15,763その他の特別職 98 15,763

その他の特別職

議　員

合計 備考
報酬 給料 職員手当

計

比　較

32,187 206,087

補正前 17 (22) 41,317 70,971 63,612 175,900

計

補正後 17 (22) 39,317 70,971 63,612 173,900

長　等

区分
職員数
（人）

　給与費
共済費

-2,000

区分 扶養手当 通勤手当 住居手当
管理職
手当

管理職
特別勤務

手当

時間外、
休日勤務

手当

32,187 208,087

比　較 (0) -2,000 -2,000

13,978 2,157

補正前 918 1,071 654 2,655

退職手当

補正後 918 1,071 654 2,655 12,833 29,346

特殊勤務
手当

期末手当 勤勉手当 地域手当
初任給調
整手当

その他
手当

区分
職員数
（人）

　給与費
共済費 合計 備考

報酬 給料 職員手当

比　較

12,833 29,346 13,978 2,157

24,103 146,148

補正前 17 (0) 70,971 51,074 122,045

計

補正後 17 (0) 70,971 51,074 122,045

区分 扶養手当 通勤手当 住居手当
管理職
手当

管理職
特別勤務

手当

時間外、
休日

勤務手当

24,103 146,148

比　較

13,978 2,157

補正前 918 1,071 654 2,655

退職手当

補正後 918 1,071 654 2,655 12,833 16,808

特殊勤務
手当

期末手当 勤勉手当 地域手当
初任給調
整手当

その他
手当

比　較

12,833 16,808 13,978 2,157
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　イ　会計年度任用職員 （単位：千円）

（手当の内訳）

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員について記載。

※（　）内は、週の所定労働時間が38時間45分未満の会計年度任用職員を外書。

※職員手当には児童手当を含まない。その他手当は単身赴任手当、宿日直手当、選挙手当、除雪手当及び統計手当をいう。

（２）給料及び職員手当の増減額の明細 （単位：千円）

1.給与改定に伴う増減分

2.昇給に伴う増加分

3.その他の増減分

1.制度改正に伴う増減分

2.その他の増減分

（３）給料及び職員手当の状況

　ア 職員１人当たり給与 （単位：円）

　イ 初任給 （単位：円）

区分
職員数
（人）

　給与費
共済費 合計 備考

報酬 給料 職員手当

8,084 59,939

補正前 (22) 41,317 12,538 53,855

計

補正後 (22) 39,317 12,538 51,855

-2,000

区分 扶養手当 通勤手当 住居手当
管理職
手当

管理職
特別勤務

手当

時間外、
休日

勤務手当

8,084 61,939

比　較 (0) -2,000 -2,000

補正前

退職手当

補正後 12,538

特殊勤務
手当

期末手当 勤勉手当 地域手当
初任給調
整手当

その他
手当

区分 増減額 増減事由別内訳 説明 備考

比　較

12,538

給料

職員手当

医療職
(3)

再任用

令和８年
１月１日

現在

平均給料月額 350,135

区分 行政職 教育職
幼児

教育職
技能

労務職
医療職

(1)
医療職

(2)

平均年齢（歳） 44歳9月

平均給与月額 414,510

短大卒（中級） 219,400 231,200 - 237,200

高校卒（初級） 206,700 - 206,700 - -

区分 行政職 幼児教育職 技能労務職 医療職（2） 医療職（3）

区分
国の制度

行政職 幼児教育職 技能労務職

大学卒（上級） 237,600 242,200 - 244,900 274,100

270,800

短大卒（中級） - - - 232,900

医療職（2） 医療職（3）

高校卒（初級） 200,300 - 200,300 - -

大学卒（上級）
総合職 242,000
一般職 232,000

- - 239,800 269,100

263,400
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　ウ 級別職員数

（級別の標準的な職務内容）

区分

行政職 教育職 幼児教育職 技能労務職

令和8年1月1日
現在

1 2 11.8 1 1

級
職員数
（人）

構成比
（％）

級
職員数
（人）

構成比
（％）

級
職員数
（人）

構成比
（％）

級
職員数
（人）

構成比
（％）

2 2

1

2 2

4 44 6 35.3 4

3 33 5 29.4 3

66 1 5.9

55 3 17.6

計 計計 17 100 計

77

令和8年1月1日
現在

1 1 1

構成比
（％）

級
職員数
（人）

構成比
（％）

級
職員数
（人）

区分

医療職（1） 医療職（2） 医療職（3） 再任用

級
職員数
（人）

構成比
（％）

級
職員数
（人）

2 2

1

2 2

構成比
（％）

4 44 4

3 33 3

6 66

5 55

計 計計 計

77

幼児教育職

主事
保育士

幼稚園教諭
保育教諭

主事
保育士

幼稚園教諭
保育教諭

主査
保育士

幼稚園教諭
保育教諭

係長
主幹

主幹保育士
主幹教諭

主幹保育教諭

課長代理
副参事
副園長

課長
参事
園長

部長
次長
園長

教育職 教諭
係長
主幹

課長
参事

課長代理
副参事

課長
（校長待遇）

６級 ７級

行政職 主事 主事 主査
係長
主幹

課長代理
副参事

課長
参事

部長
次長

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

課長
参事

部長
次長

医療職（３） 准看護師 看護師
主査、相当高
度な業務を行

う看護師

係長
主幹

課長
参事

課長代理
副参事

部長
次長

医療職（２） 技師
薬剤師、相当
高度な業務を

行う技師

主査、相当高
度な業務を行う
薬剤師、高度
な業務を行う技
師

係長
主幹

課長代理
副参事

医療職（１）
診療所で医療
業務を行う医師

診療所で相当
高度の知識、
経験に基づき
困難な医療業
務を行う医師

診療所で高度
の知識、経験
に基づき困難
な医療業務を
行う医師

診療所できわ
めて高度の知
識、経験に基
づき困難な医
療業務を行う医
師

技能労務職
技能職
労務職

技能職
労務職

技能職 技能職
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　エ 期末手当・勤勉手当

　オ 定年退職及び応募認定退職にかかる退職手当（令和８年１月１日現在）

国の制度 2.300 2.350 4.650 有

令和７年度 2.300 2.350 4.650 有

区分
支給期別支給率 支給率計

（月分）
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

備考
６月（月分） １２月（月分）

２％～４５％加算

　カ 地域手当

支給対象地域 市内全地域

支給率 ３％

国の制度
（支給率等）

24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特例措置

備考

支給率等 24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特例措置

２％～４５％加算

区分
20年勤続の者

（月分）
25年勤続の者

（月分）
35年勤続の者

（月分）
最高限度
（月分）

その他の加算措置等

幼児
教育職

技能
労務職

医療職
（1）

医療職
（2）

医療職
（3）

給料総額に対する比率
(%)

- - - -

支給対象職員 市内全地域

国の指定基準 に基づく支給率 ３％

　キ 特殊勤務手当

区分 全職種

代表的な職種

行政職 教育職

扶養手当、住居手当、通勤手当
国の制度との異同

国に同じ

- - -

代表的な
特殊勤務手当の名称

　ク その他の手当

- - - -

支給対象職員の比率(%)
　（令和8年1月1日現在）

- - - - -
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白紙 
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議案第１８号 

 

   令和７年度長浜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和７年度長浜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。 

 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１２７，６００千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，１３３，３３２千円とする。 

 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

 

  令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義   
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１

6 177,457

表

2 手数料 6

　

6 △14 52

歳

5 財産収入 23

入

0 4 234

歳

1 財産運用収入 2

出

30 4 234

予

6 繰入金 778

算

,349 164,79

補

6 943,145

正

1 他会計繰

歳

入金 778,349 1

入

64,796 943,

（

145

単

8 諸収入 4,656 △

位

1,012 3,644

：

1 雑入

千

4,640 △1,01

円

2 3,628

）

9 市債 309,

款

500 △300,80

項

0 8,700

補

1 市債 309,

正

500 △300,80

前

0 8,700

の

歳　　　　入　

額

　　　合　　　　計 1

補

,260,932 △1

　

27,600 1,13

正

3,332

　額 計

2使用料及び手数料 168,097 9,412 177,509

1 使用料 1

第

68,031 9,42
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歳

600 686,670

出

歳　　

（

　　出　　　　合　　

単

　　計 1,260,9

位

32 △127,600

：

1,133,332

千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

2農業集落排水事業費 814,270 △127,600 686,670

1 農業集落排水事業費 814,270 △127,
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第２表　地方債補正

変更

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円 千円

309,500 8,700

起債の目的
補正前 補正後

普通貸借

又は

証券発行

　6.0%以内
（ただし、政
府資金及び地
方公共団体金
融機構資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

政府資金及び滋
賀県市町振興資
金貸付金につい
ては、その融資
条件により、銀
行その他の場合
には、その債権
者と協定するも
のによる。ただ
し、市財政の都
合により、据置
期間及び償還期
限を短縮し、又
は、繰上償還若
しくは、低利に
借換えすること
ができる。

補正前

と同じ

補正前

と同じ

補正前

と同じ

農業集落排水
事業
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令和７年度長浜市農業集落排水事業 

 

特別会計補正予算（第３号）説明書 
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歳入

用料

計 168,03

及

1 9,426 177,

び

457

（款）  2 

手

使用料及び手数料

（項

数

）  2 手数料

料

目 補正前の

（

額 補正額 計

項

 1 農業集落排水施設

）

手数料 66 △14 52

（

  

計 66 △14 52

1

（款）  5 財産収

 

入

（項）  1 財産

使

運用収入

用

目 補正前の額 補正額

料

計

 1 利子及び配当金 230 4 234

計 230 4 2

款

34

（款）  6 繰入金

（項）  1 他会計繰入金

目 補正前の額 補正

目

額 計

 1 一

補

般会計繰入金 778,

正

349 164,796

前

943,145

の

計

額

778,349 164

）

補

,796 943,14

正

5

（款）  8 諸収

額

入

（項）  1 雑入

計

目 補正前の額 補正額 計

 1 雑入 4,640 △1,012 3,628

計

 

4,640 △1,01

 

1

2 3,628

（款） 

農

 9 市債

（項）  

業

1 市債

集

目 補正前の額 補正額

落

計

 1 農業

排

集落排水事業債 309

水

,500 △300,8

施

00 8,700

設使

計 309,5

 

用

00 △300,800

料

8,700

168,031 9

2

,426 177,45

 

7

使
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（単

越分 △80

 3 行政財産使用料 6

（単位：千円

節

）

節
説

説

　　　　　　　　明
区

　

　　分 金　　額

　

 1 督促

　

手数料 △14

　

（単位：

位

　

千円）

　

節
説　　　　　　　　

　

明
区　　分 金　　額

　

 1

明

基金利子 4

区

（単位：千

　

円）

節

　

説　　　　　　　　明

分

区　　分 金　　額

金

 1 一

：

　

般会計繰入金 164,

　

796

額

（単位：千円）

（

節
説　

単

　　　　　　　明
区　

位

　分 金　　額

：

工事負担金 △1,1

千

11 1 農業

円

集落排水事業費雑入 △

）

1,012

その他雑入

千

99

（単位：千円）

節
説　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

農業集落排水事業債 △27,700

節

 1 農業集落

説

排水事業債 △300,

　

800

公営企業施設等

円

　

整理債 △273,10

　

0

　　　　　明
区　

）

　分 金　　額

 1 現年度分 9,500

 2 滞納繰
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歳出

業

一般財源
国県支出金 地

集

　方　債 そ　の　他

落

 1

排

施設管理費 739,7

水

39 △99,000 6

事

40,739 △273

業

,100 99 174,

費

001

（項

（

） 

 

 

2施設整備費 74,5

1

31 △28,600 4

 

5,931 △27,7

農

00 △1,111 21

業

1

集落排

計 814,270 △1

款

水

27,600 686,

事

670 △300,80

業

0 △1,012 174

費

,212

）

補　　正　　額　

 

　の　　財　　源　　

 

内　　訳

2

目 補正前の

 

額 補　正　額 計 特　　

農

　定　　　財　　　源
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（単

託料 △82,000

　

節

医薬材料費 △3,000

　処理施設維持管理委託料 △82,000

□農業集落排水施設整備費 △28,600

説

14 工事請負費 △28

　

,600

　整備事業費

位

　

△28,600

　　　　　　　　　

：

　　　明
区　　分 金　

千

　額

□処理施

円

設管理経費 △99,0

）

0010 需用費 △17,000

　修繕料 △14,00012 委
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議案第１９号 

  

令和７年度長浜市病院事業会計補正予算（第４号） 

 

（総則） 

第１条 令和７年度長浜市病院事業会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

（収益的収入の補正） 

第２条 令和７年度長浜市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益

的収入の予定額を次のとおり補正する。 

 

   （科    目）    （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ） 

収            入 

 第１款 長浜病院事業収益  16,020,775 千円    197,827 千円  16,218,602 千円 

  第１項 医業収益     15,167,591 千円     42,679 千円  15,210,270 千円 

  第２項 医業外収益      802,409 千円   155,148 千円     957,557 千円 

 第２款 湖北病院事業収益   3,711,000 千円     23,306 千円   3,734,306 千円 

  第２項 医業外収益      804,515 千円    22,543 千円     827,058 千円 

  第４項 介護老人保健 

      施設療養外収益      5,922 千円          763 千円     6,685 千円 

 

（資本的収入の補正） 

第３条 予算第４条本文括弧書中「９２５，５６９千円」を「９１３，０５５千円」に改め、

資本的収入の予定額を、次のとおり補正する。 

 

   （科    目）    （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ） 

収            入 

 第１款 長浜病院資本的収入  1,063,364 千円      7,229 千円   1,070,593 千円 

  第２項 出資金         508,664 千円     △307 千円     508,357 千円 

  第３項 補助金         2,000 千円    7,536 千円     9,536 千円 

 第２款 湖北病院資本的収入    408,404 千円      5,285 千円     413,689 千円 

  第２項 出資金         45,004 千円     △495 千円      44,509 千円 

  第３項 補助金           0 千円    5,780 千円     5,780 千円 

 

（他会計からの負担金等の補正） 

第４条 予算第１０条中「５４２，５４７千円」を「５８３，９５５千円」に、 

「５０８，６６４千円」を「５０８，３５７千円」に、「５６５，１９７千円」を 

「５４７，４６３千円」に、「４５，００４千円」を「４４，５０９千円」に改める。 
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令和８年３月９日提出 

長浜市長 浅見 宣義 
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令和７年度長浜市病院事業会計 

 

補正予算（第４号）説明書 
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（単位:千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

1. 長 浜 病 院 16,020,775 197,827 16,218,602

事 業 収 益 1.医業収益 15,167,591 42,679 15,210,270

3.その他医業収益 340,666 42,679 383,345 その他医業収益

2.医業外収益 802,409 155,148 957,557

2.補助金 25,691 113,560 139,251

3.負担金交付金 542,547 41,408 583,955

4.訪問看護ステーション収益 93,643 180 93,823 その他訪問看護収益

2. 湖 北 病 院 3,711,000 23,306 3,734,306

事 業 収 益 2.医業外収益 804,515 22,543 827,058

2．補助金 7,168 41,040 48,208

3.負担金交付金 563,717 △ 18,497 545,220

4.介護老人保健 5,922 763 6,685

施設療養外収益
2.負担金交付金 1,480 763 2,243

（単位:千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

1. 長 浜 病 院 1,063,364 7,229 1,070,593

資本的収入 2.出資金 508,664 △ 307 508,357

1.出資金 508,664 △ 307 508,357

3.補助金 2,000 7,536 9,536

3.国庫補助金 0 7,536 7,536

2. 湖 北 病 院 408,404 5,285 413,689

資 本 的 収 入 2.出資金 45,004 △ 495 44,509

１．出資金 45,004 △ 495 44,509 国民健康保険特別会計

3.補助金 0 5,780 5,780

1.国庫補助金 0 5,780 5,780

令和７年度  長浜市病院事業会計補正予算（第４号）実施計画

収益的収入及び支出

収　　　　　入

資本的収入及び支出

収　　　　　入
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議案第２０号 

 

   令和７年度長浜市公共下水道事業会計補正予算（第４号） 

 

 （総則） 

第１条 令和７年度長浜市公共下水道事業会計補正予算（第４号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

 （収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和７年度長浜市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定

めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

 

   （科   目）    （既決予定額）  （補正予定額）    （計） 

収        入 

第１款  下水道事業収益    4,020,111千円     △17,500千円   4,002,611千円 

第１項 営業収益        1,988,323千円      20,174千円     2,008,497千円 

  第２項 営業外収益   2,031,788千円   △41,477千円   1,990,311千円 

  第３項 特別利益                0千円     3,803千円         3,803千円 

 

   （科   目）    （既決予定額）  （補正予定額）    （計） 

支        出 

 第１款 下水道事業費用  3,854,706千円    △7,722千円   3,846,984千円 

  第１項 営業費用    3,523,603千円   △12,964千円   3,510,639千円 

  第２項 営業外費用    325,403千円     4,242千円    329,645千円 

  第３項 特別損失       700千円    1,000千円     1,700千円 

 

 

 （資本的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第４条本文中括弧書「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

1,460,085 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 108,391 千円、

減債積立金 840,375 千円、過年度分損益勘定留保資金 511,319 千円で補填するものと

する。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,458,342 千円は、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 108,391 千円、減債積立金 840,375 千円、

過年度分損益勘定留保資金 509,576 千円で補填するものとする。」に改め、資本的収入

及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 
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   （科   目）    （既決予定額）  （補正予定額）    （計） 

収        入 

 第１款 資本的収入    3,375,278千円  △154,015千円   3,221,263千円 

  第１項 企業債     2,457,300千円  △155,500千円   2,301,800千円 

  第２項 出資金      292,327千円     △15千円    292,312千円 

  第４項 負担金       16,200千円        1,500千円     17,700千円 

   

支        出 

 第１款 資本的支出    4,835,363千円  △155,758千円   4,679,605千円 

  第１項 建設改良費   1,898,394千円  △155,758千円   1,742,636千円 

 

 （企業債の補正） 

第４条 予算第６条に定めた起債の限度額を、次のとおり補正する。 

変更

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円 千円

6.0%以内

普通貸借

又　　は

証券発行

補正前
と同じ

起債の目的
補正前 補正後

2,457,300下水道整備事業

政府資金及び
滋賀県市町振
興資金貸付金
については、
その融資条件
により、銀行
その他の場合
には、その債
権者と協定す
るものによ
る。ただし、
市財政の都合
により、据置
期間及び償還
期限を短縮
し、又は、繰
上償還若しく
は、低利に借
換えすること
ができる。

（ただし、
政府資金及
び地方公共
団体金融機
構資金につ
いて、利率
の見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

2,301,800
補正前
と同じ

補正前
と同じ

 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正） 

第５条 予算第９条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。 

   （科   目）    （既決予定額）  （補正予定額）    （計） 

  (1) 職員給与費       167,865 千円      855 千円    168,720 千円 
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 （他会計からの補助金の補正） 

第６条 予算第１０条中「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,449,030 千

円である。」を「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,418,842 千円である。」

に改める。 

 

  令和８年３月９日提出 

 

長浜市長  浅見 宣義   
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令和７年度長浜市公共下水道事業 

 

会計補正予算（第４号）説明書 
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（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 下水道事業 4,020,111 △ 17,500 4,002,611

収 益 1 営 業 収 益 1,988,323 20,174 2,008,497

1 公共下水道 1,946,423 20,000 1,966,423 公共下水道使用料

使 用 料 20,000

2 雨 水 処 理 40,999 137 41,136 雨水処理負担金

負 担 金 137

4 その他営業 901 37 938 その他手数料

収 益 40

地図販売代金

△ 4

その他雑収益

1

2 営業外収益 2,031,788 △ 41,477 1,990,311

2 負 担 金 172,319 363 172,682 他会計負担金

363

3 補 助 金 952,210 △ 30,673 921,537 他会計補助金

△ 30,673

4 長期前受金 905,972 △ 11,195 894,777 国庫補助金

戻 入 95

県補助金

9

負担金

43

受贈資産評価額

△ 11,342

7 雑 収 益 1,287 28 1,315 その他雑収益

28

3 特 別 利 益 0 3,803 3,803

2 過年度損益 0 234 234 過年度損益修正益

修 正 益 234

4 その他特別 0 3,569 3,569 その他特別利益

利 益 3,569

令和７年度長浜市公共下水道事業会計補正予算（第４号）実施計画

収益的収入及び支出

款 項 目 備　　　考

収　　　　入
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（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 下水道事業 3,854,706 △ 7,722 3,846,984

費 用 1 営 業 費 用 3,523,603 △ 12,964 3,510,639

1 管渠管理費 157,766 △ 5,000 152,766 委託料

△ 5,000

2 流域下水道事業 893,770 3,858 897,628 流域下水道事業

維持管理負担金 処理負担金

3,858

3 総 係 費 115,731 391 116,122 賞与引当金繰入額

333

法定福利費

引当金繰入額

58

4 減価償却費 2,356,336 △ 12,213 2,344,123 構築物

△ 11,639

機械及び装置

277

施設利用権

△ 851

2 営業外費用 325,403 4,242 329,645

2 消費税及び 29,758 4,242 34,000 消費税及び

地方消費税 地方消費税

4,242

3 特 別 損 失 700 1,000 1,700

2 貸 倒 損 失 0 1,000 1,000 貸倒損失

1,000

支　　　　出

款 項 目 備　　　考
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（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 資本的収入 3,375,278 △ 154,015 3,221,263

1 企 業 債 2,457,300 △ 155,500 2,301,800

1 企 業 債 2,457,300 △ 155,500 2,301,800 建設改良企業債

△ 155,500

2 出 資 金 292,327 △ 15 292,312

1 出 資 金 292,327 △ 15 292,312 他会計出資金

△ 15

4 負 担 金 16,200 1,500 17,700

1 負 担 金 16,200 1,500 17,700 工事負担金

1,500

（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 資本的支出 4,835,363 △ 155,758 4,679,605

1 建設改良費 1,898,394 △ 155,758 1,742,636

1 管渠築造費 1,541,741 464 1,542,205 賞与引当金繰入額

369

法定福利費

引当金繰入額

95

2 流域下水道 345,222 △ 156,222 189,000 流域下水道

整備負担金 整備負担金

△ 156,222

資本的収入及び支出

款 項 目 備　　　考

収　　　　入

備　　　考

支　　　　出

款 項 目
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1．総括

※（　）内は、再任用短時間職員及び週の所定労働時間が38時間45分未満の会計年度任用職員を外書。
※職員手当には児童手当を含まない。

ア　会計年度任用職員以外の職員

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員について記載。
※（　）内は、再任用短時間職員を外書。
※職員手当には児童手当を含まない。

（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）

補 正 後

比 較 0 0 0 (0) 0 0

17 (4) 5,742

0 6 17 (4) 5,742 79,761

702

給　　　　与　　　　費　　　　明　　　　細　　　　書

区　分

職　員　数 給　　　　与　　　　費 法 定
合　　計

特別職（人） 一 般 職 報　　酬給　　料手　　当 計 福 利 費

長 その他 （人）

54,020 139,523 27,465 166,988

補 正 前 0 6

702 153 855

79,761 53,318 138,821 27,312 166,133

手当の

内訳

区　　　分
扶　　養 通　　勤 住　　居管 理 職

補　正　後 3,192 1,351 336

（千円）（千円）（千円）（千円）

補　正　前 3,192 1,351 336 5,417

区　　　分
期　　末 勤　　勉 地　　域 初任給調整

時 間 外

（千円）

比　　  較 0 0 0 0 0

休日勤務宿 日 直特殊勤務

手　　当 手　　当 手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当

（千円）（千円）（千円）

5,417 4,034 0 0 101

4,034 0 0 101

0 0 0

単身赴任 管理職特別勤務 退　　職 賞与引当金

手　　当 手　　当 手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当繰 入 額

（千円）（千円）

補　正　後 13,971 11,316 2,458 0 0 16 0

（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）

その他

比　　  較 0 0 0 0 0

11,828

補　正　前 13,971 11,316 2,458 0 0 16 0 11,126

特別職（人） 一 般 職 報　　酬給　　料手　　当 計 福 利 費

0 0 702

職　員　数 給　　　　与　　　　費 法 定
合　　計

補 正 前 0 6 17 (1) 128

（千円）

補 正 後 0 6 17 (1) 128 79,761 51,875

（人） （千円）（千円）（千円）（千円）（千円）

区　分

長

79,761 51,173 131,062 25,974 157,036

131,764 26,127 157,891

0 702 702 153 855比 較 0 0 0 (0) 0

手　　当 手　　当 手　　当手　　当手　　当手　　当

扶　　養 通　　勤 住　　居管 理 職

（千円）（千円）（千円）

5,417 4,034 0 0 101

時 間 外休日勤務宿 日 直特殊勤務

手　　当手　　当

補　正　後 3,192 1,351 336

（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）

4,034 0 0 101

比　　  較 0 0 0 0 0 0 0 0

補　正　前 3,192 1,351 336 5,417

手　　当手　　当手　　当手　　当繰 入 額

期　　末 勤　　勉 地　　域 初任給調整 単身赴任 管理職特別勤務 退　　職 賞与引当金

補　正　後 12,805 10,337 2,458 0 0 16 0 11,828

区　　　分

（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）

手　　当 手　　当 手　　当

0 0 0 0 702

補　正　前 12,805 10,337 2,458 0 0 16 0 11,126

手当の

内訳

区　　　分

比　　  較 0 0 0
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イ　会計年度任用職員

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員について記載。
※（　）内は、週の所定労働時間が38時間45分未満の会計年度任用職員を外書。
※職員手当には児童手当を含まない。

2．給料及び手当の増減額の明細

職員数の異動状況

3．給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与 （円）

福 利 費

長 その他 （人） （千円）（千円）（千円）

区　分

職　員　数 給　　　　与　　　　費 法 定
合　　計

特別職（人） 一 般 職 報　　酬

補 正 後 0 0 0 (3) 5,614

給　　料手　　当 計

0 2,145 7,759 1,338 9,097

（千円）（千円）（千円）

9,097

比 較 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0

補 正 前 0 (3) 5,614 0 2,145 7,759 1,3380 0

特殊勤務

手　　当 手　　当 手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当手　　当

扶　　養 通　　勤 住　　居管 理 職時 間 外休日勤務宿 日 直

（千円）

補　正　前 0 0 0 0 0

0 0 0補　正　後 0 0

0

区　　　分
期　　末 勤　　勉 地　　域 初任給調整 単身赴任 管理職特別勤務

比　　  較 0 0 0 0 0

退　　職 賞与引当金

（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）

手　　当 手　　当 手　　当手　　当手　　当 手　　当 手　　当繰 入 額

1,166 979 0 0 0

区　　分 説　　　　　　　　　　　　明 備　　考
増　減　額 増減事由別内訳

0 0 0

比　　  較 0 0 0 0 0

補　正　前 1,166 979 0 0 0

（千円）　 （千円）　

給　　料 0 給与改定に伴う増減分

0 0 0

手当の

内訳

区　　　分

（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）

0 0

補　正　後 0 0 0

（その他）（計）
（現に在職する

職員数）

人 人 人

普通昇給に伴う増加分

昇給期間短縮に伴う増加分

その他の増減分 0

増   減 0 0 0

手　　当 702 制度改正に伴う増減分

補 正 後 18 3 21

補 正 前 18 3 21

その他の増減分 702

区　　　　　　　　　分 行政職 再任用

令和8年
1月1日現在

平均給料月額 373,926 232,080

平均給与月額 445,357 252,542

平均年齢（歳） 48歳1月 63歳1月
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イ 初任給 （円）

ウ 級別職員数

（級別の標準的な職務内容）

エ 期末手当・勤勉手当

オ 定年退職及び応募認定退職にかかる退職手当（令和8年1月1日現在）

高校卒（初級） 206,700 206,700

短大卒（中級） 219,400 -

区　　　　分 行政職 技能労務職

高校卒（初級） 200,300 200,300

短大卒（中級） - -

大学卒（上級） 237,600 -

区　　　　分
国の制度

行政職 技能労務職

級
職員数構成比

（人）（％） （人）（％）

大学卒（上級）
総合職 242,000

-
一般職 232,000

区　　分

行政職 再任用

級
職員数構成比

令和8年
1月1日
現在

1 0 0.0 1 0

3 4 23.5 3 0

6 1 5.9 6

0.0

4 5 29.4 4 1 100.0

0.0

2 0 0.0 2 0 0.0

5 6 35.3 5

計 17 100 計 1 100

7 1 5.9 7

6級 7級

行政職 主事 主事 主査
係長
主幹

課長代理
副参事

課長
参事

部長
次長

区　　　分 1級 2級 3級 4級 5級

技能労務職
技能職 技能職

技能職 技能職
労務職 労務職

区　　　分
支給期別支給率 支給率計 職制上の段階、職務の

備考
6月（月分） 12月（月分） （月分） 級等による加算措置

令和７年度 2.300 2.350 4.650 有

国の制度 2.300 2.350 4.650 有

定年前早期退職特例措置2%～45%加算

国の制度（支給率等） 24.586875 33.27075 47.709 47.709 定年前早期退職特例措置2%～45%加算

備考
（月分） （月分） （月分） （月分）

支給率等 24.586875 33.27075 47.709 47.709

区　　　分
20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最高限度

その他の加算措置等
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カ 地域手当 キ 特殊勤務手当

ク その他の手当

支給対象地域 市内全地域
区　　　分 全職種

代表的な職種

支給率 3% 行政職 技能労務職

支給対象職員 市内全地域 給料総額に
0.10 0.10

国の指定基準
に基づく支給率

3%
対する比率(%)

支給対象職員の比率

扶養手当、住居手当、通勤手当
国の制度との異同

国に同じ

27.78 29.40
令和8年1月1日現在(%)

代表的な特殊勤務 工事現場監督
等従事手当

工事現場監督
等従事手当手当の名称
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議案第２１号 

 

長浜市スポーツ振興基金条例の制定について 

 

長浜市スポーツ振興基金条例を次のように制定する。 

 

 

令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

 

長浜市スポーツ振興基金条例 

 

 （設置） 

第１条 市民のスポーツの振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、長浜市

スポーツ振興基金（以下「基金」という。）を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ

る。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、長浜市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基

金に繰り入れるものとする。 

 （繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （処分） 

第６条 基金は、第１条の目的を達成するための事業の実施に必要な経費の財源に充てる

場合に限り、これを処分することができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２２号 

 

長浜市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について 

 

長浜市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を次のように制定する。 

 

 

令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

 

長浜市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）

第５４条の３において準用する法第４６条第２項の規定に基づき、特定乳児等通園支援

事業の運営に関する基準を定めるものとする。 

（特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準） 

第２条 法第５４条の３において準用する法第４６条第２項に規定する条例で定める基準

は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（令和７年内閣府令第95号）に定める

とおりとする。 

 （委任） 

第３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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議案第２３号 

 

長浜市保育士等修学資金貸付条例の制定について 

 

長浜市保育士等修学資金貸付条例を次のように制定する。 

 

 

令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義 
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長浜市保育士等修学資金貸付条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、指定保育士養成施設に修学し、保育所等において保育士等として勤

務しようとする者に対し、保育士等修学資金（以下「修学資金」という。）を予算の範

囲内で貸し付け、その修学を支援することにより、市内における保育士等の確保を図る

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 保育士等 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第１８条の４に規定する保育士並

びに学校教育法（昭和22年法律第26号）第２７条第７項の主幹教諭、同条第８項の指

導教諭、同条第９項の教諭及び同条第１０項の助教諭並びに就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第１４条第

８項の主幹保育教諭、同条第９項の指導保育教諭、同条第１０項の保育教諭、同条第

１６項の助保育教諭及び同条第１７項の講師をいう。 

(2) 保育所等 次のいずれかに該当する市内の施設をいう。 

ア 児童福祉法第３９条第１項に規定する保育所（同法第３５条第３項の規定による

届出を行った施設、同条第４項の規定による認可を受けた施設及び同法第５６条の

８第３項の規定による届出を行った施設に限る。） 

イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２条

第６項に規定する認定こども園 

ウ 学校教育法第１条に規定する幼稚園であって、長浜市立幼稚園における預かり保

育の実施に関する規則（令和２年長浜市教育委員会規則第７号）に定める預かり保

育を実施するもの 

(3) 指定保育士養成施設 児童福祉法第１８条の６第１号に規定する指定保育士養成施

設（通信制によるものを除く。）をいう。 

（貸付対象者） 

第３条 修学資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者

とする。 

(1) 指定保育士養成施設において修学する者 

(2) 指定保育士養成施設を卒業した後、速やかに市内に居住（住民基本台帳法（昭和42

年法律第81号）の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されていることをいう。以

下同じ。）（既に市内に居住している者にあっては、引き続き居住）し、保育所等に

おいて、１週間当たりの勤務時間が３０時間以上である保育士等（以下「常勤の保育

士等」という。）として勤務する意思がある者  

(3) 他の保育士等の養成を目的とする貸付けを受けていない者 

（貸付金額等） 

第４条 修学資金の貸付金額は、１年度につき１００万円又は授業料（入学金、教育充実

費、施設整備費及び生活費等は含まない。）として指定保育士養成施設に支払う金額の

128



いずれか少ない方の額を上限とする。 

２ 修学資金の貸付けは、１人につき通算２００万円を限度とする。 

（貸付期間） 

第５条 修学資金の貸付期間は、次条第２項の規定による貸付けの決定の通知において定

める月から指定保育士養成施設の正規の修学期間の終了する日の属する月までとする。 

（貸付けの申請及び決定） 

第６条 修学資金の貸付けを受けようとする者（以下「申請者」という。）は、規則の定

めるところにより連帯保証人１人を立て、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、予算の範囲内において、貸

付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。 

３ 市長は、予算の範囲を超えて第１項の申請があったときは、別に定める基準により、

貸付けを行う者の順序を決定するものとする。 

（貸付けの決定の取消し等） 

第７条 市長は、修学資金の貸付けを受けた者（以下「借受人」という。）が次の各号の

いずれかの事由に該当したときは、前条第２項の規定による貸付けの決定を取り消すも

のとする。 

(1) 死亡したとき。 

(2) 指定保育士養成施設を退学したとき。 

(3) 修学資金を必要としない事由が生じたとき。 

(4) 心身の故障のため修学の見込みがないと認められるとき。 

(5) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。 

(6) 偽りその他不正な手段により修学資金の貸付けを受けたとき。 

(7) その他市長が特に必要があると認めるとき。 

２ 市長は、借受人が指定保育士養成施設を休学し、又は１か月以上継続して欠席したと

きは当該事由の生じた日の属する月の翌月から当該事由の消滅した日の属する月までの

分、借受人が指定保育士養成施設から停学処分を受けたときは停学期間の属する月の分

の修学資金の貸付けを行わないものとし、当該月に係る修学資金の貸付けの決定を取り

消すものとする。 

３ 市長は、借受人が正当な理由がないにもかかわらず、規則の定めるところにより提出

すべきものとされた必要書類を提出しないときは、修学資金の貸付けを一時保留するこ

とができる。 

（返還） 

第８条 借受人は、修学資金の貸付期間が満了したとき、前条第１項の規定により修学資

金の貸付けの決定が取り消されたとき、又は第１０条第１号の規定による返還の債務の

免除を受けることができないことが確定したときは、当該事由の生じた日の属する月の

翌月から起算して５年以内に月賦又は半年賦の均等払方式により借り受けた修学資金を

返還しなければならない。ただし、当該返還について繰り上げて返済することを妨げな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、借受人が修学資金を返還すべき日までに返還しな

かったときは、期限の利益を喪失させ、貸し付けた修学資金の全部又は一部について速
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やかに返還させることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、借受人は、前条第１項第６号に該当したことにより修学

資金の貸付けの決定を取り消されたときは、借り受けた修学資金を市長が指定する期日

までに一括して返還しなければならない。 

（返還の猶予） 

第９条 市長は、借受人が次の各号のいずれかの事由に該当するに至ったときは、当該事

由が継続する間、修学資金の返還を猶予することができる。 

(1) 第７条第１項第３号又は第５号の規定により貸付けの決定が取り消された後も引き

続き指定保育士養成施設に在学しているとき。 

(2) 次条第１号の規定による返還の債務の免除を受けると見込まれるとき。 

(3) 災害、疾病等のやむを得ない事由により返還が著しく困難になったと市長が認める

とき。 

（返還の免除） 

第１０条 市長は、借受人が次の各号のいずれかの事由に該当するに至ったときは、修学

資金の返還の債務を免除することができる。 

(1) 指定保育士養成施設を卒業した後、卒業した日の属する月の翌月末日までに保育所

等に常勤の保育士等として雇用され、かつ、速やかに市内に居住（既に市内に居住し

ている者にあっては、引き続き居住）し、市外に転出することなく継続して３年間

（借受人の意思によらず保育士等以外の業務に従事している期間を含み、災害、疾病、

出産等のやむを得ない事由により当該保育所等に勤務できなかったと市長が認める期

間を除く。）勤務したとき。 

(2) 前号に規定する勤務期間中にその職務に起因して死亡したとき。 

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。 

（遅延利息） 

第１１条 借受人は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかったと

きは、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還した日の時点の

法定利率による遅延利息を支払わなければならない。 

２ 遅延利息の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に１，０００円未

満の端数があるとき、又はその全額が２，０００円未満であるときは、その端数金額又

はその全額を切り捨てる。 

３ 遅延利息の額に１００円未満の端数があるとき、又はその全額が１，０００円未満で

あるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

４ 市長は、借受人が修学資金を返還すべき日までに返還しなかったことについてやむを

得ない事由があると認めるときは、遅延利息を減免することができる。 

（必要書類の提出） 

第１２条 市長は、修学資金の貸付けの目的を達成するため必要があると認めるときは、

規則の定めるところにより借受人に対し、必要な書類の提出を求めることができる。 

（委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、修学資金の貸付けに関し必要な事項は、規則で

定める。 
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附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第２４号 

 

長浜市公告式条例の一部改正について 

 

長浜市公告式条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

 

長浜市公告式条例の一部を改正する条例 

 

長浜市公告式条例（平成18年長浜市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「署名」の次に「（地方自治法第１６条第４項の総務省令で定める署名

に代わる措置を含む。）」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２５号 

 

長浜市事務分掌条例の一部改正について 

 

長浜市事務分掌条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

 

長浜市事務分掌条例の一部を改正する条例 

 

長浜市事務分掌条例（平成18年長浜市条例第15号）の一部を次のように改正する。 

第１条第１項中「都市建設部」を「都市建設部 下水道事業部」に改める。 

第２条第１項第７号カ及びキを削り、同項に次の１号を加える。 

(8) 下水道事業部 

ア 下水道に関すること。 

イ 農業集落排水に関すること。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第２６号 

 

長浜市行政手続条例の一部改正について 

 

長浜市行政手続条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義 
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長浜市行政手続条例の一部を改正する条例 

 

長浜市行政手続条例（平成18年長浜市条例第22号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第３項中「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政

庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の

事務所の掲示場に掲示すること」を「公示の方法」に改め、同項後段を削り、同条に次の

１項を加える。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第１項第

３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面

をいつでもその者に交付する旨（以下この項において「公示事項」という。）を規則で

定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事

項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務

所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く

措置をとることによって行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日

から２週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 

第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。 

第１９条第２項第４号中「ことのある」を削る。 

第２２条第３項中「第１５条第３項」及び「同条第３項」の次に「及び第４項」を加え、

「「掲示を始めた日から２週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から２週間

を経過した」を「同項中「とき」とあるのは「」に、「掲示を始めた日の翌日」を「当該

措置を開始した日の翌日」に改める。 

第２９条中「第３項、第１６条」を「第３項及び第４項、第１６条」に、「「同項第３

号及び第４号」を「同条第４項中「第１項第３号及び第４号」に、「「同項第３号」」を

「「第２８条第１項第３号」」に、「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に、「第 

１５条第３項後段」を「第１５条第４項後段」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社

会形成基本法等の一部を改正する法律（令和５年法律第63号）第４４条の規定の施行の

日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第１５条第３項及び第４項（これらの規定を同条例又は他の

条例において準用する場合を含む。）の規定は、この条例の施行の日以後にする通知に

ついて適用し、同日前にした通知については、なお従前の例による。 
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議案第２７号 

 

長浜市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 

長浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義 
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長浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（長浜市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 長浜市職員の給与に関する条例（平成18年長浜市条例第45号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１項中「初任給調整手当」の次に「（第１種初任給調整手当及び第２種初任

給調整手当をいう。）」を加える。 

第６条の４の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（初任給調整手当）」を付し、

同条第１項中「初任給調整手当は、」を削り、「職員に対して」を「職員には」に、

「第１号及び」を「、第１号及び」に、「、第２号及び第３号」を「から第３号まで」

に改め、「額を減じて」の次に「、第１種初任給調整手当として」を加え、同条第２項

及び第３項中「初任給調整手当」を「第１種初任給調整手当」に改め、同条の次に次の

１条を加える。 

第６条の５ 新たに採用された職員であって、採用の日において、当該職員に適用され

る給料表の給料月額のうち第３条第３項の規定により当該職員の属する職務の級並び

に第４条第１項、第４項及び第５項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額

（定年前再任用短時間勤務職員その他の規則で定める職員にあっては、規則で定める

額）並びにこれに第８条の２の規定による地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計

額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）に１２を乗じ、そ

の額を勤務時間条例第２条第１項に規定する勤務時間に５２を乗じたもので除して得

た額（その額に５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未

満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げた額）（次項において「特定額」とい

う。）が、その在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して規則で定める

額（次項において「基準額」という。）を下回るものには、採用の日から規則で定め

る日までの間、第２種初任給調整手当を支給する。 

２ 第２種初任給調整手当の月額は、規則で定めるところにより基準額と特定額との差

額を月額に換算した額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、同項の規定により第２種初任給調

整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める

ものには、規則の定めるところにより、前２項の規定に準じて、第２種初任給調整手

当を支給する。 

４ 前３項に規定するもののほか、第２種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、

規則で定める。 

第９条第２項第２号中「次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞ

れ次に」を「支給単位期間につき、６６,４００円を超えない範囲内で自動車等の使用

距離の区分に応じて規則で」に改め、「に、自動車等を駐車するための施設を併せて利

用している場合にあっては、２，０００円を超えない範囲内で規則で定める額を加算し

た額」を削り、同号アからスまでを削り、同条第３項第１号中「第５項」を「第６項」

に改め、同条第９項を同条第１０項とし、同条第８項中「自動車等」の次に「及び駐車

場等」を加え、同項を同条第９項とし、同条第７項を同条第８項とし、同条第６項中

137



「月」の次に「（当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場

合にあっては、その翌月）」を加え、同項を同条第７項とし、同条第５項中「及び」を

「、」に、「）の」を「）及び前項第１号に定める額の」に、「前３項」を「第２項か

ら前項まで」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。 

５ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設（その所在

地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第１号及び第９項において

「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担することを常例とするもの（規則

で定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前３項の規定にかかわらず、次の各号に

掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，０００円を超えない範囲内

で１か月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額 

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当  前３項の規定による額 

（長浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 長浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年長浜市条例

第37号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「初任給調整手当」の次に、「（第１種初任給調整手当及び第２種初

任給調整手当をいう。）」を加える。 

第８条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（初任給調整手当）」を付し、同

条の次に次の１条を加える。 

第８条の２ 給与条例第６条の５の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用

する。この場合において、新たに採用されたフルタイム会計年度任用職員に適用され

る給料表は、第４条に規定する給料表とし、当該フルタイム会計年度任用職員の職務

の級及び号俸は、第５条及び第６条の規定により決定された級及び号俸とする。 

（長浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 長浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和４年長浜市条例第37

号）の一部を次のように改正する。 

附則第２条中「この条例による改正後の」及び「（以下「新給与条例」という。）」

を削る。 

附則第３条第４項中「新給与条例」を「長浜市職員の給与に関する条例」に改め、同

条第５項中「新給与条例」を「長浜市職員の給与に関する条例第６条の５第１項及び」

に改め、同条第６項及び第７項中「新給与条例」を「長浜市職員の給与に関する条例」

に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

138



議案第２８号 

 

長浜市印鑑条例の一部改正について 

 

長浜市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

 

長浜市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

長浜市印鑑条例（平成18年長浜市条例第77号）の一部を次のように改正する。 

第５条第４項第１号中「貼付け、かつ、割印若しくは浮出し型の証印の押印若しくは被

膜等により容易に改変できない」を「貼付した」に改める。 

第１４条中「第１２条の２第４項第２号ロ」を「第１２条の２第４項第３号ロ」に改め

る。 

附 則  

この条例は、この条例の公布の日又は電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関

する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第46号）の施行の日のいずれか遅い日から

施行する。ただし、第５条の改正規定は、公布の日から施行する。 

139



議案第２９号 

 

長浜市自転車等放置の防止に関する条例の一部改正について 

 

長浜市自転車等放置の防止に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

 

長浜市自転車等放置の防止に関する条例の一部を改正する条例 

 

長浜市自転車等放置の防止に関する条例（平成18年長浜市条例第82号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１２条第１項中「当該自転車等が放置されていた場所又はその周辺の場所に」を削る。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第３０号 

 

長浜市国民健康保険条例の一部改正について 

 

長浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

  

141



長浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

長浜市国民健康保険条例（平成18年長浜市条例第98号）の一部を次のように改正する。 

第１２条を次のように改める。 

（保険料の賦課額） 

第１２条 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 

(1) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民健康保険法施行令

（昭和33年政令第362号）第２９条の７第１項第１号に規定する基礎賦課額をいう。

以下同じ。） 

(2) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額（国民健

康保険法施行令第２９条の７第１項第２号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をい

う。以下同じ。） 

(3) 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（国民健康保険法施行令第２９条の

７第１項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき算定

した介護納付金賦課額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第３号に規定する

介護納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

(4) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課額

（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第４号に規定する子ども・子育て支援納

付金賦課額をいう。以下同じ。） 

第１３条に次のただし書を加える。 

ただし、第３８条第１項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第１号に

掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見

込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。 

第１３条第１号イ中「、高齢者医療確保法」を「及び高齢者医療確保法」に、「及び」

を「、」に改め、「納付金」という。）」の次に「並びに子ども・子育て支援法（平成24

年法律第65号）の規定による納付金（以下「子ども・子育て支援納付金」という。）」を

加え、同号カ中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」

に改め、同条第２号イ中「、病床転換支援金等及び介護納付金」を「及び病床転換支援金

等、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改め、同条に次の１号を加える。 

(3) 当該年度における第３８条第１項の規定による基礎賦課額の減免の額の総額 

第２２条中「６６万円」を「６７万円」に改める。 

第２２条の２に次のただし書を加える。 

ただし、第３８条第１項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第１号に

掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見

込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。 

第２２条の２第１号中「同じ。）」の次に「の額」を加え、同条に次の１号を加える。 

(3) 当該年度における第３８条第１項の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の

額の総額 

第２２条の５第１項第３号ア中「イ又はウに掲げる世帯以外の世帯」を「特定世帯叉は

特定継続世帯以外の世帯」に改め、同条第３項中「すみやかに」を「速やかに」に改める。 
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第２３条に次のただし書を加える。 

ただし、第３８条第１項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第１号に

掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見

込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。 

第２３条第１号中「同じ。）」の次に「の額」を加え、同条に次の１号を加える。 

(3) 当該年度における第３８条第１項の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額 

第２８条の次に次の５条を加える。 

（子ども・子育て支援納付金賦課総額） 

第２８条の２ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第３２条、第 

３２条の３、第３２条の４及び第３２条の５の規定により子ども・子育て支援納付金賦

課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。）の総

額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見

込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただ

し、第３８条第１項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第１号に掲げる

額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見込額を

合算した額を基準として算定した額とすることができる。 

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康

保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する

費用に充てる部分に限る。次号において同じ。）の額 

イ 第３２条の５に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者

均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受ける

補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）及び

同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に限る。）のための収入（法第７２条の３第１項、第７２条の３の２第１項

及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

(3) 当該年度における第３８条第１項の規定による子ども・子育て支援納付金賦課額の

減免の額の総額 

（子ども・子育て支援納付金賦課額） 

第２８条の３ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、当該世帯に属

する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該

世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者

（国民健康保険法施行令第２９条の７第５項第３号に規定する１８歳以上被保険者をい

う。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とす

る。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定） 
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第２８条の４ 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係

る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率） 

第２８条の５ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

(1) 所得割 子ども・子育て支援納付金賦課総額から、第２８条の２第１号イに掲げる

額の見込額及び同号イに係る同条第３号に掲げる額の見込額の合算額から同条第１号

イに係る同条第２号に掲げる額の見込額を控除した額を控除した額（以下「子ども・

子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に係る額」という。）の１００分の５０に

相当する額を被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等（国民健康保険法施行令第 

２９条の７第５項第４号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規

則第３２条の１０の２に規定する方法により補正された後の金額とする。）の総額で

除して得た数 

(2) 被保険者均等割 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に係る額の

１００分の３５に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２か年度の各年度に

おける被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額 

(3) １８歳以上被保険者均等割 第２８条の２第１号イに掲げる額の見込額及び同号イ

に係る同条第３号に掲げる額の見込額の合算額から同条第１号イに係る同条第２号に

掲げる額の見込額を控除した額を、当該年度の前年度及びその直前の２か年度の各年

度における１８歳以上被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額 

(4) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに

定めるところにより算定した額 

ア 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険

料率の算定に係る額の１００分の１５に相当する額を当該年度の前年度及びその直

前の２か年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数

から特定世帯の数に２分の１を乗じて得た額と特定継続世帯の数に４分の１を乗じ

て得た数の合計数を控除した数で除して得た額 

イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に２分の１を乗じて得た額 

ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に４分の３を乗じて得た額 

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第４位未満の端数又は

１円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければなら

ない。 

（子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

第２８条の６ 第２８条の３の子ども・子育て支援納付金賦課額は、３万円を超えること

ができない。 

第３１条第１項中「第２２条の３」の次に「若しくは第２８条の３」を、「第４項の規

定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額」の次に「若

しくは同条第５項各号に定める額」を、「第３２条の３第１項（同条第３項」の次に「又

は第４項」を加え、「第１７条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０

分の５を乗じて得た」を削り、「第３２条の３第４項」を「同条第５項」に、「同条第６
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項」を「同条第７項又は第８項」に、「第３２条の４第１項各号（同条第３項又は第４項」

を「第３２条の４第１項各号（同条第３項から第５項まで」に、「若しくは同条第５項各

号」を「、同条第６項各号」に、「同条第７項又は第８項」を「同条第８項から第１０項

まで」に、「の算定」を「若しくは第３２条の５第１項に定める額の算定」に改め、同条

第２項中「第１４条の額若しくは第２２条の３の額若しくは第２４条の額」を「第１４条、

第２２条の３、第２８条の３若しくは第２４条の額」に改め、「第３２条第１項各号に定

める額」の次に「若しくは同条第５項各号に定める額」を加え、「第１７条の基礎賦課額

の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た」を削り、「第３２条の

３第４項」を「同条第５項」に、「若しくは同条第５項各号に定める額」を「、同条第６

項各号に定める額若しくは第３２条の５第１項に定める額」に改める。 

第３２条第１項中「６６万円」を「６７万円」に改め、同項第１号中「第３号」の次に

「並びに第５項」を加え、同項第２号中「３０万５千円」を「３１万円」に改め、同項第

３号中「５６万円」を「５７万円」に改め、同条第３項中「前２項まで」を「前２項」に、

「６６万円」を「６７万円」に改め、同条第４項中「６６万円」を「６７万円」に改め、

同条に次の２項を加える。 

５ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子ども・子育て

支援納付金賦課額は、第２８条の３の子ども・子育て支援納付金賦課額から、それぞれ、

当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が３万円を超える場合には、

３万円）とする。 

(1) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計

算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額

（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）

を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険

者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の

対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者の

うち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の

算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０

分の７を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割の保

険料率に１０分の７を乗じて得た額 

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０

分の７を乗じて得た額 

(2) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計

算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額

（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）

に３１万円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した

場合にはその発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特

145



定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る

保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に

属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等

割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険

者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合算し

た額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０

分の５を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割の保

険料率に１０分の５を乗じて得た額 

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０

分の５を乗じて得た額 

(3) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計

算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額

（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）

に５７万円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した

場合にはその発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特

定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る

保険料の納付義務者であって前２号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯

に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均

等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属

する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保

険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合算

した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０

分の２を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割の保

険料率に１０分の２を乗じて得た額 

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０

分の２を乗じて得た額 

６ 第２８条の５第２項及び第３項の規定は、前項各号アからウまでに規定する額（前項

に規定する第１号の１人当たり軽減額、第２号の１人当たり軽減額及び第３号の１人当

たり軽減額）の決定について準用する。この場合において、第２８条の５第２項及び第

３項の規定中「保険料率」とあるのは「額」（「第１号の１人当たり軽減額、第２号の

１人当たり軽減額及び第３号の１人当たり軽減額」）と読み替えるものとする。 

第３２条の２中「及び前条第１項」を「、第２２条の４、第２５条及び第２８条の４並

びに前条第１項（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場合を含む。）

及び同条第５項」に改める。 
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第３２条の３第１項ただし書中「第４項」を「第５項」に改め、同条第６項中「第４項

中」を「第５項中」に改め、「賦課額」と」の次に「「第３２条第１項各号」とあるのは

「第３２条第３項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と」を加え、「「同条第

２項」とあるのは「同条第３項」と、同項及び前項中」を「第６項中」に改め、同項を同

条第７項とし、同条第５項中「第２項及び」を削り、同項を同条第６項とし、同条中第４

項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。 

４ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付

金賦課額」と、「第１７条」とあるのは「第２８条の５」と、第２項中「第１７条第３

項」とあるのは「第２８条の５第３項」と読み替えるものとする。 

第３２条の３に次の１項を加える。 

８ 第５項及び第６項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付

金賦課額」と、「第３２条第１項各号」とあるのは「第３２条第５項各号」と、「第１７

条」とあるのは「第２８条の５」と、第６項中「第１７条第３項」とあるのは「第２８

条の５第３項」と読み替えるものとする。 

第３２条の４第１項中「第２９条の７第５項第８号」を「第２９条の７第６項第８号」

に、「６６万円」を「６７万円」に、「第５項に」を「第６項に」に改め、同項第１号中

「国民健康保険法施行規則第３２条の１０の２」を「国民健康保険法施行規則第３２条の

１０の３」に改め、同条第３項及び第４項中「６６万円」を「６７万円」に改め、同条第

８項中「第５項及び第６項」を「第６項及び第７項」に、「第５項中」を「第６項中」に、

「６６万円」を「６７万円」に、「第６項中」を「「第３２条第１項各号」とあるのは

「第３２条第４項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と、第７項中」に改め、

同項を同条第９項とし、同条第７項中「第５項中」を「第６項中」に、「６６万円」を

「６７万円」に、「前項中」を「「第３２条第１項各号」とあるのは「第３２条第３項の

規定により読み替えられた同条第１項各号」と、第７項中」に改め、同項を同条第８項と

し、同条第６項を同条第７項とし、同条第５項中「６６万円」を「６７万円」に改め、同

項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。 

５ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付

金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び１８歳以上被保険

者均等割」と、「第１４条」とあるのは「第２８条の３」と、「６７万円」とあるのは

「３万円」と、第２項中「第１７条」とあるのは「第２８条の５」と読み替えるものと

する。 

第３２条の４に次の１項を加える。 

１０ 第６項及び第７項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用

する。この場合において、第６項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納

付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び１８歳以上被保

険者均等割」と、「第１４条」とあるのは「第２８条の３」と、「６７万円」とあるの

は「３万円」と、「第３２条第１項各号」とあるのは「第３２条第５項各号」と、第７
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項中「第１７条」とあるのは「第２８条の５」と読み替えるものとする。 

第３２条の４の次に次の１条を加える。 

（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者の被保険者均等割額の

減額） 

第３２条の５ 当該年度において、その世帯に１８歳に達する日以後の最初の３月３１日

以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）がある場合における当該

１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均

等割額は、第２８条の５の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料

率に相当する額（第３２条第５項、第３２条の３第４項の規定により読み替えられた同

条第１項若しくは同条第８項の規定により読み替えられた同条第５項又は前条第５項の

規定により読み替えられた同条第１項若しくは同条第１０項の規定により読み替えられ

た同条第６項に規定する基準に従い当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ど

も・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額を減額するもの

とした場合にあっては、当該減額後の額。以下同じ。）から、当該保険料率に相当する

額を控除して得た額とする。 

２ 第２８条の５第３項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合

において、第２８条の５第３項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるも

のとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第１２条、第２２条、第２８条の２から第２８条の６まで及

び第３１条から第３２条の５までの規定は、令和８年度以後の年度分の保険料について

適用し、令和７年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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議案第３１号 

 

   長浜市福祉医療費助成条例等の一部改正について 

 

長浜市福祉医療費助成条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義 
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   長浜市福祉医療費助成条例等の一部を改正する条例 

 

（長浜市福祉医療費助成条例の一部改正） 

第１条 長浜市福祉医療費助成条例（平成18年長浜市条例第105号）の一部を次のように

改正する。 

第３条中「第５条第２４項」を「第５条第２５項」に改める。 

第６条第３項に次のただし書を加える。 

ただし、助成対象者又は保護者が行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カ

ード及びオンライン資格確認端末を用いることによって、保険医療機関等が助成対象

者の資格情報を取得及び閲覧できる場合は、この限りでない。 

（長浜市老人福祉医療費助成条例の一部改正） 

第２条 長浜市老人福祉医療費助成条例（平成18年長浜市条例第119号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第４条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、助成対象者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カード及びオ

ンライン資格確認端末を用いることによって、保険医療機関等が助成対象者の資格情

報を取得及び閲覧できる場合は、この限りでない。 

（長浜市精神障害者通院医療費助成条例の一部改正） 

第３条 長浜市精神障害者通院医療費助成条例（平成18年長浜市条例第122号）の一部を

次のように改正する。 

第６条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、助成対象者又は保護者が行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カ

ード及びオンライン資格確認端末を用いることによって、保険医療機関等が助成対象

者の資格情報を取得及び閲覧できる場合は、この限りでない。 

（長浜市子ども医療費助成条例の一部改正） 

第４条 長浜市子ども医療費助成条例（令和４年長浜市条例第１号）の一部を次のように

改正する。 

第５条第４項に次のただし書を加える。 

ただし、助成対象者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カード及びオ

ンライン資格確認端末を用いることによって、保険医療機関等が子どもの資格情報を

取得及び閲覧できる場合は、この限りでない。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第３２号 

 

長浜市農業集落排水処理施設条例の一部改正について 

 

長浜市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

 

長浜市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 

 

長浜市農業集落排水処理施設条例（平成18年長浜市条例第135号）の一部を次のように

改正する。 

別表西黒田南地区農業集落排水処理施設の項を削る。 

附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 
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議案第３３号 

 

長浜市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

 

長浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義 
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長浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

長浜市消防団員等公務災害補償条例（平成18年長浜市条例第175号）の一部を次のよう

に改正する。 

第５条第２項第２号中「９，７００円」を「１０，０００円」に改め、同号ただし書中

「１４，５００円」を「１５，０００円」に改め、同条第３項中「１００円」を「４３３

円」に改め、「、第２号に該当する扶養親族については１人につき３８３円を」を削り、

「第３号から第６号まで」を「第２号から第５号まで」に改め、同項中第１号を削り、第

２号を第１号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り上げる。 

別表中 

「 

１２，９００円 １３，７００円 １４，５００円 

１１，３００円 １２，１００円 １２，９００円 

９，７００円 １０，５００円 １１，３００円 

」 

を 

「 

１３，３４０円 １４，１７０円 １５，０００円 

１１，６７０円 １２，５００円 １３，３４０円 

１０，０００円 １０，８４０円 １１，６７０円 

」 

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第５条第２項及び第３項並びに別表の規定は、この条例の施

行の日以後に支給すべき事由の生じた長浜市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項

に規定する損害補償（以下この項において「損害補償」という。）並びに同日前に支給

すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、

同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下

この項において「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支給すべき事

由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた

同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 
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議案第３４号 

 

長浜市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 

長浜市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

 

長浜市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

長浜市病院事業の設置等に関する条例（平成18年長浜市条例第209号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１０条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 
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議案第３５号 

 

長浜市公益通報及び不当要求行為等の対策に関する条例の一部改正について 

 

長浜市公益通報及び不当要求行為等の対策に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定する。 

 

 

令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義 
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長浜市公益通報及び不当要求行為等の対策に関する条例の一部を改正する条例 

 

長浜市公益通報及び不当要求行為等の対策に関する条例（平成19年長浜市条例第22号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「次号オ」を「次号カ」に改め、同条第２号イ中「労働者派遣事業の適

正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「派遣労働者（労働

者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改め、「規定す

る派遣労働者」の次に「をいう。以下同じ。）」を加え、同号ウ中「労働者」の次に

「（労働基準法（昭和22年法律第49号）第９条に規定する労働者をいう。以下同じ。）」

を加え、同号オ中「エ」を「オ」に改め、同号オを同号カとし、同号中エをオとし、ウの

次に次のように加える。 

エ 市から業務委託（特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（令和５年

法律第25号）第２条第３項に規定する業務委託をいう。以下同じ。）を受けて、当

該業務委託に係る業務に従事する特定受託業務従事者（同条第２項に規定する特定

受託業務従事者をいう。以下同じ。） 

第２条第５号中「思慮」を「思料」に改め、同条第７号中「エ」を「オ」に、「、「外

部の」を「「外部の」に、「当る」を「当たる」に、「当らない」を「当たらない」に改

め、同号ア中「（労働基準法（昭和22年法律第49号）第９条に規定する労働者をいう。以

下同じ。）」及び「次の」を削り、同号イ中「（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号）第２条第２号に規定する派遣労

働者をいう。以下同じ。）」を削り、「同条第１号」を「労働者派遣事業の適正な運営の

確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第２条第１号」に改め、同号エを同号オとし、

同号ウ中「及びイ」を「からウまで」に、「労働者であった者又は派遣労働者若しくは派

遣労働者」を「派遣労働者（以下この号において「労働者等」という。）若しくは労働者

等であったもの又は特定受託業務従事者若しくは特定受託業務従事者」に改め、同号ウを

同号エとし、同号イの次に次のように加える。 

ウ 特定受託業務従事者又は特定受託業務従事者であった者 当該特定受託業務従事

者に係る特定受託事業者（特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第２

条第１項に規定する特定受託事業者をいう。以下同じ。）又は特定受託事業者であ

った者に業務委託をし、又は当該通報の日前１年以内に業務委託をしていた事業者 

第２条第１０号エ中「前各号」を「アからウまで」に改める。 

第６条第１項中「思慮」を「思料」に改め、同条に次の３項を加える。 

３ 市長等は、職員等に対し、正当な理由がなく、公益通報をしない旨の合意をすること

を求めること、公益通報をした場合に不利益な取扱いをすることを告げることその他の

行為によって、公益通報を妨げてはならない。 

４ 前項の規定に違反してされた合意その他の法律行為は、無効とする。 

５ 市長等は、正当な理由がなく、公益通報者である旨を明らかにすることを要求するこ

とその他公益通報者を特定することを目的とする行為をしてはならない。 

第１８条中「思慮」を「思料」に改める。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第６条第４項の規定は、この条例の施行後にされた公益通報

をしない旨の合意その他の法律行為について適用し、この条例の施行前にされた当該法

律行為については、適用しない。 

３ この条例による改正後の第６条第５項の規定は、この条例の施行前にされた第６条第

１項の規定による公益通報にも適用する。 
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議案第３６号 

 

長浜市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 

長浜市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

 

 

令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

 

長浜市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

長浜市公共下水道事業の設置等に関する条例（平成29年長浜市条例第35号）の一部を次

のように改正する。 

第６条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 
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議案第３７号 

 

史跡下坂氏館跡の管理及び公開に関する条例の一部改正について 

 

史跡下坂氏館跡の管理及び公開に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

 

 

令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

 

史跡下坂氏館跡の管理及び公開に関する条例の一部を改正する条例 

 

 史跡下坂氏館跡の管理及び公開に関する条例（令和３年長浜市条例第４号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１を次のように改める。 

休館日 
(１)月曜日から土曜日まで 

(２)１２月第３日曜日から翌年３月第２日曜日まで 

別表第２を次のように改める。 

観覧時間 
午前９時から午後５時まで。ただし、１１月１日から翌年３月

３１日までは午前１０時から午後４時までとする。 

 備考 入館は、観覧時間終了時刻の３０分前までとする。 

附 則 

この条例は、令和８年７月１日から施行する。 
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議案第３８号 

 

長浜市過疎地域持続的発展計画の変更について 

 

長浜市過疎地域持続的発展計画を次のとおり変更することについて、過疎地域の持続的

発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第 19号）第８条第 10項で準用する同条第

１項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義   

 

 

変更後 変更前 

  目次 

 ○この計画は、過疎地域の持続的発展の

支援に関する特別措置法に基づく地域指

定を受けている虎姫地域（旧虎姫町）、

木之本地域（旧木之本町）、余呉地域

（旧余呉町）、西浅井地域（旧西浅井

町）を対象とした計画です。 

 ○この計画は、過疎地域の持続的発展の支

援に関する特別措置法に基づく地域指定を

受けている虎姫地域、木之本地域、余呉地

域、西浅井地域を対象とした計画です。 

  １ページ 

 １ 基本的な事項 

 (１)長浜市の概況 

 ア 自然的、歴史的、社会的、経済的諸

条件の概要 

 （略） 

  平成22年１月１日に長浜市（旧浅井町

及び旧びわ町含む。）と虎姫町、湖北

町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井

町の６町が合併し、面積・人口共に大き

くなっただけでなく、その文化や地域の

成り立ち、歴史、産業の状況等もそれぞ

れ異なる多様な地域である。 

  気候は、春から秋にかけては穏やかで

過ごしやすく、冬季は日本海からの季節

風が吹き込み、雪による降水量の多い日

 １ 基本的な事項 

 （１）長浜市の概況 

 ア 自然的、歴史的、社会的、経済的諸

条件の概要 

 （略） 

  平成22年１月１日に長浜市と虎姫町、

湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西

浅井町の６町が合併し、面積・人口共に

大きくなっただけでなく、その文化や地

域の成り立ち、歴史、産業の状況等もそ

れぞれ異なる多様な地域である。 

 

  気候は、春から秋にかけては穏やかで

過ごしやすく、冬季は日本海からの季節

風が吹き込み、雪による降水量の多い日
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変更後 変更前 

本海型の気候となっている。余呉地域は

特別豪雪地帯に、旧長浜地域、浅井地

域、木之本地域、西浅井地域は豪雪地帯

に指定されている。また、年間平均気温

は14.4℃で、冬季にはマイナス0.4℃、

夏季には31.7℃となっている。年間平均

降水量は1,601㎜である。 

  過疎地域に指定された虎姫地域は、姉

川、高時川、田川など豊かな水に恵ま

れ、太古から人々が住みつき、田畑や集

落が開かれた地域である。“虎姫”とい

う地名は、町域内の北部に位置する歴史

と伝説の山「虎御前山」にちなんで付け

られた。 

  木之本地域は、伊香具神社を中心に上

古淡海国の先進地であり、大陸と都を結

ぶ要衝地として発達し、木之本地蔵院の

門前町として、また北国街道・北国脇往

還の宿場としてにぎわい、横山岳信仰、

己高山山岳仏教などとともに多彩な歴史

と文化を醸成してきた。 

  余呉地域は、古墳時代から開かれ奈良

時代から平安時代にかけて余呉郷・丹生

郷・片岡郷の３つを総称して余呉の庄と

して統治されていたのが始まりである。 

  西浅井地域は、近世から近代にかけ

て、京都・大阪と北陸各地を結ぶ、琵琶

湖湖上交通の主役であった丸子船によっ

て、物流の要衝として栄えた。 

本海型の気候となっている。旧余呉町は

特別豪雪地帯に、旧長浜市、旧浅井町、

旧木之本町、旧西浅井町は豪雪地帯に指

定されている。また、年間平均気温は

14.2℃で、冬季にはマイナス3.6℃、夏

季には35.3℃となっている。年間平均降

水量は1,412㎜である。 

  過疎地域指定された旧虎姫町は、姉

川、高時川、田川など豊かな水に恵ま

れ、太古から人々が住みつき、田畑や集

落が開かれた地域である。“虎姫”とい

う地名は、町域内の北部に位置する歴史

と伝説の山「虎御前山」にちなんで付け

られた。 

  旧木之本町は、伊香具神社を中心に上

古淡海国の先進地であり、大陸と都を結

ぶ要衝地として発達し、木之本地蔵院の

門前町として、また北国街道・北国脇往

還の宿場としてにぎわい、横山岳信仰、

己高山山岳仏教などとともに多彩な歴史

と文化を醸成してきた。 

  旧余呉町は、古墳時代から開かれ奈良

時代から平安時代にかけて余呉郷・丹生

郷・片岡郷の３つを総称して余呉の庄と

して統治されていたのが始まりである。 

  旧西浅井町は、近世から近代にかけ

て、京都・大阪と北陸各地を結ぶ、琵琶

湖湖上交通の主役であった丸子船によっ

て、物流の要衝として栄えた。 

  ２ページ 

 イ 過疎の状況 

  市域全体で人口減少が進んでいる状況

であるが、合併した１市６町の中でも今

回指定を受けた、余呉地域、木之本地

域、西浅井地域、虎姫地域は、人口減少

率が大きい状況にあり、特に余呉地域、

木之本地域は、長期間にわたる人口減少

率も大きい状況にある。 

 イ 過疎の状況 

  市域全体で人口減少が進んでいる状況で

あるが、合併した１市６町の中でも今回指

定を受けた、旧余呉町、旧木之本町、旧西

浅井町、旧虎姫町地域は、人口減少率が大

きい状況にあり、特に旧余呉町、旧木之本

町は、長期間にわたる人口減少率も大きい

状況にある。 
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変更後 変更前 

  余呉地域は、平成２年に過疎地域活性

化特別措置法に基づく過疎地域の指定を

受け、その後平成22年１月の編入合併に

より、余呉地域の区域を過疎地域とみな

して改正過疎地域自立促進特別措置法の

適用を受けることとなった。これまでの

過疎対策事業では、小中一貫教育校であ

る余呉小中学校の整備、高齢者福祉サー

ビス拠点の余呉やまなみセンターの改

修、中之郷診療所の医療機器整備などの

施設の整備に加え、特別養護老人ホーム

新設支援や地域交通の基盤となる道路改

良・公共交通の維持などの生活基盤の整

備をはじめ、地域活動交流拠点の余呉ま

ちづくりセンターの新設など、計画に基

づく多岐にわたる対策事業を実施してき

た。 

  また、令和３年に指定を受けた虎姫地

域、木之本地域、西浅井地域では、これ

までから生活基盤の整備を行うととも

に、地域づくりの拠点となるまちづくり

センターや、北部地域の活性化に向けて

北部合同庁舎を設置している。 

 （略） 

 ウ 社会的、経済的発展の方向性 

 （略） 

  また、本市は福井県や岐阜県と隣接し

ており、古くから様々な交流がされてお

り、今後の道路整備や、北陸新幹線の敦

賀駅の開業により、これまで以上に人や

モノの交流が盛んになることが期待され

るため、観光をはじめとする経済や文化

等が更に振興される取組が必要となる。 

 

 （２）人口及び産業の推移と動向 

  長浜市全体については、昭和55年から

平成17年までの25年間にわたって人口増

加が続き、平成17年から令和２年にかけ

ては8.7％減少している。 

  旧余呉町地域は、平成２年に過疎地域活

性化特別措置法に基づく過疎地域の指定を

受け、その後平成22年１月の編入合併によ

り、旧余呉町の区域を過疎地域とみなして

改正過疎地域自立促進特別措置法の適用を

受けることとなった。これまでの過疎対策

事業では、小中一貫教育校である余呉小中

学校の整備、高齢者福祉サービス拠点の余

呉やまなみセンターの改修、中之郷診療所

の医療機器整備などの施設の整備に加え、

特別養護老人ホーム新設支援や地域交通の

基盤となる道路改良・公共交通の維持など

の生活基盤の整備をはじめ、地域活動交流

拠点の余呉まちづくりセンターの新設な

ど、計画に基づく多岐にわたる対策事業を

実施してきた。 

 

  また、今回新たに指定を受けた旧虎姫

町、旧木之本町、旧西浅井町地域では、こ

れまでから生活基盤の整備を行うととも

に、地域づくりの拠点となるまちづくりセ

ンターや、北部地域の活性化に向けて北部

振興局を設置している。 

 （略） 

 ウ 社会的、経済的発展の方向性 

 （略） 

  また、本市は福井県や岐阜県と隣接して

おり、古くから様々な交流がされており、

今後、道路の整備や、北陸新幹線の敦賀駅

開業を控え、これまで以上に人やモノの交

流が盛んになることが期待されるため、観

光をはじめとする経済や文化等が更に振興

される取組が必要となる。 

 

 （２）人口及び産業の推移と動向 

  長浜市全体については、昭和35年から平

成17年までの45年間にわたって人口増加が

続き、平成17年から平成27年にかけては

5.1％減少している。 
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変更後 変更前 

  過疎地域（虎姫地域、木之本地域、余

呉地域、西浅井地域）の合算について

は、昭和55年に26,840人であった人口

は、その後大きく減少傾向にあり、令和

２年までの 40年間では 34.9％減少し

9,370人減となっている。また、過疎地

域指定の人口要件でみると、昭和50年か

ら平成27年の40年間において、人口減少

団体平均の28％減少を超えることが指標

の一つとなるが、余呉地域が38.7％、木

之本地域が32.1％それぞれ減少し、指標

を超えている。また、平成２年から平成

27年の25年間において、人口減少団体平

均の21％を超えることがもう一つの指標

となるが、余呉地域が32.7％、木之本地

域が28.5％、西浅井地域が22.7％、虎姫

地域が22.5％それぞれ減少し、指標を超

えている状況である。 

 （略） 

  過疎地域（旧虎姫町、旧木之本町、旧余

呉町、旧西浅井町）の合算については、昭

和35年に30,676人であった人口は、その後

大きく減少傾向にあり、昭和50年までの15

年間で12.2％減少し3,729人減、平成27年

までの55年間では37.6％減少し11,539人減

となっている。また、過疎地域指定の人口

要件でみると、昭和50年から平成27年の40

年間において、人口減少団体平均の28％減

少を超えることが指標の一つとなるが、旧

余呉町が38.7％、旧木之本町が32.1％それ

ぞれ減少し、指標を超えている。また、平

成２年から平成27年の25年間において、人

口減少団体平均の21％を超えることがもう

一つの指標となるが、旧余呉町が32.7％、

旧木之本町が 28.5％、旧西浅井町が

22.7％、旧虎姫町が22.5％それぞれ減少

し、指標を超えている状況である。 

 （略） 

  ４ページ 

 表１－１（１） 

 人口の推移：長浜市全体（国勢調査） 
区 分 

昭和 55年 平成 2年 平成 17年 平成 27年 令和 2年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総 数 

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

119,988 121,481 1.2 124,498 2.5 118,193 ▲5.1 113,636 ▲3.9 

０歳～14歳 29,712 24,430 ▲17.8 19,345 ▲20.8 16,132 ▲16.6 14,546 ▲9.8 

15歳～64歳 75,814 78,327 3.3 78,323 0.0 68,787 ▲12.2 63,648 ▲7.5 

 

うち 

15歳～ 

29歳（a） 

22,049 22,997 4.3 20,498 ▲10.9 17,291 ▲15.6 15,517 ▲10.3 

65歳以上（b） 14,458 18,649 29.0 26,829 43.9 31,244 16.5 32,349 3.5 

（a）/総数 

若年者比率 

％ ％ ― ％ ― ％ ― ％ ― 

18.38 18.93   16.46   14.63   13.66   

（b）/総数 

高齢者比率 

％ ％ ― ％ ― ％ ― ％ ― 

12.05 15.35   21.55   26.43   28.47   

  
 （略） 

 人口の推移：過疎地域合算（国勢調査） 

 表１－１（１） 

 人口の推移：長浜市全体（国勢調査） 
区 分 

昭和 35年 昭和 50年 平成２年 平成 17年 平成 27年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総 数 

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

117,066 118,058 0.8 121,481 2.9 124,498 2.5 118,193 ▲5.1 

０歳～14歳 33,753 29,453 ▲12.7 24,430 ▲17.1 19,345 ▲20.8 16,132 ▲16.6 

15歳～64歳 73,604 75,981 3.2 78,327 3.1 78,323 0.0 68,787 ▲12.2 

 

うち 

15歳～ 

29歳（a） 

27,689 24,746 ▲10.6 22,997 ▲7.1 20498 ▲10.9 17291 ▲15.6 

65歳以上（b） 9709 12624 30.0 18649 47.7 26829 43.9 31244 16.5 

（a）/総数 

若年者比率 

％ ％ ― ％ ― ％ ― ％ ― 

23.65 20.96   18.93   16.46   14.63   

（b）/総数 

高齢者比率 

％ ％ ― ％ ― ％ ― ％ ― 

8.29 10.69   15.35   21.55   26.43   

  
 （略） 

 人口の推移：過疎地域合算（国勢調査） 
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変更後 変更前 

区 分 
昭和 55年 平成 2年 平成 17年 平成 27年 令和 2年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総 数 

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

26,840 26,103 ▲2.7 22,496 ▲13.8 19,137 ▲14.9 17,470 ▲8.7 

０歳～14歳 6,228 5,166 ▲18.8 3,057 ▲40,8 ― ― ― ― 

15歳～64歳 17,092 16,413 ▲5.7 13,259 ▲19.2 ― ― ― ― 

 

うち 

15歳～ 

29歳（a） 

4,895 4,526 ▲16.8 3,522 ▲22.2 ― ― ― ― 

65歳以上（b） 3,519 4,524 42.7 6,180 36.6 ― ― ― ― 

（a）/総数 

若年者比率 

％ ％ ― ％ ― ％ ― ％ ― 

18.24 17.34   15.66   ―   ―   

（b）/総数 

高齢者比率 

％ ％ ― ％ ― ％ ― ％ ― 

13.11 17.33   27.47   ―   ―   

  

 （略） 

 ※平成27年以降は合併後のため地域別のデ

ータ無し。 

 

区 分 
昭和 35年 昭和 50年 平成２年 平成 17年 平成 27年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総 数 

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

30,676 26,947 ▲12.2 26,103 ▲3.1 22,496 ▲13.8 19,137 ▲14.9 

０歳～14歳 9,598 6,365 ▲33.7 5,166 ▲18.8 3,057 ▲40,8 ― ― 

15歳～64歳 18,436 17,412 ▲5.6 16,413 ▲5.7 13.259 ▲19.2 ― ― 

 

うち 

15歳～ 

29歳（a） 

6,389 5,439 ▲14.9 4,526 ▲16.8 3,522 ▲22.2 ― ― 

65歳以上（b） 2,642 3,170 20.0 4,524 42.7 6,180 36.6 ― ― 

（a）/総数 

若年者比率 

％ ％ ― ％ ― ％ ― ％ ― 

20.83% 20.18%   17.34%   15.66%   ―   

（b）/総数 

高齢者比率 

％ ％ ― ％ ― ％ ― ％ ― 

8.61% 11.76%   17.33%   27.47%   ―   

  

 （略） 

 ※平成27年は合併後のため地域別のデータ

無し。 

 

  ５ページ 

 表１－１（２）人口の見通し（長浜市人口

ビジョンより転載） 

 長期的展望 

  2065（R47）年に人口規模73,000人の維

持及び人口構造の若返りを目指す。 

  人口の長期的展望のとおり人口構造の若

返りが達成された場合、2065（R47）年に

は社人研推計と比べ15～64歳人口の割合は

2.78ポイント増加し、人口数では32,012人

→38,172人と6,160人増加する。それで

も、2020（R2）年の国勢調査（66,015人）

と比較すると割合で5.91ポイント、人口数

で27,843人の減少となる。 

  これを受け、長浜市の地方創生について

は、就労、出産、子育て、住宅保有といっ

た“定住を決定する様々なライフステージ

において選ばれるまち”の実現により、ま

ずは「若者の転出超過の状況を改善」し、

中長期的には「人口が減少しても持続的な

まちづくりを進める」ことを両輪で進め、

住みやすく、活力のある長浜市の実現を目

指していく。 

  本市で実施すべき取組の指針について

は、地方版総合戦略として「デジタル田園

 表１－１（２）人口の見通し（長浜市人口

ビジョンより転載） 

 長期的展望 

  2060（R42）年に人口規模88,000人の維

持及び人口構造の若返りを目指す。 

  人口の長期的展望のとおり人口構造の若

返りが達成された場合、2060（R42）年に

は社人研推計と比べ15～64歳人口の割合は

2.34％増加し、人口数では 40,068人→

47,728人と7,660人増加する。それでも、

2015（H27）年の国勢調査（70,040人）と

比較すると割合で5.08％、人口数で22,312

人の減少となり、先述（2015年の国勢調

査）の就業者の割合（71.89％）を当ては

めると、就業者数は 34,312人と 2015

（H27）年（50,353人）と比較して16,041

人減少する。総人口が25.47％減するのに

比べ、31.86％の減となり、加えて、2018

（H30）年の経済財政諮問会議では高齢化

率が35％になる2040（R22）年には社会保

障費が現在の1.6倍になるとされているこ

とから、厳しい状況に変わりはない。 

  そのため、主に育児・子育て中の女性や

アクティブシニアの活躍が重要となる。 
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変更後 変更前 

都市国家構想の実現に向けた第３期長浜市

まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下

「第３期総合戦略」という。）」を策定

し、政策施策を体系的に整理した。 

  この第３期総合戦略をもって、地方創生

の実現に向けては国、県とも連携を図りな

がら、上記のまちの実現を目指していく。 

 

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 2065年

社人研 総人口 113,636 108,939 103,882 98,655 93,316 87,852 82,318 76,609 70,713 64,806

年少人口比率 12.97% 11.72% 10.60% 10.07% 10.05% 9.93% 9.58% 9.08% 8.64% 8.42%

生産年齢人口比率 58.09% 57.88% 57.48% 56.23% 53.37% 51.39% 50.32% 49.90% 50.10% 49.40%

65歳以上人口比率 28.94% 30.40% 31.93% 33.70% 36.58% 38.68% 40.10% 41.02% 41.25% 42.18%

65～74歳人口比率 13.59% 12.56% 12.48% 13.40% 15.37% 16.12% 14.81% 13.86% 13.25% 14.11%

75歳以上人口比率 15.35% 17.84% 19.45% 20.30% 21.20% 22.55% 25.29% 27.17% 28.00% 28.07%

目標 総人口 113,636 109,558 105,147 100,598 96,004 91,403 86,910 82,347 77,702 73,154

年少人口比率 12.97% 12.22% 11.54% 11.41% 11.19% 11.05% 10.84% 10.56% 10.34% 10.37%

生産年齢人口比率 58.09% 57.55% 56.92% 55.54% 53.26% 51.77% 51.18% 51.27% 52.09% 52.18%

65歳以上人口比率 28.94% 30.23% 31.54% 33.05% 35.55% 37.18% 37.99% 38.18% 37.57% 37.45%

65～74歳人口比率 13.59% 12.49% 12.33% 13.14% 14.94% 15.50% 14.03% 12.90% 12.09% 12.57%

75歳以上人口比率 15.35% 17.74% 19.21% 19.91% 20.61% 21.68% 23.95% 25.27% 25.48% 24.88% 

  2020（R2）年から2065（R47）年までの

社人研と目標達成時の総人口・年齢3区分

別人口比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

総人口 118,193 114,381 110,246 105,864 101,303 96,643 91,943 87,190 82,299 77,293

0～14歳人口比率 13.86% 13.08% 12.48% 12.18% 11.96% 11.96% 11.98% 11.84% 11.64% 11.47%

15～64歳人口比率 59.26% 58.12% 57.62% 56.82% 55.73% 53.41% 51.94% 51.49% 51.58% 51.84%

65歳以上人口比率 26.88% 28.80% 29.90% 31.00% 32.31% 34.63% 36.08% 36.67% 36.78% 36.69%

70歳以上人口比率 19.67% 22.32% 23.96% 24.80% 25.60% 26.71% 28.87% 30.29% 30.69% 30.48%

75歳以上人口比率 13.76% 15.33% 17.64% 18.97% 19.47% 20.05% 20.99% 23.09% 24.29% 24.33%

総人口 118,193 114,186 110,394 106,791 103,405 100,079 96,846 93,800 90,863 88,089

0～14歳人口比率 13.86% 12.93% 12.43% 12.44% 12.93% 13.37% 13.63% 13.58% 13.52% 13.53%

15～64歳人口比率 59.26% 58.22% 57.71% 56.83% 55.42% 53.19% 52.11% 52.33% 53.14% 54.18%

65歳以上人口比率 26.88% 28.85% 29.86% 30.73% 31.65% 33.44% 34.26% 34.09% 33.35% 32.29%

70歳以上人口比率 19.67% 22.35% 23.93% 24.58% 25.08% 25.79% 27.41% 28.16% 27.80% 26.77%

75歳以上人口比率 13.76% 15.35% 17.61% 18.80% 19.08% 19.36% 19.93% 21.46% 22.00% 21.36%

社人研

目標

 

  2015（H23）年から2060（R42）年までの

社人研と目標達成時の総人口・年齢3区分

別人口比率 

  ６ページ 

 （３）行財政の状況 

 （略） 

 表１－２（１）長浜市財政の状況 
（単位：千円）  

区分 平成 22年度 平成 27年度 令和 2年度 

歳入総額 A   65,776,163 (構成比) 55,732,668 (構成比) 74,607,226 (構成比) 

  一般財源   38,181,075  (58.0) 37,221,011  (66.8) 35,605,330 (47.7) 

  国庫支出金  6,859,158 (10.4) 6,655,484 (11.9) 21,713,864 (29.1) 

  都道府県支出金  3,583,801 (5.4) 3,527,461 (6.3) 3,771,650 (5.1) 

  地方債  5,887,100 (9.0) 3,874,600 (7.0) 5,420,167 (7.3) 

  うち過疎対策事業債 0 (0.0) 0 (0.0) 35,600 (0.0) 

  その他  11,265,029 (17.2) 4,454,112 (8.0) 8,096,215 (10.9) 

歳出総額 B   65,076,523  53,296,564  72,772,921  

  義務的経費  26,173,861 (40.2) 22,776,083 (42.7) 25,389,346 (34.9) 

  投資的経費  8,564,005 (13.2) 5,712,315 (10.7) 5,425,022 (7.5) 

  うち普通建設事業 8,550,612 (13.1) 5,652,769 (10.6) 5,301,596 (7.3) 

  その他   30,181,137 (46.4) 24,388,759 (45.8) 40,928,279 (56.2) 

  過疎対策事業費   157,520 (0.2) 419,407 (0.8) 1,030,274 (1.4) 

歳入歳出差引額 C（A-B） 699,640  2,436,104  1,834,305   

翌年度へ繰越すべき財源 D 182,938  815,819  515,014   

  実質収支 C-D  516,702   1,620,285  1,319,291   

財政力指数  0.593   0.574  0.544   

公債費負担比率  19.2  12.2  11.7   

実質公債費比率   -  8.5  1.5   

起債制限比率   10.6  -  -   

経常収支比率   81.4  84.1  91.2   

将来負担比率   -  -  -   

地方債現在高   56,888,183   49,890,256  46,686,552   

  

 （３）行財政の状況 

 （略） 

 表１－２（１）長浜市財政の状況 
（単位：千円）  

区分 平成 22年度 平成 27年度 令和元年度 

歳入総額 A   65,766,163 (構成比) 55,732,668 (構成比) 61,026,074 (構成比) 

  一般財源   38,181,075  (58.0) 37,221,011  (66.8) 35,587,159  (58.3) 

  国庫支出金  6,859,158 (10.4) 6,655,484 (11.9) 7,665,997 (12.6) 

  都道府県支出金  3,583,801 (5.4) 3,527,461 (6.3) 4,169,736 (6.8) 

  地方債  5,887,100 (9.0) 3,874,600 (7.0) 5,686,300 (9.3) 

  うち過疎対策事業債 0 (0.0) 0 (0.0) 119,000 (0.2) 

  その他  11,265,029 (17.2) 4,454,112 (8.0) 7,916,882 (13.0) 

歳出総額 B   65,076,523  53,296,564  58,558,203  

  義務的経費  26,173,861 (40.2) 22,776,083 (42.7) 23,736,541 (40.6) 

  投資的経費  8,564,005 (13.2) 5,654,225 (10.6) 9,566,358 (16.3) 

  うち普通建設事業 8,550,612 (13.1) 5,291,452 (9.9) 9,407,142 (16.1) 

  その他   30,181,137 (46.4) 24,446,849 (45.9) 24,488,902 (41.8) 

  過疎対策事業費   157,520 (0.2) 419,407 (0.8) 766,402 (1.3) 

歳入歳出差引額 C（A-B） 699,640  2,436,104  2,467,871   

翌年度へ繰越すべき財源 D 182,938  815,819  1,144,191   

    516,702   1,620,285  1,323,680   

財政力指数  0.593   0.574  0.546   

公債費負担比率  19.2  12.2  12.8   

実質公債費比率   -  8.5  2.3   

起債制限比率   10.6  -  -   

経常収支比率   81.4  84.1  90.4   

将来負担比率   -  -  -   

地方債現在高   56,888,183   49,890,256  46,068,994   

  

  ７ページ 

 表１－２（２）長浜市主要公共施設等の整

備状況 

 表１－２（２）長浜市主要公共施設等の整

備状況 
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変更後 変更前 

区分 
昭和 55 平成２ 平成 12 平成 22 令和２ 

年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 

市町村道       

  改良率（％） 18.41 35.67 49.64 53.34 72.28 

  舗装率（％） 61.93 81.74 87.96 89.91 95.84 

農  道      

  延 長（ｍ） 626,506 604,489 430,163 461,059 466,030 

耕地１ｈａ当たり農道延長（m） 60.88 61.51 55.80 - - 

林  道      

  延 長（ｍ） 140,237 149,901 125,244 181,466 183,913 

林野１ｈａ当たり林道延長（m） 6.14 10.07 9.36 - - 

水道普及率（％） 82.8 97.3 98.8 98.8 98.9 

水洗化率（％） - - 68.5 96.8 97.9 

人口千人当たり病院、診療所の病床数（床） 4.68 5.14 5.73 6.68 6.21 

  

 （略） 

 （４）地域の持続的発展の基本方針 

 （略） 

  これらの課題をふまえ、以下の考え方

により、SDGs（持続可能な開発目標）の

実現モデルとなる取組も配慮し、各事業

を展開するものとする。 

  併せて、他地域との広域連携の強化も

図ることとする。 

 （略） 

区分 
昭和 55 平成２ 平成 12 平成 22 令和元 

年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 

市町村道       

  改良率（％） 18.41 35.67 49.64 53.34 71.98 

  舗装率（％） 61.93 81.74 87.96 89.91 95.43 

農  道      

  延 長（ｍ） 626,506 604,489 430,163 461,059 466,030 

耕地１ｈａ当たり農道延長（m） 60.88 61.51 55.80 - - 

林  道      

  延 長（ｍ） 140,237 149,901 125,244 181,466 183,953 

林野１ｈａ当たり林道延長（m） 6.14 10.07 9.36 - - 

水道普及率（％） 82.8 97.3 98.8 98.8 98.9 

水洗化率（％） - - 68.5 96.8 96.9 

人口千人当たり病院、診療所の病床数（床） 4.68 5.14 5.73 6.68 6.19 

  

 （略） 

 （４）地域の持続的発展の基本方針 

 （略） 

  これらの課題をふまえ、以下の考え方

により、SDGs（持続可能な開発目標）の

実現モデルとなる取組も配慮し、各事業

を展開するものとする。 

 （略） 

  ８ページ 

 （５）地域の持続的発展のための基本目標 

  地域の持続的発展のため、長浜市まち・

ひと・しごと創生総合戦略をはじめとする

人口の自然増、社会増につながる取組を進

め、令和12年度末における基本目標を下記

のとおり定める。 

  本市の住民基本台帳人口について、

105,147人以上とする。 

 

 （６）計画の達成状況の評価に関する事項 

  毎年度、学識経験を有する者や総合計画

等に掲げる重要な取組に関連する分野の関

係者で構成する「長浜市総合計画審議会」

において、基本目標の達成状況等について

検証を実施する。 

 

 （７）計画期間 

  計画期間は、令和８年４月１日から令和

13年３月31日までの５箇年間とする。 

 

 （５）地域の持続的発展のための基本目標 

  地域の持続的発展のため、長浜市まち・

ひと・しごと創生総合戦略をはじめとする

人口の自然増、社会増につながる取組を進

め、令和７年度末における基本目標を下記

のとおり定める。 

  本市の住民基本台帳人口について、

110,394人以上とする。 

 

 （６）計画の達成状況の評価に関する事項 

  毎年度、学識経験を有する者や総合計画

等に掲げる重要な取組に関連する分野の関

係者で構成する「長浜市政『挑戦と創造』

の懇話会」において、基本目標の達成状況

等について検証を実施する。 

 

 （７）計画期間 

  計画期間は、令和３年４月１日から令和

８年３月31日までの５箇年間とする。 
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変更後 変更前 

 （８）公共施設等総合管理計画との整合 

  長期的な視点から公共施設等を総合的か

つ計画的に管理していくため、平成27年３

月に長浜市公共施設等総合管理計画（以下

「総合管理計画」という。）を策定（令和

７年１月改定）し、その中で基本方針を次

のとおり掲げている。（項目のみ抜粋） 

 【公共建築物】 

 ① 適正配置 

  施設類型ごとに個別施設計画の策定や見

直しを行い、施設の総量縮減、適正配置を

一層推進します。また、施設の更新（建

替）や大規模改修（長寿命化改修）を行う

場合はゼロベースで検討し、施設を新設す

る場合は他の施設の統合を前提として建設

します。 

 ② 質の向上 

  施設機能の維持向上をより少ない経費で

行うため、老朽化した施設の解体や新しい

施設の複合化・多機能化を推進するととも

に、民間の技術・ノウハウ、資金等の活用

を積極的に導入します。 

 ③ 更新費用・管理運営費の財源確保 

  未利用財産の売却や貸付など利活用を積

極的に推進し、今後の更新費用や改修費

用、管理運営費のための財源確保に努めま

す。 

 【インフラ資産】 

 ① 更新費用の縮減と平準化 

  インフラ資産の更新は、重要度と緊急度

により優先順位を決めた上で計画的に実施

することで、更新費用の縮減と平準化を図

ります。 

 （略） 

 （８）公共施設等総合管理計画との整合 

  長期的な視点から公共施設等を総合的か

つ計画的に管理していくため、平成27年３

月に長浜市公共施設等総合管理計画（以下

「総合管理計画」という。）を策定（令和

２年２月改定）し、その中で基本方針を次

のとおり掲げている。（項目のみ抜粋） 

 【公共建築物】 

 ① 適正配置 

  施設の適正配置の観点から、施設の更新

（建替）又は大規模改修（長寿命化）を行

う場合はゼロベースで検討し、施設を新設

する場合は他の施設の統合を前提として建

設します（延床面積を令和２年度から令和

36 年度までの35 年間で32％、令和６年度

までの５年間で３％縮減）。 

 ② 質の向上 

  施設機能の維持向上をより少ない経費で

行うため、老朽化した施設の除却や新しい

施設の複合化・多機能化を推進するととも

に、民間の技術・ノウハウ、資金等の活用

を積極的に導入します。 

 ③ 更新費用・管理運営費の財源確保 

  除却施設の土地の売却や貸付等により、

今後の更新費用や改修費用、管理運営費の

ための財源確保に努めます。 

 

 【インフラ資産】 

 ① 更新費用の縮減と平準化 

  インフラ資産の更新は、重要度と緊急度

により優先順位を決めた上で計画的に実施

することで、更新費用の縮減と平準化を図

ります（更新費用を令和２年度から令和36 

年度までの35 年間で33％以上縮減するこ

ととし、計画期間中は、更新費用の縮減・

平準化方策を検討）。 

 （略） 

  ９ページ 
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変更後 変更前 

 ２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材

育成 

 （１）現況と問題点 

  本地域では、これまでから地域活力の低

下や集落機能の減退に歯止めをかけるた

め、体験型観光の推進による交流人口の拡

大や長浜市移住定住促進協議会による移住

者支援、地域おこし協力隊制度による外部

人材の招致、ながはま森林マッチングセン

ターによる森林田園空間を活用した地域間

交流の促進と担い手の育成に取り組んでき

た。これまで積み上げてきたポテンシャル

と新たな潮流を活かした移住・定住の推進

と地域間交流の促進、さらには環境に配慮

した産業の振興など、施策を一体的に講じ

る地域政策を総合化した取組が求められて

いる。 

 （略） 

 

 

 

 

 

 

 （３）事業計画（令和８年度～令和12年

度） 
持続的発展施策

区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・定住・地

域間交流の促

進、人材育成 

（4）過疎地域持

続的発展特別事

業 

 移住・定住 

UIJ ターン移住定住支援事業 

 基金積立を行う  
市 

当該施策の効果が将

来に及ぶ 

 地域間交流 北部地域の魅力発信事業 

基金積立を行う 
市 

当該施策の効果が将

来に及ぶ 

森林マッチングセンター事業 

 基金積立を行う 
市 

当該施策の効果が将

来に及ぶ 

 人材育成 
高校連携事業 市 

当該施策の効果が将

来に及ぶ 

  

 ２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材

育成 

 （１）現況と問題点 

  本地域では、これまでから地域活力の低

下や集落機能の減退に歯止めをかけるた

め、体験型観光の推進による交流人口の拡

大や長浜市移住定住促進協議会による移住

者支援、地域おこし協力隊制度による外部

人材の招致、ながはま森林マッチングセン

ターによる森林田園空間を活用した地域間

交流の促進と担い手の育成に取り組んでき

た。加えて、未経験の新型コロナウイルス

感染症の拡大により人口過密を避けるとい

う社会的な流れが自主的なリモートワーク

や企業のサテライトオフィスの進出につな

がるなど新しい動きが出ている。こうした

機会を好機ととらえ、これまで積み上げて

きたポテンシャルと新たな潮流を活かした

移住・定住の推進と地域間交流の促進、さ

らには環境に配慮した産業の振興など、施

策を一体的に講じる地域政策を総合化した

取組が求められている。 

 （略） 

 

 （３）事業計画（令和３年度～令和７年

度） 
持続的発展施策

区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・定住・地

域間交流の促

進、人材育成 

（4）過疎地域持

続的発展特別事

業 

UIJ ターン移住定住支援事業 

 基金積立を行う  
市 

当該施策の効果が将

来に及ぶ 

北部地域の魅力発信事業 

基金積立を行う 
市 

当該施策の効果が将

来に及ぶ 

森林マッチングセンター事業 

 基金積立を行う 
市 

当該施策の効果が将

来に及ぶ 

学校連携事業 市 
当該施策の効果が将

来に及ぶ 

  

  10ページ 

 ３ 産業の振興 

 （１）現況と問題点 

 【農業】 

  本地域の内、虎姫地域では農地の集積が

進んでいるものの、木之本地域、余呉地

 ３ 産業の振興 

 （１）現況と問題点 

 【農業】 

  本地域の内、虎姫地域では農地の集約化

が進んでいるものの、木之本地域、余呉地

168



変更後 変更前 

域、西浅井地域については、地理的な条件

から経営規模の拡大が難しく、認定農業者

や集落営農組織などへの農地の集積が進む

集落も一部あるが、大半の集落では高齢化

等による農業者の減少が進み、後継者不足

が進む中、農業者の確保や農業者への農地

の集積は困難な状況にある。ほ場整備等農

業耕地の生産基盤はほぼ確立されたが、早

期に整備された取水施設や用排水路などは

老朽化が進んでいる。さらに山林に隣接す

る条件不利農地からシカ・イノシシ・サル

等の野生鳥獣による被害が拡大し、農業者

の意欲や生産性の低下を引き起こす深刻な

問題となっている。一方で、農耕地のもつ

生物多様性保全機能や地球環境保全機能な

どの多面的機能の発揮が重要性を増してい

る。 

 （略） 

 

 （２）その対策 

 【農業】 

  本地域の農業を守るために、集落におけ

る話し合い等に基づき策定した「地域計

画」を基に、農業者の確保や農業者への農

地の集積及び集約化（団地化）を進めると

ともに、遊休農地については、国の補助金

制度等を活用して利活用に努める。また、

市の補助事業等により有害鳥獣の駆除や防

護柵の設置等の獣害対策を実施し、農業経

営や集落環境の維持を図る。併せて、持続

可能な農業経営をめざして、農作業の省力

化と生産性の向上を図れるスマート農業の

推進や小規模農業者等の機械更新への支

援、及び環境負荷の低減を目指した取組を

支援していく。 

  農道、用排水路等の施設は、長寿命化に

重点を置き、効率的・効果的な保全更新に

努め、世代をつなぐ農村まるごと保全向上

対策や中山間地域等直接支払交付金制度に

域、西浅井地域については、地理的な条件

から経営規模の拡大が難しく、認定農業者

や集落営農組織などへの農地集積が進む集

落も一部あるが、大半の集落では従事者の

高齢化と後継者不足が進んでいる。ほ場整

備等農業耕地の生産基盤はほぼ確立された

が、早期に整備された取水施設や用排水路

などは老朽化が進んでいる。さらに山林に

隣接する条件不利農地から耕作放棄地が増

加し、シカ・イノシシ・サル等の野生鳥獣

による被害が拡大し、農業従事者の意欲や

生産性の低下を引き起こす深刻な問題とな

っている。一方で、農耕地のもつ生物多様

性保全機能や地球環境保全機能などの多面

的機能の発揮が重要性を増している。 

 （略） 

 

 

 

 （２）その対策 

 【農業】 

  本地域の農地と農業を守るために、集落

が一体となって、後継者の確保や集落営農

組織の育成などの営農体制を構築、獣害対

策を実施、付加価値の高い農産物の生産等

に取り組み、農業経営の安定化と所得の向

上に努める。耕作放棄地については、補助

金制度などを利用し利活用や適正な管理に

努める。 

  農道、用排水路等の施設は、長寿命化に

重点を置き、効率的・効果的な保全更新に

努め、世代をつなぐ農村まるごと保全向上

対策や中山間地域等直接支払交付金制度に

より集落ぐるみの共同活動を支援し、今後

必要とされる農道、用排水路、獣害防止柵

等の基盤施設の整備を推進する等、生活環

境整備とあわせて農業農村基盤の充実に努

める。併せて、自然環境の保全やSDGsに資

する取組として、環境負荷低減型農業の推
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より集落ぐるみの共同活動を支援し、今後

必要とされる農道、用排水路、獣害防止柵

等の基盤施設の整備を推進する等、生活環

境整備と併せて農業農村基盤の充実に努め

る。併せて、自然環境の保全やSDGsに資す

る取組として、環境負荷低減型農業の推進

や農業排水の環境負荷の低減に資する循環

灌漑施設や水質保全施設を適切に維持す

る。 

  また、豊かな自然環境や歴史、文化など

農山村の多様な資産の経済利用ができる人

材の確保・育成を図るとともに、都市住民

との農業・農村における体験交流事業等を

支援し、移住・定住につなげる。 

 【林業】 

  （略） 

  広大な森林の保全や資源の活用を図るた

め、多様な人材の育成を促進していく必要

があることから、関係団体との連携を図

り、各種資源活用講座の開催により、意欲

ある人材の育成を図る。 

  （略） 

 

 【観光・レクリエーション】 

  （略） 

  さらに、北陸新幹線が敦賀駅まで延伸し

たことも踏まえ、本地域の観光拠点及び他

地域にまたがる広域観光拠点のルート化を

図り、日帰り・立寄り型からリピート型・

滞在型へと滞留時間の増大を図り、年間を

通じた着地・滞在型観光地への転換を図

る。 

進や農業排水の環境負荷の低減に資する循

環灌漑施設や水質保全施設を適切に維持す

る。 

  また、豊かな自然環境や歴史、文化など

農山村の多様な資産の経済利用ができる人

材の確保・育成を図るとともに、都市住民

との農業・農村における体験交流事業等を

支援し、移住・定住につなげる。 

  持続可能な農業経営をめざして、農作業

の省力化と生産性の向上、経営効率化によ

り持続可能な農業経営に資するスマート農

業を推進していく。 

 

 

 【林業】 

  （略） 

  広大な森林の保全や資源の活用を図るた

め、多様な人材の育成を促進していく必要

があることから、自伐型林業の推進やなが

はま森林マッチングセンターにおける各種

資源活用講座の開催により、意欲ある人材

の育成を図る。 

  （略） 

 【観光・レクリエーション】 

  （略） 

  さらに、本地域の観光拠点及び他地域に

またがる広域観光拠点のルート化を図り、

日帰り・立寄り型からリピート型・滞在型

へと滞留時間の増大を図り、年間を通じた

着地・滞在型観光地への転換を図る。 
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 （３）事業計画（令和８年度～令和12年

度） 

 （３）事業計画（令和３年度～令和７年

度） 
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変更後 変更前 
持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

２ 産業の振

興 

（1）基盤整備 

   農 業 

小規模土地改良事業 市  

土地改良事業 県・市  

（4）地場産業

の振興 

加工施設 

丹生地域加工施設整備事業 市・活動団体 

 

流通販売施

設 
あぢかまの里 施設改修等事業 市 

 

（9）観光又は

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 

余呉湖・賤ケ岳周辺整備事業 市  

地域活性化施設等改修事業 市  

（10）過疎地

域持続的発

展特別事業 

 第 1次産業 

遊休農地解消対策事業 農業者等 
当該施策の効果が将来

に及ぶ 

鳥獣被害対策事業 自治会等 
当該施策の効果が将来

に及ぶ 

農業経営持続・効率化支援事業 農業者等 
当該施策の効果が将来

に及ぶ 

商工業・６次

産業化 

 

企業立地等推進事業 企業 
当該施策の効果が将来

に及ぶ 

地域商社機能創出拡充支援事業 道の駅等 
当該施策の効果が将来

に及ぶ 

木之本宿まちなか再生事業 市 
当該施策の効果が将来

に及ぶ 

観光 
北部地域観光誘客事業 市 

当該施策の効果が将来

に及ぶ 

西浅井桜花見誘客事業 市 
当該施策の効果が将来

に及ぶ 

とらひめまつり誘客事業 活動団体 
当該施策の効果が将来

に及ぶ 

木之本地域振興イベント事業 実行委員会 
当該施策の効果が将来

に及ぶ 

余呉地域振興イベント事業 実行委員会 
当該施策の効果が将来

に及ぶ 

西浅井地域振興イベント事業 実行委員会 
当該施策の効果が将来

に及ぶ 

鶏足寺紅葉誘客事業 長浜観光協会 
当該施策の効果が将来

に及ぶ 

伝統的建造物群選定推進事業（木之

本宿） 
市、活動団体 

当該施策の効果が将来

に及ぶ 

伝統的建造物群選定推進事業（菅並） 市 
当該施策の効果が将来

に及ぶ 

  

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

２ 産業の振

興 

（1）基盤整備 

   農 業 

小規模土地改良事業 市  

土地改良事業 県・市  

（4）地場産業

の振興 

加工施設 

丹生地域加工施設整備事業 市 

 

流通販売施

設 
あぢかまの里 施設改修等事業 市 

 

（9）観光又は

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 

余呉湖・賤ケ岳周辺整備事業 市  

地域活性化施設改修事業 市  

妙理の里改修事業 市  

（10）過疎地

域持続的発

展特別事業 

 第 1次産業 

耕作放棄地再生事業 農業者等 
当該施策の効果が将来に

及ぶ 

鳥獣被害対策事業 市・自治会等 
当該施策の効果が将来

に及ぶ 

スマート農業推進事業 市・活動団体 
当該施策の効果が将来

に及ぶ 

商工業・６次

産業化 
企業立地等推進事業 企業 

当該施策の効果が将来

に及ぶ 

農林水産資源活用・流通拡大促進事

業 
市 

当該施策の効果が将来

に及ぶ 

木之本宿まちなか再生事業 市 
当該施策の効果が将来

に及ぶ 

観光 
北部地域観光誘客事業 市 

当該施策の効果が将来

に及ぶ 

西浅井桜花見誘客事業 市 
当該施策の効果が将来

に及ぶ 

とらひめまつり誘客事業 活動団体 
当該施策の効果が将来

に及ぶ 

木之本地域振興イベント事業 
実行委員会 

当該施策の効果が将来

に及ぶ 

余呉地域振興イベント事業 
実行委員会 

当該施策の効果が将来

に及ぶ 

西浅井地域振興イベント事業 
実行委員会 

当該施策の効果が将来

に及ぶ 

鶏足寺紅葉誘客事業 長浜観光協会 
当該施策の効果が将来

に及ぶ 

観音の里誘客事業 市 
当該施策の効果が将来

に及ぶ 

伝統的建造物群選定推進事業（木之

本宿） 
市 

当該施策の効果が将来

に及ぶ 

伝統的建造物群選定推進事業（菅並） 市 
当該施策の効果が将来

に及ぶ 
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 （４）産業振興促進事項 

 （ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業  

種 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考 

虎姫地域、木之本地域、

余呉地域、西浅井地域 

製造業、情報サービス業等、 

農林水産物等販売業、旅館業 

令和８年４月１日～ 

令和 13年３月 31日 
 

  

 （略） 

 （４）産業振興促進事項 

 （ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業

種 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考 

虎姫地域、木之本地域、

余呉地域、西浅井地域 

製造業、情報サービス業等、 

農林水産物等販売業、旅館業 

令和３年４月１日～ 

令和８年３月 31日 
 

  

 （略） 
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 ４ 地域における情報化 

 （１）現況と問題点 

  人口減少や少子高齢化、市民ニーズの多

様化などに伴い、地域コミュニティ機能の

低下、人材不足、高齢者のケアなどが課題

となっている。しかし、従来どおりの行政

運営では、これらの課題を解決し、地域社

会の変化に対応する公共サービスを維持・

 ４ 地域における情報化 

 （１）現況と問題点 

  人口減少や少子・高齢化の急激な進展や

市民ニーズの多様化などにより、自治会な

どのコミュニティ機能が低下している。こ

のような背景のなか、従来の行政運営手法

では、地域社会の変化に対応できる公共サ

ービスを提供していくことが難しくなって
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提供していくことが難しくなってきている

ことから、これまでの制度や仕組みをデジ

タル技術の活用によって変革（ＤＸ：デジ

タルトランスフォーメーション）すること

が求められている。 

  一方で、デジタル技術の急速な発展・普

及によって、高齢者をはじめとするデジタ

ルに不慣れな方が、デジタルの恩恵を享受

できない、生活に必要な情報を得にくくな

る、といったことが懸念される。 

 

 （２）その対策 

 （略） 

  また、あらゆる組織や人が連携・協働し

て創発するデジタル技術を取り入れた新し

いサービスなどの展開を図り、防災・医

療・教育等の各分野において、地域課題の

解決に取り組む。 

  なお、これらの取組において、すべての

住民が恩恵を享受できるよう、講習会の開

催や持続可能なサポート体制の構築など、

きめ細やかなデジタル活用支援を行う。 

 

 

 （３）事業計画（令和８年度～令和12年

度） 
持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

３ 地域におけ

る情報化 

（2）過疎地域持続的

発展特別事業 

 デジタル技術活用 

地域デジタル化推進事業 市・活動団体 
当該施策の効果が将

来に及ぶ 

  

 

おり、これまでの制度や仕組み、価値観で

は対応できない現状にあると言える。 

  こうした状況を解決していくための手法

の一つとして、急速に進展するデジタル技

術の活用が挙げられる。特に、人口減少や

少子・高齢化の進展が著しい地域に対して

は、人材不足や高齢者へのケアなどの課題

が多く、速やかな解決を図る必要がある。 

 

 

 

 （２）その対策 

 （略） 

  また、あらゆる組織や人が連携・協働し

て創発するデジタル技術を取り入れた新し

いサービスなどの展開を図り、防災・医

療・教育等の各分野において、地域の社会

課題の解決に取り組む。 

  なお、これらの取組において、すべての

住民が利益を享受できるよう、デジタル・

デバイド対策が重要であり、講習会の開催

やデジタル機器の利用支援など、きめ細や

かなサポートを行う。 

 

 （３）事業計画（令和３年度～令和７年

度） 
持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

３ 地域におけ

る情報化 

（1）電気通信施設等

情報化のための施設 

 告知放送施設 

告知放送設備維持活用事業 市 

 

（2）過疎地域持続的

発展特別事業 

 デジタル技術活用 

地域デジタル化推進事業 市・活動団体 
当該施策の効果が

将来に及ぶ 
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 ５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

 （１）現況と問題点 

 （略） 

 【林道】 

  林業の振興のため、これまで計画的に林

道整備を行ってきたが、材木搬出に係るコ

スト低減などのためには、老朽化した林道

 ５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

 （１）現況と問題点 

 （略） 

 【林道】 

  林業の振興のため、これまで計画的に林

道整備を行ってきたが、材木搬出に係るコ

スト低減などのためには、老朽化した林道
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の改修や林道を補完する作業道について

も、適切に整備を促進する必要がある。ま

た、森林の多面的利用のニーズが高まりつ

つあり、地域振興のための林道の必要性も

高まっている。 

 【鉄道】 

  鉄道は、ＪＲ北陸本線と湖西線が通過し

ている。運行ダイヤの充実及び利便性の向

上が実現されるよう、地元利用の啓発とと

もに、観光キャンペーンをはじめとする鉄

道利用促進事業に取り組んでいる。 

  直流化開業と合わせて駅舎や駅前の整備

事業を実施した駅もあるが、駅利用者の安

全を確保するため、バリアフリー化を推進

する必要があり、駅へのアクセス道路の改

善や、駅前バスロータリー及び駐車場の散

水消雪装置整備など、課題も多くある。 

 【路線バス】 

 （略） 

 （木之本地域） 

  市の補助を受けて湖国バスが木之本田村

線、金居原線、深坂線を運行している。ま

た、市の補助を受けて滋賀中央交通が木之

本デマンドタクシーを運行している。木之

本田村線及び深坂線はそれぞれ木之本地域

と長浜市街地、木之本地域と西浅井地域と

を繋ぐ接続路線として、金居原線及び木之

本デマンドタクシーは木之本地域内を繋ぐ

公共交通として重要な役割を担っている。 

 （虎姫地域） 

  市の補助を受けて湖国バスが、木之本田

村線を運行している。また、市の補助を受

けて近江タクシーが虎姫デマンドタクシー

を運行している。木之本田村線は、虎姫地

域と長浜市街地を繋ぐ接続路線として、虎

姫デマンドタクシーは虎姫地域内を繋ぐ公

共交通として重要な役割を担っている。 

（略） 

の改築や林道を補完する作業道について

も、適切に整備を促進する必要がある。ま

た、森林の多面的利用のニーズが高まりつ

つあり、地域振興のための林道の必要性も

高まっている。 

 【鉄道】 

  鉄道は、ＪＲ北陸本線と湖西線が通過

している。運行本数の維持及び利便性の

向上が実現されるよう、地元利用の啓発

とともに、観光キャンペーンをはじめと

する鉄道利用促進事業に取り組んでい

る。 

  直流化開業と合わせて駅舎や駅前の整

備事業を実施した駅もあるが、駅へのア

クセス道路の改善や、駅前バスロータリ

ー及び駐車場の散水消雪装置整備など、

課題も多くある。 

 【路線バス】 

 （略） 

 （木之本地域） 

  市の補助を受けて湖国バスが木之本米

原線、金居原線、深坂線を運行してい

る。また、市の補助を受けて伊香交通が

木之本デマンドタクシーを運行してい

る。木之本米原線および深坂線は木之本

地域と長浜市街地、米原市および西浅井

地域とを繋ぐ接続路線として、金居原線

および木之本デマンドタクシーは木之本

地域内を繋ぐ公共交通として重要な役割

を担っている。 

 （虎姫地域） 

  市の補助を受けて湖国バスがびわ虎姫

線、木之本米原線を運行している。これ

らの路線バスは、虎姫地域とびわ地域、

長浜市街地、米原市とを繋ぐ接続路線と

して重要な役割を担っている。 

（略） 
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 （２）その対策 

 （略） 

 【市道】 

  市道については、「長浜市道づくり計画

（平成25年度）」を踏まえ、道路整備の優

先性を定めた「長浜市道路整備アクション

プログラム2025(令和８年３月改定予定)」

に基づき、これに地域や路線ごとの諸条件

を考慮し整備を進める。また、インフラ長

寿命化基本計画における点検結果に基づく

計画的な修繕・更新を実施するほか、安全

確保のための道路維持補修・改良を実施

し、信頼性の高い道づくりを進める。 

  雪寒対策については、「長浜市道路雪寒

対策基本計画(令和７年12月改定)」に基づ

き、散水消雪装置などの消雪設備の改修及

び整備を行うとともに、大型機械の導入や

除雪出動体制の強化によって、交通途絶を

防止し、地域住民の移動を確保する。ま

た、歩道や地域内生活道路の除雪について

は、市民協働によって除雪を進める必要が

あり、地域住民による除雪体制の構築や小

型機械の整備促進を図る。 

 （略） 

 【鉄道】 

  ＪＲ北陸本線の直流化によって鉄道の利

便性は向上したが、駅利用者の安全を確保

するため、バリアフリー化を推進する必要

があり、運行ダイヤの充実と併せて滋賀県

や他の自治体との連携のもとに、地域住民

の鉄道利用促進対策事業を推進するととも

に、鉄道事業者と協調しながら、鉄道を利

用した観光誘客事業にも取り組む。 

  併せて、駅を核とした公共交通ネットワ

ークを充実する。 

 【路線バス】 

  地域内での運行はもとより、地域外への

 （２）その対策 

 （略） 

 【市道】 

  市道については、「長浜市道づくり計画

（平成25年度）」を踏まえ、道路整備の優

先性を定めた「長浜市道路整備アクション

プログラム2020(令和２年度)」に基づき、

これに地域や路線ごとの諸条件を考慮し整

備を進める。また、インフラ長寿命化基本

計画における点検結果に基づく計画的な修

繕・更新を実施するほか、安全確保のため

の道路維持補修・改良を実施し、信頼性の

高い道づくりを進める。 

  雪寒対策については、「長浜市道路雪

寒対策基本計画(令和元年度)」に基づ

き、散水消雪装置などの消雪設備の改修

及び整備を行うとともに、大型機械の導

入や除雪出動体制の強化によって、交通

途絶を防止し、地域住民の移動を確保す

る。また、歩道や地域内生活道路の除雪

については、市民協働によって除雪を進

める必要があり、地域住民による除雪体

制の構築や小型機械の整備促進を図る。 

 （略） 

 【鉄道】 

  ＪＲ北陸本線の直流化によって鉄道の

利便性は向上したが、今後もこれを維持

するために、滋賀県や他の自治体との連

携のもとに、地域住民の鉄道利用促進対

策事業を推進するとともに、鉄道事業者

と協調しながら、鉄道を利用した観光誘

客事業にも取り組む。 

  合わせて、駅を核とした公共交通ネッ

トワークを充実する。 

 

 【路線バス】 

  地域内での運行はもとより、地域外へ
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路線も、通学や通院、買い物などの日常生

活に欠かせないものとなっている。定住促

進を図るためにも、住民ニーズに対応した

バス路線等の維持確保に対する支援や取組

を行う。また今後、高齢により運転ができ

なくなる住民が増加することから、交通弱

者の移動手段確保の観点からも公共交通の

利用を積極的に推奨していく。 

 

 （３）事業計画（令和８年度～令和12年

度） 

持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施設の

整備、交通手

段の確保 

（1）市町村道 

道路 

木之本宿まちなみ再生事業 市  

消雪施設整備改良事業 市  

市道維持補修・改良事業 市  

橋りょう 橋梁長寿命化事業 市  

その他 雪寒基地整備事業 市  

（3）林道 林道七々頭ヶ岳線舗装整備事業 市  

林道横山岳線改良事業 市  

林道維持補修事業 市  

（5）鉄道施設等 

 鉄道施設 
鉄道駅施設整備事業 市 

 

（6）自動車等 

 自動車 

除雪車両整備事業 市  

路線バス車両整備補助事業 
交通事業者・

市 

 

（9）過疎地域持

続的発展特別事

業 

 公共交通 

除雪対策車両等整備補助事業 自治会 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

公共交通確保対策事業 交通事業者 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  

の路線も、通学や通院、買い物などの日

常生活に欠かせないものとなっている。

定住促進を図るためにも、住民ニーズに

対応したバス路線維持確保への支援や取

組を行う。また今後、高齢により運転が

できなくなる住民が増加することから、

交通弱者の移動手段確保の観点からも公

共交通の利用を積極的に推奨していく。 

 

 （３）事業計画（令和３年度～令和７年

度） 
持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施設

の 

整備、交通手 

段の確保 

（1）市町村道 

道路 

木之本宿まちなみ再生事業 市  

消雪施設整備改良事業 市  

市道維持補修・改良事業 市  

橋りょう 橋梁長寿命化事業 市  

その他 雪寒基地整備事業 市  

（3）林道 林道七々頭ヶ岳線舗装整備事業 市  

林道維持補修事業 市  

（5）鉄道施設等 

 鉄道施設 
鉄道駅施設整備事業 市 

 

（6）自動車等 

 自動車 

除雪車両整備事業 市  

路線バス車両整備補助事業 
交通事業者・

市 

 

（9）過疎地域持

続的発展特別事

業 

 公共交通 

除雪対策車両等整備補助事業 自治会 
当該施策の効果が

将来に及ぶ 

公共交通確保対策事業 交通事業者 
当該施策の効果が

将来に及ぶ 
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 （４）公共施設等総合管理計画との整合 

 （略） 

 ２）都市基盤施設 

 ①駐車場・駐輪場 

 ・施設の有料化に関し使用料収入と有料化

に伴う経費の比較や、有料化に伴う駅利

用者の影響等について総合的に検討し、

有効な場合は施設の有料化を行います。 

 ・駅関連施設の管理運営の方法と調整しつ

つ指定管理者制度を導入することで、よ

り効率的・効果的な施設運営を行いま

す。 

 ・安全性の確保や施設機能の維持を図るた

め、計画的に駐車場区画線の補修などを

行います。 

 ②その他都市基盤施設（駅関連施設） 

 （４）公共施設等総合管理計画との整合 

 （略） 

 ２）都市基盤施設 

 ①駐車場・駐輪場 

 ・施設の有料化について検討し、有効な場

合は施設の有料化を行います。 

 ・駅関連施設の管理運営の方法と調整しつ

つ指定管理者制度を導入することで、よ

り効率的・効果的な施設運営を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 ②その他都市基盤施設（駅関連施設） 
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 ・管理運営のあり方について鉄道事業者と

協議を行い、鉄道利用者の利便性の向上

を図ります。 

 ・安全性の確保や施設機能の維持回復、施

設の運営コストの縮減等を図るため、計

画的にＬＥＤ化やトイレの洋式化などに

より、施設の長寿命化を図ります。 

 ３）インフラ資産 

 ①道路 

  （略） 

 ・今後整備が必要となる道路について

は、道路整備による効果が大きい路線

を優先的に整備することを基本とし

て、整備の実現性を加味したランク分

けを行ったうえで、財政状況・将来投

資見込額との整合性を取りながら整備

の優先順位を定めます。 

  （略） 

 ・管理運営のあり方について鉄道事業者と

協議を行い、鉄道利用者の利便性の向上

を図ります。 

 ・自動券売機の導入による業務の効率化の

ほか、券売業務や開館時間などの管理運

営の平準化を進めることにより、経費の

節減を図ります。 

 ３）インフラ資産 

 ①道路 

  （略） 

 ・今後整備が必要となる道路については、

道路整備による効果が大きい路線を優先

的に整備することを基本として、整備の

実現性を加味したランク分けを行った上

で、財政状況・将来投資見込額との整合

性を取りながら整備の優先順位を定めま

す。 

  （略） 
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 ６ 生活環境の整備 

 （１）現況と問題点 

 【水道施設】 

  水道施設については、長浜市地域水道ビ

ジョンに基づき、平成27年度に上水道、及

び平成29年度に簡易水道を長浜水道企業団

へ移管し、広域化による効率的な維持管理

に努めている。今後は、老朽化が進行して

いる施設の更新を行う必要がある。 

 

 

 【下水処理施設】 

  公共下水道事業は、平成２年に虎姫処理

区、平成３年に木之本処理区の事業認可を

受け、概ね下水道整備は完了しているが、

今後はストックマネジメント計画に基づく

施設の長寿命化対策が必要となる。また、

農業集落排水事業は、昭和59年から整備に

取り組み、全集落の施設整備は完了してい

 ６ 生活環境の整備 

 （１）現況と問題点 

 【水道施設】 

  水道施設については、長浜市地域水道ビ

ジョンに基づき、平成27年度に上水道、及

び平成29年度に簡易水道を長浜水道企業団

へ移管し、広域化による効率的な維持管理

に努めているが、施設の老朽化の進行によ

り、水の安定供給や施設の維持管理に支障

が出てきているため施設の更新を行う必要

がある。 

 【下水処理施設】 

  公共下水道事業は、平成２年に虎姫処理

区平成３年に木之本処理区の事業認可を受

け、概ね下水道整備は完了しているが、今

後はストックマネジメント計画に基づく施

設の長寿命化対策が必要となる。また、農

業集落排水事業は、昭和59年から整備に取

組み、全集落の施設整備は完了している
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るが、施設の老朽化及び維持管理コストへ

の対策を講じていく必要がある。 

 （略） 

 【消防施設】 

  本地域の防災は、常備消防の湖北地域消

防本部と非常備消防である消防団、自主防

災組織の連携によって支えられてきた。し

かし、木之本・余呉・西浅井地域を管区と

する伊香消防署は、昭和47年に建築され、

老朽化が著しく耐震化も未実施のため、大

規模災害時の持続的な消防機能の確保や消

防拠点としての機能が果たせない可能性が

高い。また、高齢化に伴って出動回数が増

加するなど、抜本的な消防体制の充実強化

が求められている。 

 （略） 

 

 （２）その対策 

 （略） 

 【消防施設】 

  過疎地域を主な管区とする伊香消防署の

庁舎問題を早急に解決するため、新たな庁

舎を整備し、将来を見据えた持続可能な消

防体制を構築するため、整備を進める。 

  初期消火体制の充実を図るため、計画的

に適正な箇所への耐震性貯水槽の設置に努

める。また、消防ポンプ自動車などの消防

施設及び機械器具の更新・充実を図ること

によって、消防団の消火能力の強化を図

る。さらに、地域住民や消防団員による初

期消火等の防災・減災活動が迅速に行われ

るよう、自主防災組織等の資機材の充実を

図るとともに、消防団へ配備する消防ポン

プ自動車や機械器具などの消防設備の更

新・充実を図る。 

 （略） 

 

が、施設の老朽化及び維持管理コストへの

対策を講じていく必要がある。 

 （略） 

 【消防施設】 

  本地域の防災は、常備消防の湖北地域消

防本部と非常備消防である消防団、自主防

災組織の連携によって支えられてきた。し

かし、余呉地域と今回指定を受けた木之本

地域、西浅井地域を管区とする伊香分署

は、昭和47年に建築され、老朽化が著しく

耐震化も未実施のため、大規模災害時の持

続的な消防機能の確保や消防拠点としての

機能が果たせない可能性が高い。また、高

齢化に伴って出動回数が増加するなど、抜

本的な消防体制の充実強化が求められてい

る。 

 （略） 

 （２）その対策 

 （略） 

 【消防施設】 

  過疎地域を主な管区とする伊香分署の庁

舎問題を早急に解決するため、全面的な施

設改修を行い、将来を見据えた持続可能な

消防体制を構築するため、基本設計に着手

する。 

  初期消火体制の充実を図るため、計画的

に適正な箇所への耐震性貯水槽の設置に努

める。また、消防ポンプ自動車などの消防

施設及び機械器具の更新・充実を図ること

によって、消防団の消火能力の強化を図

る。さらに、地域住民や消防団員による初

期消火等の防災・減災活動が迅速に行われ

るよう、自主防災組織等の資機材の充実を

図ると共に、消防団へ配備する消防ポンプ

自動車や機械器具などの消防設備の更新・

充実を図る。 

（略） 
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 （３）事業計画（令和８年度～令和12年

度） 

持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

５ 生活環境の

整備 

（1）水道施設 

上水道 
水道施設整備事業 長浜水道企業団  

簡易水道 水道施設整備事業 長浜水道企業団  

（2）下水処理

施設 

公共下水道 

流域下水道接続事業 

ストックマネジメント事業 
市 

 

農村集落排

水施設 

農業集落排水処理施設統廃合事業、

ストックマネジメント事業 
市 

 

その他 雨水幹線事業 市  

（5）消防施設 
伊香消防署庁舎整備事業 

湖北地域消防組

合 

 

消防ポンプ自動車等整備事業 市  

耐震性貯水槽整備事業 市  

消防団拠点施設整備事業 市  

(6) 公営住宅 市営住宅維持改修事業 市  

(7）過疎地域

持続的発展

特別事業 

環境 

廃棄物処分場運営整備事業 
湖北広域行政事

務センター 

当該施策の効果が

将来に及ぶ 

防災・防犯 
自主防災活動組織補助事業 自治会等 

当該施策の効果が

将来に及ぶ 

(8）その他 普通河川排水路改修事業 市  

  

 （４）公共施設等総合管理計画との整合 

 （略） 

 ２）公営住宅 

 ①市営住宅（市営住宅等） 

 ・長浜市公営住宅等長寿命化計画に基づ

き、旧伊香地域の老朽化した団地を宇根

本団地へ集約するため、ＰＦＩ等導入可

能性調査を実施したうえで、建替を行い

ます。 

 ・耐用年数を迎えた空き住棟は、基本的に

用途廃止を検討します。 

 ・市営住宅は、現況入居者の権利保全と住

宅セーフティネットの中核を担うことを

念頭に、必要戸数を維持します。 

 ・地域の困窮者数の予測をもとに、必要最

小限の公営住宅ストックを確保します。 

 ・特定公共賃貸住宅は、土地所有者の意向

を尊重しながら、現住宅の対応を検討し

ます。 

 ３）インフラ資産 

 ①下水道施設 

 （略） 

 ・ストックマネジメント計画に基づき、管

 （３）事業計画（令和３年度～令和７年

度） 
持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

５ 生活環境の

整備 

（1）水道施設 

上水道 
水道施設整備事業 長浜水道企業団  

 簡易水道 水道施設整備事業 長浜水道企業団  

（2）下水処理

施設 

 公共下水道 

流域下水道接続事業 

ストックマネジメント事業 
市 

 

 農村集落排

水施設 

農業集落排水処理施設統廃合事業、

ストックマネジメント事業 
市 

 

 その他 雨水幹線事業 市  

（5）消防施設 
長浜消防署伊香分署施設整備事業 

湖北地域消防組

合 

 

消防ポンプ自動車等整備事業 市  

耐震性貯水槽整備事業 市  

消防団拠点施設整備事業 市  

(6) 公営住宅 市営住宅維持改修事業 市  

(7）過疎地域

持続的発展

特別事業 

 環境 

廃棄物処分場運営整備事業 
湖北広域行政事

務センター 

当該施策の効果が

将来に及ぶ 

 防災・防犯 
自主防災活動組織補助事業 自治会等 

当該施策の効果が

将来に及ぶ 

(8）その他 
普通河川排水路改修 市 

当該施策の効果が

将来に及ぶ 

  
 （４）公共施設等総合管理計画との整合 

 （略） 

 ２）公営住宅 

 ②市営住宅（市営住宅等） 

 ・耐用年数を迎える住棟は、基本的に用途

廃止をゼロベースで検討します。 

 ・市営住宅は、現況入居者の権利保全と住

宅セーフティネットの中核を担うことを

念頭に、適正な管理戸数の維持・確保を

目指します。 

 ・特定公共賃貸住宅は、土地所有者の意向

を尊重しながら、現住宅の対応を検討し

ます。 

 ・借り上げ住宅制度について、検討を進め

ます。 

 

 

 

 

 ３）インフラ資産 

 ①下水道施設 

 （略） 

 ・マンホールポンプ施設については、緊急
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路については状態監視保全による腐食の

恐れが大きい幹線から点検・調査を行

い、劣化状況の把握に努め更新計画の判

断を図ります。マンホールポンプ施設

は、時間計画保全による改築により長寿

命化を図ります。 

 （略） 

通報システムの整備を行い、集約した管

理体制による効率的な機能維持に努めま

す。 

 ・ストックマネジメント計画に基づき、管

路については令和19 年以降の更新需要

に備え、状態監視保全による劣化状況の

把握に努め、マンホールポンプ施設は、

時間計画保全による改築により長寿命化

を図ります。 

 （略） 

  20ページ 

 ７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及

び福祉の向上及び増進 

 （１）現況と問題点 

 【子育て環境】 

  本市では、令和７年度から「長浜市未来

こども若者計画」を策定し、就学前教育・

保育と放課後における児童の居場所の充

実、安心して子育てできる環境づくり、子

どもの育ちを応援する地域づくりなど、各

種の子育て支援施策を推進している。 

 （略） 

 

 【高齢者等福祉の環境】 

  本地域の高齢化率は、令和７年に虎姫地

域で35.3％、木之本地域で40.3％、余呉地

域で46.0％、西浅井地域で40.9％となって

おり、全国平均、滋賀県平均をともに大き

く上回っている状況にある。特に、ひとり

暮らしや後期高齢者の割合が高いため、介

護を必要とする高齢者の安心確保への対策

が必要となっており、認知症グループホー

ムをはじめ各種保健福祉サービスの整備を

行ってきた。 

  現在、公設デイサービスセンター等を拠

点とする介護保険サービス事業に加えて、

高齢者等の健康増進や介護予防など様々な

健康福祉対策の事業を行っているが、広範

 ７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及

び福祉の向上及び増進 

 （１）現況と問題点 

 【子育て環境】 

  本市では、令和２年度から「第２期長浜

市子ども・子育て支援事業計画」を策定

し、就学前教育・保育と放課後児童クラブ

の充実、安心して子育てできる環境づく

り、子どもの育ちを応援する地域づくりな

ど、各種の子育て支援施策を推進してい

る。 

 （略） 

 【高齢者等福祉の環境】 

  本地域の高齢化率は、令和２年に虎姫地

域で32.7％、木之本地域で37.2％、余呉地

域で42.1％、西浅井地域で37.0％となって

おり、全国平均、滋賀県平均をともに大き

く上回っている状況にある。特に、ひとり

暮らしや後期高齢者の割合が高いため、介

護を必要とする高齢者の安心確保への対策

が必要となっており、認知症グループホー

ムをはじめ各種保健福祉サービスの整備を

行ってきた。 

  現在、余呉福祉ステーション等を拠点と

する介護保険サービス事業に加えて、高齢

者等の健康増進や介護予防など様々な健康

福祉対策の事業を行っているが、広範な地
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な地域に集落が点在し、健診などの会場や

医療機関まで相当の距離があることから、

サービス内容の充実や移動を含むきめ細や

かな対応が要求されている。また、高齢者

の生きがい対策として積極的な社会参加を

促し、豊かな経験と知識が活かせる機会を

提供していく必要がある。 

 

 （２）その対策 

 【子育て環境】 

  「長浜市未来こども若者計画」に基づ

き、次代を担う児童が、心身ともに健やか

に育成されるよう、保育サービスや放課後

における児童の居場所の充実等、安心して

子どもを育てられる環境づくりを進め、家

庭や地域、行政が一体となった地域活動を

展開する。また、子育て家庭が地域社会に

おいて孤立しないよう、家庭や地域、学

校、子育て支援センター、認定こども園等

がそれぞれの機能を発揮するとともに、連

携を強化し、身近な地域における子育て支

援サービスの充実を図る。並びに若い世代

が結婚し、子どもを安心して産み育てる環

境を整え、妊娠・出産・子育ての切れ目の

ない支援を行う。 

 （略） 

域に集落が点在し、健診などの会場や医療

機関まで相当の距離があることから、サー

ビス内容の充実や移動を含むきめ細やかな

対応が要求されている。また、高齢者の生

きがい対策として積極的な社会参加を促

し、豊かな経験と知識が活かせる機会を提

供していく必要がある。 

 

 （２）その対策 

 【子育て環境】 

  「第２期長浜市子ども・子育て支援事業

計画」に基づき、次代を担う児童が、心身

ともに健やかに育成されるよう、保育サー

ビスや放課後児童クラブの充実等、安心し

て子どもを育てられる環境づくりを進め、

家庭や地域、行政が一体となった地域活動

を展開する。また、子育て家庭が地域社会

において孤立しないよう、家庭や地域、学

校、子育て支援センター、認定こども園等

がそれぞれの機能を発揮するとともに、連

携を強化し、身近な地域における子育て支

援サービスの充実を図る。並びに若い世代

が結婚し、子どもを安心して産み育てる環

境を整え、妊娠・出産・子育ての切れ目の

ない支援を行う。 

 （略） 

  21ページ 

 （３）事業計画（令和８年度～令和12年

度） 

 （３）事業計画（令和３年度～令和７年

度） 
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持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

６ 子育て環境

の確保、高齢者

等の保健及び

福祉の向上及

び増進 

(2) 認定こど

も園 

認定こども園通園バス整備事業 市  

認定こども園施設改修事業 市  

(3)高齢者福

祉施設 

 老人福祉セ

ンター 

やまなみプラザ改修事業 市  

西浅井福祉ステーション改修事業 市  

木之本福祉ステーション改修事業 市  

虎姫デイサービスセンター改修事業 市  

(4）介護老人

保健施設 
老人保健施設設備整備事業 市 

 

（8）過疎地

域持続的発

展特別事業 

 児童福祉 

放課後児童クラブ運営事業 市 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

未就園児広場実施事業 市 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

高齢者・障

害者福祉 

しょうがい者福祉相談支援センター

運営事業 
市 

当該施策の効果

が将来に及ぶ 

地域包括支援センター運営事業 市 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

日常生活支援事業 市・活動団体 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

訪問等介護サービス確保対策事業 
訪問サービス

等事業者 

当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  

持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

６ 子育て環境

の確保、高齢者

等の保健及び

福祉の向上及

び増進 

(2) 認定こど

も園 

認定こども園通園バス整備事業 市  

認定こども園施設改修事業 市  

(3)高齢者福

祉施設 

 老人福祉セ

ンター 

やまなみプラザ改修事業 市  

西浅井福祉ステーション改修事業 市  

木之本福祉ステーション改修事業 市  

虎姫デイサービスセンター改修事業 市  

(4）介護老人

保健施設 

老人保健施設整備事業 市  

老人保健施設設備整備事業 市  

（8）過疎地

域持続的発

展特別事業 

 児童福祉 

放課後児童クラブ開設事業 市 
当該施策の効果が

将来に及ぶ 

未就園児広場実施事業 市 
当該施策の効果が

将来に及ぶ 

高齢者・障

害者福祉 

しょうがい者福祉相談支援センター

運営事業 
市 

当該施策の効果が

将来に及ぶ 

地域包括支援センター運営事業 市 
当該施策の効果が

将来に及ぶ 

日常生活支援事業 市・活動団体 
当該施策の効果が

将来に及ぶ 

訪問等介護サービス確保対策事業 
訪問サービス

等事業者 

当該施策の効果が

将来に及ぶ 

  

  22ページ 

 （４）公共施設等総合管理計画との整合 

 ○施設類型ごとの管理に関する基本方針

（総合管理計画より抜粋） 

 １）福祉系施設 

 ①子育て支援施設（幼稚園・保育所・認定

こども園） 

 ・施設の計画的な予防保全による維持管理

経費の縮減や財政負担の平準化を図るた

め、令和３年１月に策定した「長浜市学

校施設等長寿命化計画」に基づき、施設

の改修、維持管理等に努めます。 

 ・外部有識者を含む「長浜市学校園の適正

規模・適正配置検討委員会」を開催し、

中長期的な視野で幅広い助言・意見聴取

を行うとともに、保護者や地域等の意見

を伺いながら、本市の今後の学校園のあ

り方について検討を進めます。 

 ・令和８年度から令和17年度までの10年間

を期間とした「長浜市学校園の適正規

模・適正配置に関する基本方針」の策定

に取り組み、基本方針に沿った適正配置

計画により、統合・集約・廃止を進め、

本類型における総延床面積の13％削減を

目指します。また、譲渡・解体だけでな

く、貸付等の手法も検討します。 

 ②保健・福祉施設（高齢者福祉施設） 

 （４）公共施設等総合管理計画との整合 

 ○施設類型ごとの管理に関する基本方針

（総合管理計画より抜粋） 

 １）福祉系施設 

 ①子育て支援施設（認定こども園） 

 ・施設の計画的な予防保全による維持管理

経費の縮減や財政負担の平準化を図るこ

とを目的とした「学校施設等長寿命化計

画」を令和２年度中に策定します。 

 ・就学前教育の推進という目的に照らし

て、国の動向や地域の実情を踏まえつ

つ、認定こども園の普及を図ります。 

 ・民間保育所の誘致を行い、待機児童の解

消を図るとともに、公立保育所について

は、適正配置を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②保健・福祉施設（高齢者福祉施設） 
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 ・デイサービスセンターについては、要介

護認定者数の増加に伴い、デイサービス

利用も伸びることが予測されますが、民

間で同種のサービスが提供されているこ

とから、行政が担う施設サービスの範囲

を見極めつつ、日常生活圏域ごとに設置

の必要性を継続的に検討します。 

 ・高齢者福祉センターについては、長期的

には機能の集約による施設の統合や廃止

も視野に入れつつも、教養の向上及びレ

クリエーション等の機会提供の場にとど

まらず、介護予防活動の拠点として、利

用者の増加や活性化につながる方策を推

進します。 

 （略） 

 

 ８ 医療の確保 

 （１）現況と問題点 

  北部地域で唯一の病院として、木之本地

域に湖北病院がある。湖北病院は、県のへ

き地医療拠点病院の指定を受け、無医地区

等への巡回診療の実施や、へき地診療所へ

の代診医の派遣、医療従事者の研修などを

実施している。 

  巡回診療は、余呉地域で中河内及び菅

並、木之本地域では金居原及び杉野で行っ

ている。また、湖北病院は同一建物に介護

老人保健施設を有し、更には、地域包括支

援センターを設置して高齢者に対する保

健、医療、福祉、介護が一体となった地域

包括ケアの取組を行っている。 

  へき地診療所は、余呉地域では中之郷診

療所、今市出張診療所、上丹生出張診療所

があり、湖北病院に運営を委任している。

また、西浅井地域では、にしあざい診療所

と塩津出張診療所、菅浦出張診療所があ

り、いずれも地域医療振興協会が指定管理

者として運営を行っている。 

 （略） 

 ・デイサービスセンターについては、民間

で同種のサービスが提供されていること

から、行政が担う施設サービスの範囲を

見極めつつ、今後のあり方を検討しま

す。 

 ・高齢者福祉センターについては、経費の

節減やより効率的、効果的な施設運営を

前提としつつ、高齢者福祉の増進やボラ

ンティア活動の支援等を行うため、市の

保健福祉事業の実施状況等を踏まえ、機

能の統合を進めます。 

 （略） 

 

 

 

 

 ８ 医療の確保 

 （１）現況と問題点 

  北部地域で唯一の病院として、木之本地

域に長浜市立湖北病院がある。湖北病院

は、県のへき地医療拠点病院の指定を受

け、無医地区等への巡回診療の実施や、へ

き地診療所への代診医の派遣、医療従事者

の研修などを実施している。 

  巡回診療は、余呉地域で中河内および菅

並、木之本地域では金居原および杉野で行

っている。また、湖北病院は同一建物に介

護老人保健施設を有し、更には、地域包括

支援センターを設置して高齢者に対する保

健、医療、福祉、介護が一体となった地域

包括ケアの取組を行っている。 

  へき地診療所は、余呉地域では中之郷診

療所、今市出張診療所、上丹生出張診療所

の運営を行っている。また、西浅井地域で

は、にしあざい診療所と塩津出張診療所、

菅浦出張診療所があり、いずれも地域医療

振興協会が指定管理者として運営を行って

いる。 

 （略） 
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  また、湖北病院は、本館が築後43年を経

過し、施設面や機器類においても老朽化が

進んでいる。 

 （略） 

 

 （２）その対策 

 （略） 

  病院施設については、医療と介護の連携

などへき地医療拠点病院としての役割を果

たせるよう、経営強化プラン(中期経営計

画2022-2027)等に基づいて、施設や機器類

の計画的な整備・更新を図る。 

  また、国民健康保険直営診療所において

も、持続可能な診療体制の確保に向け、必

要な施設整備及び機器類の更新を行う。加

えて医師確保につながる整備や施設のバリ

アフリー化を行う。 

 （略） 

  また、湖北病院は、本館が築後38年を経

過し、施設面や機器類においても老朽化が

進んでいる。 

 （略） 

 

 （２）その対策 

 （略） 

  病院施設については、医療と介護の連携

などへき地医療拠点病院としての役割を果

たせるよう、中期経営計画において検討を

行い、施設や機器類の計画的な整備・更新

を図る。 

  また、国民健康保険直営診療所において

も、持続可能な診療体制の確保に向け、必

要な施設整備および機器類の更新を行う。

加えて医師確保につながる整備や施設のバ

リアフリー化を行う。 

 （略） 
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 （３）事業計画（令和８年度～令和12年

度） 

持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

７ 医療の確

保 

（1）診療施設 

病院 

病院施設整備事業 市  

病院医療機器等整備事業 市  

へき地出張診療所巡回診療車整備事業 市  

 診療所 診療所医療機器等整備事業 市  

診療所施設整備事業 市  

（3）過疎地域

持続的発展

特別事業 

 自治体病院 

病院地域医療確保対策事業 市 
当該施策の効果が

将来に及ぶ 

医師確保対策事業 

 基金積立を行う 
市 

当該施策の効果が

将来に及ぶ 

遠隔医療事業（オンライン診療、遠隔

健康相談等の環境整備） 
市 

当該施策の効果が

将来に及ぶ 

  

 

 （４）公共施設等総合管理計画との整合 

 ○施設類型ごとの管理に関する基本方針

（総合管理計画より抜粋） 

 １）企業会計施設 

 ①病院施設等 

 ・地域医療構想に基づく病院再編により、

湖北地域の病院が一体となり各病院が連

携してそれぞれの役割を担う医療提供体

制を構築します。 

 （３）事業計画（令和３年度～令和７年

度） 

持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

７ 医療の確

保 

（1）診療施設 

病院 

病院施設整備事業 市  

病院医療機器等整備事業 市  

へき地出張診療所巡回診療車整備事業 市  

 診療所 診療所医療機器等整備事業 市  

診療所施設整備事業 市  

（3）過疎地域

持続的発展

特別事業 

 自治体病院 

病院地域医療確保対策事業 市 
当該施策の効果が

将来に及ぶ 

医師確保対策事業 市 
当該施策の効果が

将来に及ぶ 

遠隔医療事業（オンライン診療、遠隔

健康相談等の環境整備） 
市 

当該施策の効果が

将来に及ぶ 

  

 

 （４）公共施設等総合管理計画との整合 

 ○施設類型ごとの管理に関する基本方針

（総合管理計画より抜粋） 

 １）企業会計施設 

 ①病院施設等 

 ・病院については、病院基本計画や病院事

業改革プラン等に基づき、医療の質と患

者サービスの向上を図るとともに、経営

の効率化を進め、良質な医療の提供や持
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 ・医師の働き方改革等を進めるため、各病

院の機能に合わせ診療科を集約します。 

 ・引き続き長浜市病院事業中期経営計画に

基づき、医療の質と患者サービスの向上

を図るとともに、経営の効率化を進め、

良質な医療の提供や持続可能な体制の整

備に取り組みます。 

 ・老人保健施設については、長浜市立湖北

病院との一体経営により、効率的な運営

を図ります。 

 ２）福祉系施設 

 ①医療施設（診療所） 

 ・医師確保の状況を見極めつつ、施設の利

用実態、交通アクセス、民間も含めた周

辺施設の状況、地域の実情等を考慮した

管理運営体制としていきます。 

 （略） 

続可能な体制の整備に向けた検討を行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２）福祉系施設 

 ①医療施設（診療所） 

 ・医師確保の状況を見極めつつ、施設の利

用３実態、交通アクセス、民間も含めた

周辺施設の状況、地域の実情等を考慮し

た管理運営体制としていきます。 

 （略） 
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 ９ 教育の振興 

 （１）現況と問題点 

 【学校教育施設】 

  本地域には小学校５校、中学校２校、義

務教育学校２校が存在する。現在ここに

1,073人の子どもが通っているが、５年前

（令和２年）と比べ119人減っており、今

後もこの減少傾向は続く見込みである。 

  このような状況において、本市では学校

適正配置方針に基づき、平成30年４月に余

呉地域において小中学校の統合により滋賀

県内初の施設一体型義務教育学校を開校、

令和２年４月に木之本地域で杉野小中学校

を木之本小・中学校に統合、虎姫地域で本

市において２校目となる施設一体型義務教

育学校を開校し、令和８年４月に西浅井地

域で塩津小学校と永原小学校を統合、木之

本地域で伊香具小学校を木之本小学校に統

合するところである。 

  また、閉校となった学校教育施設につい

 ９ 教育の振興 

 （１）現況と問題点 

 【学校教育施設】 

  本地域には小学校５校、中学校２校、義

務教育学校２校が存在する。現在ここに

1,192人の子どもが通っているが、５年前

（平成27年）と比べすでに232人減ってお

り、今後もこの減少傾向は続く見込みであ

る。 

  このような状況において、本市では学校

適正配置方針に基づき、平成30年４月に余

呉地域において小中学校の統合により滋賀

県内初の施設一体型義務教育学校を開校、

令和２年４月には木之本地域で杉野小中学

校を木之本小・中学校に統合し、子どもた

ち一人ひとりが適正規模の集団の中で切磋

琢磨しながら社会性を身に付けていける教

育環境を整備してきた。また、同じく令和

２年４月、虎姫地域において、認定こども

園から高等学校までの保育・教育施設が並
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ては、「長浜市学校跡地等利活用方針」に

基づき、地域の活性化など地域住民の意向

を尊重することを原則に有効活用を図るこ

ととしている。 

  こうした取組を進めながらも、数多くの

教育施設の老朽化が進んでおり、子どもた

ちに質の高い学習環境を提供していくため

には、指定区域において学校の適正配置と

計画的・効率的な施設整備の両面から、引

き続き人口減少・過疎時代への対策を講じ

ていかなければならない。 

  さらに、木之本・余呉・西浅井地域にお

いては、かねてから通学範囲が広いため遠

距離通学の児童生徒に対してスクールバス

や通学交通費の助成を行っているが、適正

配置が進めば必然的に通学距離も伸びるた

め、継続的な支援は今後も必要となる。 

 

 【体育施設】 

  体育施設については、湖北ＴＨＧツイン

アリーナをはじめとした３つの体育館、３

つの運動場、雨天時・降雪時にも利用可能

な余呉屋内グラウンド、西浅井いきいきホ

ールが日常生活に密着したスポーツ活動に

利用されている。また、本地域におけるス

ポーツイベントとして、奥びわ湖健康マラ

ソンが開催されており、市内はもとより県

外からも多くの参加がある。 

 

 【集会施設】 

  まちづくりセンター等の集会施設につい

ては、各地域に設置し、住民の学習機会の

確保と地域づくりの拠点施設としての機能

を担っている。しかし、一部施設の老朽化

や住民の利便性を考慮し、住民の学習機会

の確保と地域づくりの拠点施設としての機

能を充実していく必要がある。 

  また、木之本、余呉及び西浅井まちづく

りセンターのように、生涯学習関連施設が

立する立地特性を生かすための、本市で２

校目となる施設一体型義務教育学校を開校

したところである。 

  こうした取組を進めながらも、なお木之

本地域や西浅井地域には複式学級が存在す

る。加えて、数多くの教育施設の老朽化も

進んでおり、子どもたちに質の高い学習環

境を提供していくためには、指定区域にお

いては学校の適正配置と計画的・効率的な

施設整備の両面から、引き続き人口減少・

過疎時代への対策を講じていかなければな

らない。 

  また、木之本・余呉・西浅井地域におい

ては、かねてから通学範囲が広いため遠距

離通学の児童生徒に対してスクールバスや

通学交通費の助成を行っているが、適正配

置が進めば必然的に通学距離も伸びるた

め、継続的な支援は今後も必要となる。 

 【体育施設】 

  体育施設については、長浜伊香ツインア

リーナをはじめとした４つの体育館、３つ

の運動場、雨天時・降雪時にも利用可能な

余呉屋内グラウンド、西浅井いきいきホー

ルが日常生活に密着したスポーツ活動に利

用されている。また、本地域におけるスポ

ーツイベントとして、余呉湖健康マラソ

ン、奥びわ湖健康マラソンが開催されてお

り、市内はもとより県外からも多くの参加

がある。 

 【集会施設】 

  まちづくりセンターについては、各地域

に設置し、住民の学習機会の確保と地域づ

くりの拠点施設としての機能を担ってい

る。しかし、一部施設の老朽化や住民の利

便性を考慮し、住民の学習機会の確保と地

域づくりの拠点施設としての機能を充実し

ていく必要がある。 

  また、木之本及び西浅井まちづくりセン

ター、余呉文化ホールのように、生涯学習
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代用して、図書館機能を担っているところ

もある。 

 

 （２）その対策 

 【学校教育施設】 

 （略） 

  教育施設の老朽化に対しては、引き続き

適切な維持管理や改修に努めつつ、令和３

年１月に策定した学校施設等長寿命化計画

を学校適正配置方針に基づき見直し、トー

タルコストの縮減や財政負担の平準化を図

りながら、長寿命化改修を軸とした計画

的・予防保全的な施設整備に取り組む。 

  閉校となった学校教育施設については、

「長浜市学校跡地等利活用方針」に基づ

き、有効活用を図っていく。 

 （略） 

関連施設が代用して、図書館機能を担って

いるところもある。 

 

（２）その対策 

 【学校教育施設】 

 （略） 

  教育施設の老朽化に対しては、引き続き

適切な維持管理や改修に努めつつ、令和３

年１月に策定した学校施設等長寿命化計画

に基づき、トータルコストの縮減や財政負

担の平準化を図りながら、長寿命化改修を

軸とした計画的・予防保全的な施設整備に

取り組む。 

 （略） 
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 （３）事業計画（令和８年度～令和12年

度） 
持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業主

体 
備考 

８ 教育の振興 （1）学校教育関連

施設 

 校舎 

義務教育施設改修事業 市 

 

屋内運動場 義務教育施設改修事業 市  

屋外運動場 義務教育施設改修事業 市  

水泳プール 義務教育施設改修事業 市  

スクールバス・

ボート 
スクールバス整備・運行事業 市 

 

（3）集会施設・体

育施設等 

 集会施設 

まちづくりセンター等改修事業 市  

地域コミュニティセンター整備事業 市 
 

 体育施設 スポーツ施設改修事業 市  

（4）過疎地域持続

的発展特別事業 

 高等学校 

高校生長浜留学応援事業 市・県 

当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 生涯学習・スポー

ツ 
文化ホール運営事業 市 

当該施策の効果

が将来に及ぶ 

総合型地域スポーツクラブ支援事業 
市・活

動団体 

当該施策の効果

が将来に及ぶ 

書の魅力を活かした地域振興事業 
実行委

員会 

当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  
 

 （４）公共施設等総合管理計画との整合 

 ○施設類型ごとの管理に関する基本方針

（総合管理計画より抜粋） 

 １）学校教育系施設 

 ①小中学校 

 ・施設の計画的な予防保全による維持管理

 （３）事業計画（令和３年度～令和７年

度） 
持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業主

体 
備考 

８ 教育の振興 （1）学校教育関連

施設 

 校舎 

義務教育施設改修事業 市 

 

屋内運動場 義務教育施設改修事業 市  

屋外運動場 義務教育施設改修事業 市  

水泳プール 義務教育施設改修事業 市  

スクールバス・

ボート 
スクールバス整備・運行事業 市 

 

（3）集会施設・体

育施設等 

 集会施設 

まちづくりセンター改修事業 市  

地域コミュニティセンター整備事業 市 
 

 体育施設 スポーツ施設改修事業 市  

（4）過疎地域持続

的発展特別事業 

生涯学習・スポーツ 

文化ホール運営事業 市 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

健康マラソン開催支援事業 
実行委

員会 

当該施策の効果

が将来に及ぶ 

総合型地域スポーツクラブ支援事業 市 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  

 

 

 （４）公共施設等総合管理計画との整合 

 ○施設類型ごとの管理に関する基本方針

（総合管理計画より抜粋） 

 １）学校教育系施設 

 ①小中学校 

 ・施設の計画的な予防保全による維持管理
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経費の縮減や財政負担の平準化を図るた

め、令和３年 1 月に策定した「長浜市

学校施設等長寿命化計画」に基づき、施

設の改修、維持管理等に努めます。 

 ・外部有識者を含む「長浜市学校園の適正

規模・適正配置検討委員会」を開催し、

中長期的な視野で幅広い助言・意見聴取

を行うとともに、保護者や地域等の意見

を伺いながら、本市の今後の学校園のあ

り方について検討を進めます。 

 ・令和８年度から令和 17 年度までの 10 

年間を期間とした「長浜市学校園の適正

規模・適正配置に関する基本方針」の策

定に取り組み、基本方針に沿った適正配

置計画により、統合・集約・廃止を進

め、本類型における総延床面積の 13％

削減を目指します。また、譲渡・解体だ

けでなく、貸付等の手法も検討します。 

 （略） 

 ２）生涯学習系施設 

 ①市民文化系施設 

 ア）まちづくり施設 

 ・各施設の現状や利用実績等を踏まえて、

周辺施設との機能集約や大規模改修な

ど、今後の施設のあり方を検討します。 

 ・特にまちづくりセンターは地域づくり協

議会の活動拠点として、地域住民と協

働・連携をしながら、より効率的・効果

的な管理運営方法を検討します。 

 イ）文化ホール 

 ・人口同規模団体と同程度の施設水準とな

るよう、統合や用途変更を進めます。 

 ・文化ホールの管理運営については、指定

管理者制度の導入や民間委託の拡大を進

めます。 

 

 

 

 

経費の縮減や財政負担の平準化を図るこ

とを目的とした「学校施設等長寿命化計

画」を令和２年度中に策定します。 

 ・子どものための教育の質的充実、教育の

機会均等及び水準確保における学校間格

差の是正に向けて、保護者や地域等の意

向を十分に踏まえながら、学校の適正規

模・適正配置について検討します。 

 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２）生涯学習系施設 

 ①市民文化系施設 

 ア）まちづくり施設 

 ・地域づくり協議会の活動拠点として、指

定管理者制度の導入を含めた地域住民と

の協働・連携による管理運営を進めま

す。 

 ・利用実態等を踏まえて、今後の施設のあ

り方を検討します。 

 

 イ）文化ホール 

 ・各文化ホールのあり方に関する基本方針

を策定します。 

 ・長浜文化芸術会館及び浅井文化ホールに

ついては、当面現状維持を基本とし、今

後のあり方を検討します。 

 ・びわ文化学習センター、虎姫文化ホー

ル、湖北文化ホール、木之本スティック

ホール及び余呉文化ホールについては、

地域のまちづくり施設とするなど、用途
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変更後 変更前 

 

 ３）スポーツ・レクリエーション系施設 

 ①スポーツ施設 

 ・長浜市スポーツ施設整備基本計画に基づ

き、適正な維持管理に努めます。 

 ・選択と集中 

  選択と集中により施設維持管理の効率化

を図ります。 

 ・適正配置の推進 

  エリアバランスに配慮した施設の適正配

置を図ります。 

 ・学校体育施設の有効利用 

  地域スポーツの活動の場として、学校体

育施設の積極的な利用を図ります。 

 ・施設の利用促進 

  予約システムの導入による利用の効率化

を図り、ユニバーサルデザインの状況も

含んだ情報発信や、大会・合宿誘致を行

うなど、交流人口の拡大とともに施設の

利用を促進します。 

 （略） 

の見直しを行い、再編を検討します。 

 ３）スポーツ・レクリエーション系施設 

 ①スポーツ施設 

 ・老朽化等により大規模修繕等が必要にな

った場合は、施設の利用状況や市域全体

のバランス、統合の可能性などを勘案

し、再配置を行います。 

 ・地元や特定団体が主たる利用者である施

設や、再配置後の残された施設について

は、指定管理者制度の導入や無償貸付な

どの手法により、地元による管理運営を

進めます。 

 （略） 

  26ページ 

 １０ 集落の整備 

 （１）現況と問題点 

  一部集落においては、集落外への転居や

高齢化等による労力不足や経済力不足など

から、里道水路などの法定外公共物や自治

会館（集会所）、草の根広場などの集落施

設の適正な維持管理が行えないなど集落機

能の維持が困難になりつつある。そのた

め、一定区域内で連たんする集落間の連携

や、地域づくり協議会との連携により一部

機能を補完・代替するなど地域の実情に合

わせて集落機能の維持を図る必要がある。

また一方で、集落の維持、活性化を図るた

めには、地域住民の自主的・主体的な活動

を積極的に支援する仕組みづくりや、外部

からの人材確保・派遣、集落支援員の配置

 １０ 集落の整備 

 （１）現況と問題点 

  一部集落においては、集落外への転居

や高齢化等による労力不足や経済力不足

などから、里道水路などの法定外公共物

や自治会館（集会所）、草の根広場など

の集落施設の適正な維持管理が行えない

など集落機能の維持が困難になりつつあ

る。そのため、一定区域内で連たんする

集落間の連携や、地域づくり協議会との

連携により一部機能を補完・代替するな

ど地域の実情に合わせて集落機能の維持

を図る必要がある。また一方で、集落の

維持、活性化を図るためには、地域住民

の自主的・主体的な活動を積極的に支援

する仕組みづくりや、外部からの人材確
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変更後 変更前 

又は移住交流による地域活性化施策の推進

も必要である。 

 （略） 

 

 

 （３）事業計画（令和８年度～令和12年

度） 
持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

９ 集落の整備 （2）過疎地域

持続的発展

特別事業 

 集落整備 

集落支援員事業 市 
当該施策の効果が将

来に及ぶ 

地域づくり協議会支援事業 市 
当該施策の効果が将

来に及ぶ 

小さな拠点づくり推進事業 
市・活動

団体 

当該施策の効果が将

来に及ぶ 

発生土受入地利活用推進事業 
市・活動

団体 

当該施策の効果が将

来に及ぶ 

  

保・派遣、集落支援員の配置または移住

交流による地域活性化施策の推進も必要

である。 

 （略） 

 

 （３）事業計画（令和３年度～令和７年

度） 

持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

９ 集落の整備 （2）過疎地域

持続的発展

特別事業 

 集落整備 

集落支援員事業 市 
当該施策の効果が将

来に及ぶ 

地域づくり協議会支援事業 市 
当該施策の効果が将

来に及ぶ 

  

 

  27ページ 

 １１ 地域文化の振興等 

 （略） 

 （３）事業計画（令和８年度～令和12年

度） 
持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

10 地域文化

の振興等 

（2）過疎地域

持続的発展

特別事業 

 地域文化振

興 

拠点施設維持管理事業 市 
当該施策の効果が

将来に及ぶ 

観音文化振興事業 活動団体 
当該施策の効果が

将来に及ぶ 

菅浦湖岸集落と水辺空間保存整備事業 市 
当該施策の効果が

将来に及ぶ 

文化財総合調査事業 市 
当該施策の効果が

将来に及ぶ 

茶わん祭開催支援事業 活動団体 
当該施策の効果が

将来に及ぶ 

  

 １１ 地域文化の振興等 

 （略） 

 （３）事業計画（令和３年度～令和７年

度） 
持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

10 地域文化

の振興等 

（2）過疎地域

持続的発展

特別事業 

 地域文化振

興 

拠点施設維持管理事業 市 
当該施策の効果が

将来に及ぶ 

観音文化振興事業 活動団体 
当該施策の効果が

将来に及ぶ 

菅浦湖岸集落と水辺空間保存整備 市 
当該施策の効果が

将来に及ぶ 

文化財総合調査事業 市 
当該施策の効果が

将来に及ぶ 

茶わん祭開催支援事業 活動団体 
当該施策の効果が

将来に及ぶ 

  
  28ページ 

 １２ 再生可能エネルギーの利用の促進 

 （略） 

 （２）その対策 

  森林資源をはじめとする地域特有の資源

を有効活用するため、森林バイオマスや小

水力発電の利活用の推進、蓄電システムや

定置用燃料電池、水素エネルギーなどの新

たなエネルギーシステムの普及・導入等を

推進する。 

 （略） 

 

 （３）事業計画（令和８年度～令和12年

度） 

 （略） 

 １２ 再生可能エネルギーの利用の促進 

 （略） 

 （２）その対策 

  森林資源をはじめとする地域特有の資源

を有効活用するため、森林バイオマスの利

活用の推進、蓄電システムや定置用燃料電

池、水素エネルギーなどの新たなエネルギ

ーシステムの普及・導入等を推進する。 

 （略） 

 

 

 （３）事業計画（令和３年度～令和７年

度） 

 （略） 
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  29ページ 

 資料 

  事業計画（令和８年度～令和12年度）過

疎地域持続的発展特別事業分（再掲） 
持続的発展施策

区分 
事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・定住・

地域間交流の

促進、人材育成 

（4）過疎地域持続

的発展特別事業 

 移住・定住 UIJ ターン移住定住支援事業 市 

移住者を増やし、そ

の定着化を図るこ

とは、過疎地域の持

続的発展につなが

る 

 地域間交流 

北部地域の魅力発信事業 市 

地域住民が主体と

なり、魅力の創出と

情報を発信するこ

とは、将来的な地域

のファンやリピー

ター等、交流人口や

関係人口の増加に

つながる。 

森林マッチングセンター事業 市 

林業をはじめとし

た農水産業の人材

育成及び地域間の

交流は、将来的な担

い手の確保や移住・

定住の促進につな

がる 

 人材育成 

高校連携事業 市 

地域の良さを知り、

地域に貢献できる

学生を育成するこ

とは、地域活性化に

つながる 

２ 産業の振興 （10）過疎地域持

続的発展特別事業 

 第 1 次産業 
遊休農地解消対策事業 農業者等 

遊休農地の解消を

図ることは、限られ

た資源である農地

の活用につながる 

 

鳥獣被害対策事業 自治会等 

鳥獣害対策を実施

し農水産業等に係

る被害の防止を図

ることは、農水産業

の持続的な発展に

つながる  

農業経営持続・効率化支援事業 農業者等 

農作業の省力化等

を図ることのでき

るスマート農業機

械の実装や環境負

荷を低減する取組

は、農業の持続的な

発展につながる 

  
 

商工業・６次産業

化 
企業立地等推進事業 企業 

企業立地の推進は、

将来にわたって雇

用の創出や税収増

加等につながる 

  

地域商社機能創出拡充事業 道の駅等 

地域内の農林水産

資源の活用を支援

することは、農林水

産業並びに地域経

済の持続的な発展

につながる 

 

木之本宿まちなか再生事業 市 

北国街道木之本宿

において、地域の魅

力を活かした交流

事業の実施や空き

家・空き店舗等利活

用の促進は、持続的

な住民の定住及び

移住につながる 

  

 資料 

  事業計画（令和３年度～令和７年度）過

疎地域持続的発展特別事業分（再掲） 
持続的発展施策

区分 
事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・定住・地

域間交流の促

進、人材育成 

（4）過疎地域持続的

発展特別事業 

UIJ ターン移住定住支援事業 市 

移住者を増やし、そ

の定着化を図るこ

とは、過疎地域の持

続的発展につなが

る 

北部地域の魅力発信事業 市 

地域住民が主体と

なり、魅力の創出と

情報を発信するこ

とは、将来的な地域

のファンやリピー

ター等、交流人口や

関係人口の増加に

つながる。 

森林マッチングセンター事業 市 

林業をはじめとし

た農水産業の人材

育成及び地域間の

交流は、将来的な担

い手の確保や移住・

定住の促進につな

がる 

学校連携事業 市 

地域の良さを知り、

地域に貢献できる

学生を育成するこ

とは、地域活性化に

つながる 

２ 産業の振興  （10）過疎地域持続

的発展特別事業 

 第 1次産業 耕作放棄地再生事業 農業者等 

耕作放棄地の発生

防止と解消を図る

ことは、限られた資

源である農地の活

用につながる  

鳥獣被害対策事業 
市・自治

会等 

鳥獣害対策を実施

し農水産業等に係

る被害の防止を図

ることは、農水産業

の持続的な発展に

つながる  

スマート農業推進事業 
市・活動

団体 

作業の省力化を図

ることのできるス

マート農業機械の

実装は、農業の持続

的な発展につなが

る 

  
 

商工業・６次産業化 

企業立地等推進事業 企業 

企業立地の推進は、

将来にわたって雇

用の創出や税収増

加等につながる 

  

農林水産資源活用・流通拡大促

進事業 
市 

地域内の農林水産

資源の活用を支援

することは、農林水

産業並びに地域経

済の持続的な発展

につながる 

木之本宿まちなか再生事業 市 

北国街道木之本宿

において、地域の魅

力を活かした交流

事業の実施や空き

家・空き店舗等利活

用の促進は、持続的

な住民の定住およ

び移住につながる 
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 観光 

北部地域観光誘客事業 市 

北部地域での観光

誘客事業は、地域振

興に資することか

ら、地域経済の持続

的な発展につなが

る 

  

 

西浅井桜花見誘客事業 市 

花見客の誘客や円

滑な誘導を行うこ

とで、地域振興及び

来訪者の満足度向

上につながる 

  

 

とらひめまつり誘客事業 活動団体 

虎姫地域でイベン

トを開催すること

は、地域振興に資す

ることから、地域経

済の持続的な発展

につながる 

  
  

木之本地域振興イベント事業 実行委員会 

木之本地蔵大縁日

等、市外からの観光

客獲得は、商工観光

振興、地域の活性

化、地域経済の持続

的な発展につなが

る 

  

余呉地域振興イベント事業 実行委員会 

イベント開催によ

り地元産の米・農産

品・加工品をＰＲす

ることは、地域の活

性化と産業の持続

的な発展につなが

る 

  

  

西浅井地域振興イベント事業 実行委員会 

イベント開催によ

り地域の特産品販

売や観光情報の発

信をすることは、地

域の活性化と産業

の持続的な発展に

つながる 

  

鶏足寺紅葉誘客事業 
長浜観光協

会 

鶏足寺紅葉への誘

客と円滑な受け入

れ態勢の構築をす

ることで、地域振興

及び来訪者の満足

度向上につながる 

  

伝統的建造物群選定推進事業

（木之本宿） 

市・活動団

体 

木之本宿が伝統的

建造物群に選定さ

れることは、町なみ

の活用と持続的な

地域の活性化につ

ながる 

  

伝統的建造物群選定推進事業

（菅並） 
市 

菅並の余呉型民家

群が伝統的建造物

群に選定されるこ

とは、交流人口の増

加と将来的に移住

者の増加につなが

る 

３  地域におけ

る情報化 

（2）過疎地域持続

的発展特別事業 

 デジタル技術活

用 

地域デジタル化推進事業 
市・活動団

体 

地域におけるデジ

タル化対策は、将来

的な市民生活の利

便性向上につなが

る 

  

 
観光 

北部地域観光誘客事業 市 

北部地域での観光

誘客事業は、地域振

興に資することか

ら、地域経済の持続

的な発展につなが

る  

西浅井桜花見誘客事業 市 

花見客の誘客や円

滑な誘導を行うこ

とで、地域振興及び

来訪者の満足度向

上につながる 

 

とらひめまつり誘客事業 活動団体 

虎姫地域でイベン

トを開催すること

は、地域振興に資す

ることから、地域経

済の持続的な発展

につながる 

  
  

木之本地域振興イベント事業 
実行委員

会 

木之本地蔵大縁日

等、市外からの観光

客獲得は、商工観光

振興、地域の活性

化、地域経済の持続

的な発展につなが

る 

 

余呉地域振興イベント事業 
実行委員

会 

イベント開催によ

り地元産の米・農産

品・加工品をＰＲす

ることは、地域の活

性化と産業の持続

的な発展につなが

る 

  
  

西浅井地域振興イベント事業 
実行委員

会 

イベント開催によ

り地域の特産品販

売や観光情報の発

信をすることは、地

域の活性化と産業

の持続的な発展に

つながる 

鶏足寺紅葉誘客事業 
長浜観光

協会 

鶏足寺紅葉への誘

客と円滑な受け入

れ態勢の構築をす

ることで、地域振興

及び来訪者の満足

度向上につながる 

観音の里誘客事業 市 

観音文化を活かし

た誘客を行うこと

で、地域経済持続的

な発展と文化の継

承につながる 

伝統的建造物群選定推進事業

（木之本宿） 
市 

木之本宿が伝統的

建造物群に選定さ

れることは、町なみ

の活用と持続的な

地域の活性化につ

ながる 

伝統的建造物群選定推進事業

（菅並） 
市 

菅並の余呉型民家

群が伝統的建造物

群に選定されるこ

とは、交流人口の増

加と将来的に移住

者の増加につなが

る 

３ 地域における

情報化 

（2）過疎地域持続的

発展特別事業 

 デジタル技術活用 地域デジタル化推進事業 
市・活動団

体 

地域におけるデジ

タル化対策は、将来

的な市民生活の利

便性向上につなが

る 
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変更後 変更前 
４  交通施設の

整備、交通手段

の確保  

（9）過疎地域持続

的発展特別事業 

 公共交通 

除雪対策車両等整備補助事業 自治会 

集落組織の除雪手

段の確保を図り、地

域交通の利便性を

向上させることは、

将来的な住民の定

住及び移住につな

がる 

  

公共交通確保対策事業 交通事業者 

地域公共交通を確

保し利便性を向上

させることは、将来

的な住民の定住や

移住につながる 

５  生活環境の

整備 

(7）過疎地域持続

的発展特別事業 

 環境 
廃棄物処分場運営整備事業 

湖北広域行

政事務セン

ター 

地域の環境保全等

は、将来的な地域で

の快適な暮らしの

確保につながる  
 防災・防犯 

自主防災活動組織補助事業 自治会等 

自主防災組織に対

し活動物資の整備

補助を行うことは、

持続可能な自主防

災組織活動につな

がる 

 

６  子育て環境

の確保、高齢者

等の保健及び

福祉の向上及

び増進 

（8）過疎地域持続

的発展特別事業 

 児童福祉 

  

放課後児童クラブ運営事業 市 

継続的な保護者の

就労支援は将来的

な住民の定住及び

移住につながる 

  

未就園児広場実施事業 市 

在宅育児世帯への

支援による子育て

環境の充実は将来

的な住民の定住及

び移住につながる  
高齢者・障害者

福祉 

しょうがい者福祉相談支援セ

ンター運営事業 
市 

しょうがい者相談

支援体制の整備は、

住み慣れた地域に

おけるしょうがい

当事者の持続的な

自立した生活の実

現につながる   

地域包括支援センター運営事

業 
市 

高齢者の相談窓口

として地域包括支

援センターの充実

を図ることは、住民

の安心につながる   

日常生活支援事業 
市・活動団

体 

高齢者の日常生活

を支援することは、

持続的な住民の定

住につながる   

訪問等介護サービス確保対策

事業 

訪問サービ

ス等事業者 

介護サービスの提

供を推進すること

は、持続的な住民の

定住につながる 

  

７ 医療の確保 （3）過疎地域持続

的発展特別事業 

 自治体病院 
病院地域医療確保対策事業 市 

地域の自治体病院

の安定運営は、将来

的な住民の定住に

つながる   

医師確保対策事業 市 

へき地診療所への

医師確保対策は、将

来的な住民の定住

につながる 

  
遠隔医療事業（オンライン診

療、遠隔健康相談等の環境整

備） 

市 

遠隔での診察や健

康相談の環境整備

は、将来的な住民の

定住につながる 

８ 教育の振興 （4）過疎地域持続

的発展特別事業 

 高等学校 
高校生長浜留学応援事業 市・県 

地域みらい留学参

画等への支援は地

域活性化や地方創

生につながる 

  生涯学習・スポ

ーツ 

文化ホール運営事業 市 

各文化ホールの状

況や地域性に応じ

た施設運用を進め

ることは、市民の文

化芸術活動の振興

につながる 

  

総合型地域スポーツクラブ支

援事業 

市・活動団

体 

各総合型地域スポ

ーツクラブへの支

援をすることは、持

続的な生涯スポー

ツの振興につなが

る 

  

書の魅力を活かした地域振興

事業 
実行委員会 

地域内外の書道愛

好家の交流を促進

することにより、書

を活かした地域振

興につながる 

  

４ 交通施設の

整備、交通手

段の確保 

（9）過疎地域持続的

発展特別事業 

 公共交通 

除雪対策車両等整備補助事業 自治会 

集落組織の除雪手

段の確保を図り、地

域交通の利便性を

向上させることは、

将来的な住民の定

住および移住につ

ながる 

公共交通確保対策事業 
交通事業

者 

地域公共交通を確

保し利便性を向上

させることは、将来

的な住民の定住や

移住につながる 

５ 生活環境の整

備 

(7）過疎地域持続的

発展特別事業 

 環境 
廃棄物処分場運営整備事業 

湖北広域

行政事務

センター 

地域の環境保全等

は、将来的な地域で

の快適な暮らしの

確保につながる 

防災・防犯 

自主防災活動組織補助事業 自治会等 

自主防災組織に対

し活動物資の整備

補助を行うことは、

持続可能な自主防

災組織活動につな

がる 

  
６ 子育て環境の

確保、高齢者

等の保健及び

福祉の向上及

び増進 

（8）過疎地域持続的

発展特別事業 

 児童福祉 
放課後児童クラブ開設事業 市 

継続的な保護者の

就労支援は将来的

な住民の定住及び

移住につながる 

未就園児広場実施事業 市 

在宅育児世帯への

支援による子育て

環境の充実は将来

的な住民の定住お

よび移住につなが

る 

高齢者・障害者福祉 

しょうがい者福祉相談支援セ

ンター運営事業 
市 

しょうがい者相談

支援体制の整備は、

住み慣れた地域に

おけるしょうがい

当事者の持続的な

自立した生活の実

現につながる 

地域包括支援センター運営事

業 
市 

高齢者の相談窓口

として地域包括支

援センターの充実

を図ることは、住民

の安心につながる 

日常生活支援事業 
市・活動

団体 

高齢者の日常生活

を支援することは、

持続的な住民の定

住につながる 

訪問等介護サービス確保対策

事業 

訪問サー

ビス等事

業者 

介護サービスの提

供を推進すること

は、持続的な住民の

定住につながる 

  

７ 医療の確保 

 

（3）過疎地域持続的

発展特別事業 

 自治体病院 
病院地域医療確保対策事業 市 

地域の自治体病院

の安定運営は、将来

的な住民の定住に

つながる 

医師確保対策事業 市 

へき地診療所への

医師確保対策は、将

来的な住民の定住

につながる 

  
遠隔医療事業（オンライン診

療、遠隔健康相談等の環境整

備） 

市 

遠隔での診察や健

康相談の環境整備

は、将来的な住民の

定住につながる 

８ 教育の振興 （4）過疎地域持続的

発展特別事業 

生涯学習・スポーツ 
文化ホール運営事業 市 

各文化ホールの状

況や地域性に応じ

た施設運用を進め

ることは、市民の文

化芸術活動の振興

につながる 

健康マラソン開催支援事業 
実行委員

会 

地域住民や団体の

協働による健康マ

ラソンの開催は、持

続的な地域の活性

および交流人口の

創出につながる 

総合型地域スポーツクラブ支

援事業 
市 

各総合型地域スポ

ーツクラブへの支

援をすることは、持

続的な生涯スポー

ツの振興につなが

る 
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変更後 変更前 
９ 集落の整備 （2）過疎地域持続

的発展特別事業 

 集落整備 

集落支援員事業 市 

集落への人的支援

を行うことにより

地域における課題

発見と問題解決能

力を高めることは、

集落の持続的な発

展の支援につなが

る 

  

地域づくり協議会支援事業 市 

地域の課題解決、地

域の特性を活かし

たまちづくり活動

等を支援すること

は、集落の持続的な

発展の支援につな

がる 

  

小さな拠点づくり推進事業 
市・活動団

体 

地元の拠点を整備

することは、地域コ

ミュニティの維持

につながる 

  

発生土受入地利活用推進事業 
市・活動団

体 

地域振興につなが

る発生土受入地の

利活用策を検討し、

利活用に向けた取

組みの支援につな

がる 

  
10 地域文化の

振興等 

（2）過疎地域持続

的発展特別事業 

 地域文化振興 
拠点施設維持管理事業 市 

地域資料館の地元

運営を支援するこ

とは、地域の歴史文

化への継続的な理

解と愛着、定住意識

につながる 

  

観音文化振興事業 活動団体 

地域住民が観音像

を守り伝えること

を支援することは、

地域コミュニティ

の維持につながる 

  

菅浦湖岸集落と水辺空間保存

整備事業 
市 

菅浦の景観を維持・

修復することは、景

観の活用と、持続的

な集落の活性化に

つながる 

  

文化財総合調査事業 市 

地域の祭礼や未知

の建造物、美術工芸

品などの調査を進

めることは、文化財

の保存・活用による

地域活性化につな

がる 

  

茶わん祭開催支援事業 活動団体 

茶わん祭を開催す

ることは、地域の活

性化とともに持続

的な地域づくりに

つながる 

11 再生可能エ

ネルギーの利

用の推進 

(2) 過疎地域持続

的発展特別事業 

 再生可能エネル

ギー利用 

再生可能エネルギー導入促進

事業 
市 

太陽光発電、蓄電池

等の再生可能エネ

ルギー利用の推進

は、将来的な温室効

果ガス排出削減に

つながる 

  

９ 集落の整備 （2）過疎地域持続的

発展特別事業 

 集落整備 

集落支援員事業 市 

集落への人的支援

を行うことにより

地域における課題

発見と問題解決能

力を高めることは、

集落の持続的な発

展の支援につなが

る 

地域づくり協議会支援事業 市 

地域の課題解決、地

域の特性をいかし

たまちづくり活動

等を支援すること

は、集落の持続的な

発展の支援につな

がる 

  

 

 

 

 
10 地域文化の

振興等 

（2）過疎地域持続的

発展特別事業 

 地域文化振興 

 

 

 

拠点施設維持管理事業 市 

地域資料館の地元

運営を支援するこ

とは、地域の歴史文

化への継続的な理

解と愛着、定住意識

につながる 

観音文化振興事業 活動団体 

地域住民が観音像

を守り伝えること

を支援することは、

地域コミュニティ

の維持につながる 

  

菅浦湖岸集落と水辺空間保存

整備 
市 

菅浦の景観を維持・

修復することは、景

観の活用と、持続的

な集落の活性化に

つながる 

文化財総合調査事業 市 

地域の祭礼や未知

の建造物、美術工芸

品などの調査を進

めることは、文化財

の保存・活用による

地域活性化につな

がる 

茶わん祭開催支援事業 活動団体 

茶わん祭を開催す

ることは、地域の活

性化とともに持続

的な地域づくりに

つながる 

11 再生可能エ

ネルギーの利用

の推進 

(2) 過疎地域持続的

発展特別事業 

 再生可能エネルギ

ー利用 

再生可能エネルギー導入促進事

業 
市 

太陽光発電、蓄電池

等の再生可能エネ

ルギー利用の推進

は、将来的な温室効

果ガス排出削減に

つながる 

  

備考 変更箇所は、下線が引かれた部分である。 
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議案第３９号 

 

   財産の取得について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第９６条第１項第８号及び長浜市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成18年長浜市条例第54号）第３条の規

定に基づき、次の財産を取得することにつき、議会の議決を求める。 

 

 

  令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

 

１ 契 約 の 目 的  長浜南部学校給食センター厨房機器更新 

 

２ 財産の種類及び数量  ①ガス式スチームコンベクションオーブン ７台 

             ②専用ラックカート           ７台 

             ③ガス式連続フライヤー         １台 

             ④油煙除去装置             ２台 

             ⑤冷却沈殿ろ過タンク          １台 

             ⑥油切コンベア             １台 

             ⑦新油タンク              １台 

             ⑧廃油タンク              １台 

 

３ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

 

４ 契 約 の 金 額  ８４，１５０，０００円 

 

５ 契 約 の 相 手 方   長浜市一の宮町４番４１号 
              株式会社サンコー製作所  

代表取締役 堀畑 和也 
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議案第４０号 

 

   財産の貸付けについて 

 

地方自治法(昭和 22年法律第 67号）第９６条第１項第６号の規定に基づき、次のとおり

財産を無償貸付けすることについて、議会の議決を求める。 

 

 

  令和８年３月９日提出 

                        長浜市長 浅見 宣義 

 

 

１ 貸付けの相手方 

   東京都中野区東中野３丁目１８番１２号 

    株式会社日本水泳振興会 代表取締役 坂元 要 

 

２ 財産の種類等 

   別紙のとおり 

 

３ 貸付けの目的 

旧上草野小学校施設について、現在の貸付先に引き続き長期的な貸付けを行うこと

により、地域の活性化や新たな交流人口の創出等を図るため。 

 

４ 貸付けの期間 

   令和８年４月１日から令和１８年３月３１日まで 
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別紙 

 

１ 全体概要 

（１）土地 （２ 土地の詳細 のとおり） 

所在地・地番 長浜市野瀬町字正ヶ谷６７１番外１４１筆 

地 目 学校用地、畑、宅地、他 

地 積 ２０,３９５.６６㎡  

（２）建物及びその他施設 

名 称 所 在 地 構  造 面  積 

校 舎 
長浜市野瀬町字正

ヶ谷７２４番地外 

鉄筋コンクリー

ト造 ３階建 
２,３６０．００㎡ 

屋内運動場 
長浜市野瀬町字正

ヶ谷６７８番地外 

鉄筋コンクリー

ト造 平屋建 
７２２．００㎡ 

プール附属室 
長浜市郷野町字西

畑４５３番地４外 

鉄骨造  

平屋建 
３９．００㎡ 

大プール 
長浜市郷野町字西

畑４５３番地４外 

鉄筋コンクリー

ト造 
３０５．００㎡ 

小プール 
長浜市郷野町字西

畑４５３番地４外 

鉄筋コンクリー

ト造 
１００．００㎡ 

（１）土地及び（２）建物の従物等、敷地内に存在する動産を含む。ただし、
グラウンドに設置されている防災倉庫は除く。 

 

２ 土地の詳細 

番号 所     在 地  目 地積（㎡） 

1 長浜市野瀬町字正ヶ谷６７１番 畑 １３５  

2 長浜市野瀬町字正ヶ谷６７２番 畑 ７６  

3 長浜市野瀬町字正ヶ谷６７３番 畑 ８５  

4 長浜市野瀬町字正ヶ谷６７４番 畑 ７６  

5 長浜市野瀬町字正ヶ谷６７５番 畑 ８５  

6 長浜市野瀬町字正ヶ谷６７６番 畑 １３５  

7 長浜市野瀬町字正ヶ谷６７７番 畑 ８９  

8 長浜市野瀬町字正ヶ谷６７８番 畑 ９９  

9 長浜市野瀬町字正ヶ谷６７９番 畑 １０９  

10 長浜市野瀬町字正ヶ谷６８０番 畑 １１２  
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11 長浜市野瀬町字正ヶ谷６８１番 畑 ８９  

12 長浜市野瀬町字正ヶ谷６８２番 畑 １６８  

13 長浜市野瀬町字正ヶ谷６８３番 畑 ８５  

14 長浜市野瀬町字正ヶ谷６８４番 畑 ８５  

15 長浜市野瀬町字正ヶ谷６８５番 畑 １２５  

16 長浜市野瀬町字正ヶ谷６８６番 畑 １２２  

17 長浜市野瀬町字正ヶ谷６８７番１ 畑 ３１０  

18 長浜市野瀬町字正ヶ谷６８７番２ 畑 １０９  

19 長浜市野瀬町字正ヶ谷７０４番２ 学校用地 ２３  

20 長浜市野瀬町字正ヶ谷７０４番３ 学校用地 ７０７  

21 長浜市野瀬町字正ヶ谷７０５番 学校用地 ５６５  

22 長浜市野瀬町字正ヶ谷７０５番１ 学校用地 ６６  

23 長浜市野瀬町字正ヶ谷７０６番 学校用地 １８５  

24 長浜市野瀬町字正ヶ谷７０７番 学校用地 ９５  

25 長浜市野瀬町字正ヶ谷７０８番 学校用地 ７６  

26 長浜市野瀬町字正ヶ谷７０９番 学校用地 ９２  

27 長浜市野瀬町字正ヶ谷７１０番 学校用地 ９２  

28 長浜市野瀬町字正ヶ谷７１１番１ 学校用地 ４９  

29 長浜市野瀬町字正ヶ谷７１１番２ 学校用地 ３９  

30 長浜市野瀬町字正ヶ谷７１２番１ 学校用地 ４２  

31 長浜市野瀬町字正ヶ谷７１２番２ 学校用地 ３６  

32 長浜市野瀬町字正ヶ谷７１３番 学校用地 ６９  

33 長浜市野瀬町字正ヶ谷７１３番１ 学校用地 ８ ２６ 

34 長浜市野瀬町字正ヶ谷７１４番 学校用地 ８９  

35 長浜市野瀬町字正ヶ谷７１５番 学校用地 ９９  

36 長浜市野瀬町字正ヶ谷７１６番 学校用地 ９９  

37 長浜市野瀬町字正ヶ谷７１７番 学校用地 ９９  

38 長浜市野瀬町字正ヶ谷７１８番 学校用地 １０５  

39 長浜市野瀬町字正ヶ谷７１９番 学校用地 １６５  

40 長浜市野瀬町字正ヶ谷７１９番１ 学校用地 ４３３  

41 長浜市野瀬町字正ヶ谷７２０番 学校用地 １０５  

42 長浜市野瀬町字正ヶ谷７２１番１ 学校用地 ２８０  

43 長浜市野瀬町字正ヶ谷７２１番２ 学校用地 １６１  

44 長浜市野瀬町字正ヶ谷７２２番 学校用地 ４０９  

45 長浜市野瀬町字正ヶ谷７２２番１ 学校用地 １６  

46 長浜市野瀬町字正ヶ谷７２３番１ 学校用地 ３７６  
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47 長浜市野瀬町字正ヶ谷７２３番２ 学校用地 ２０１  

48 長浜市野瀬町字正ヶ谷７２４番 学校用地 １，４７４  

49 長浜市野瀬町字正ヶ谷７３０番 学校用地 ８２  

50 長浜市野瀬町字正ヶ谷７３０番１ 学校用地 ２１ ４８ 

51 長浜市野瀬町字正ヶ谷７３１番 学校用地 ８２  

52 長浜市野瀬町字正ヶ谷７３２番１ 学校用地 ７６  

53 長浜市野瀬町字正ヶ谷７３２番２ 学校用地 ３６  

54 長浜市野瀬町字正ヶ谷７３３番１ 学校用地 ５２  

55 長浜市野瀬町字正ヶ谷７３３番２ 学校用地 ３９  

56 長浜市野瀬町字正ヶ谷７３４番１ 忠魂碑敷地 ６ ６１ 

57 長浜市野瀬町字正ヶ谷７３４番２ 学校用地 ９２  

58 長浜市野瀬町字正ヶ谷７３５番 学校用地 １０５  

59 長浜市野瀬町字正ヶ谷７３６番 学校用地 １１５  

60 長浜市野瀬町字正ヶ谷７３７番 学校用地 ９９  

61 長浜市野瀬町字正ヶ谷７３７番１ 学校用地 ７９  

62 長浜市野瀬町字正ヶ谷７３７番２ 学校用地 ６９  

63 長浜市野瀬町字正ヶ谷７３８番 学校用地 １８１  

64 長浜市野瀬町字正ヶ谷７３９番 学校用地 ９２  

65 長浜市野瀬町字正ヶ谷７４０番 学校用地 ８５  

66 長浜市野瀬町字正ヶ谷７４１番 学校用地 ８５  

67 長浜市野瀬町字正ヶ谷７４２番 学校用地 ８２  

68 長浜市野瀬町字芋ノ森７４３番１の一部 学校用地 １５３  

69 長浜市野瀬町字芋ノ森７４４番１の一部 学校用地 １８８  

70 長浜市野瀬町字芋ノ森７８８番３ 畑 ８１５  

71 長浜市野瀬町字芋ノ森７８９番１ 畑 ６２  

72 長浜市郷野町字郷ノ毛３８４番 畑 ６４７  

73 長浜市郷野町字郷ノ毛３８５番 畑 ９９  

74 長浜市郷野町字郷ノ毛３８６番 畑 １１５  

75 長浜市郷野町字郷ノ毛３８７番 畑 １１９  

76 長浜市郷野町字郷ノ毛３８８番 畑 ９９  

77 長浜市郷野町字郷ノ毛３８９番 畑 ９５  

78 長浜市郷野町字郷ノ毛３９０番１ 畑 ２９１  

79 長浜市郷野町字郷ノ毛３９１番 畑 ８５  

80 長浜市郷野町字郷ノ毛３９２番 畑 ８９  

81 長浜市郷野町字郷ノ毛３９３番 畑 １０２  

82 長浜市郷野町字郷ノ毛３９４番 畑 １０２  
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83 長浜市郷野町字郷ノ毛３９５番 畑 ６２  

84 長浜市郷野町字郷ノ毛３９６番 畑 ８９  

85 長浜市郷野町字郷ノ毛３９７番 畑 １１２  

86 長浜市郷野町字郷ノ毛３９８番 畑 ７６  

87 長浜市郷野町字郷ノ毛３９９番 畑 １０９  

88 長浜市郷野町字郷ノ毛４００番１ 畑 ５９  

89 長浜市郷野町字郷ノ毛４００番２ 畑 ４２  

90 長浜市郷野町字郷ノ毛４０１番 畑 １０５  

91 長浜市郷野町字郷ノ毛４０２番 畑 ８５  

92 長浜市郷野町字郷ノ毛４０３番 畑 ９２  

93 長浜市郷野町字郷ノ毛４０４番 畑 １０５  

94 長浜市郷野町字郷ノ毛４０５番 畑 ９５  

95 長浜市郷野町字郷ノ毛４０６番１ 畑 ３３  

96 長浜市郷野町字郷ノ毛４０６番２ 畑 ７２  

97 長浜市郷野町字郷ノ毛４０７番１ 畑 １０５  

98 長浜市郷野町字郷ノ毛４０７番２ 畑 ３３  

99 長浜市郷野町字郷ノ毛４０８番１ 畑 ８７  

100 長浜市郷野町字郷ノ毛４０９番 畑 １４８  

101 長浜市郷野町字郷ノ毛４１０番 畑 ６２  

102 長浜市郷野町字郷ノ毛４１１番 畑 ９５  

103 長浜市郷野町字郷ノ毛４１２番 畑 １０５  

104 長浜市郷野町字郷ノ毛４１３番 畑 １０９  

105 長浜市郷野町字郷ノ毛４１４番 畑 １０２  

106 長浜市郷野町字郷ノ毛４１５番 畑 ９５  

107 長浜市郷野町字郷ノ毛４１６番 宅地 ６９ ４２ 

108 長浜市郷野町字郷ノ毛４１７番 畑 ９９  

109 長浜市郷野町字郷ノ毛４１８番 学校用地 ９５  

110 長浜市郷野町字郷ノ毛４１９番 学校用地 １１５  

111 長浜市郷野町字郷ノ毛４２０番 学校用地 １０２  

112 長浜市郷野町字郷ノ毛４２１番 学校用地 １５８  

113 長浜市郷野町字郷ノ毛４２２番 畑 １２８  

114 長浜市郷野町字郷ノ毛４２３番 宅地 １１５ ７０ 

115 長浜市郷野町字郷ノ毛４２４番 宅地 ８９ ２５ 

116 長浜市郷野町字郷ノ毛４２５番 畑 ９５  

117 長浜市郷野町字郷ノ毛４２６番 畑 １０９  

118 長浜市郷野町字郷ノ毛４２７番 畑 １０９  
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119 長浜市郷野町字郷ノ毛４２８番 畑 １５５  

120 長浜市郷野町字郷ノ毛４２９番 畑 ４４６  

121 長浜市郷野町字郷ノ毛４３２番 畑 ９５５  

122 長浜市郷野町字郷ノ毛４３３番 畑 １０２  

123 長浜市郷野町字郷ノ毛４３４番 畑 ４２９  

124 長浜市郷野町字郷ノ毛４３５番 畑 ８２  

125 長浜市郷野町字郷ノ毛４３６番１ 畑 ５２  

126 長浜市郷野町字郷ノ毛４３７番１ 畑 ７６  

127 長浜市郷野町字郷ノ毛４３８番 畑 ８５  

128 長浜市郷野町字郷ノ毛４３９番１ 畑 １２２  

129 長浜市郷野町字郷ノ毛４４０番１ 畑 ３９  

130 長浜市郷野町字郷ノ毛４４１番１ 畑 ９９  

131 長浜市郷野町字郷ノ毛４４１番２ 学校用地 ２９  

132 長浜市郷野町字郷ノ毛４４２番１ 畑 ９２  

133 長浜市郷野町字郷ノ毛４４２番２ 学校用地 ４２  

134 長浜市郷野町字郷ノ毛４４３番 学校用地 ２４１  

135 長浜市郷野町字郷ノ毛４４４番 学校用地 １３５  

136 長浜市郷野町字郷ノ毛４４５番 学校用地 ９２  

137 長浜市郷野町字西畑４４６番３の一部 畑 ３２ ９４ 

138 長浜市郷野町字西畑４５０番の一部 畑 ６６  

139 長浜市郷野町字西畑４５１番 畑 ３３０  

140 長浜市郷野町字西畑４５２番２ 畑 ９６  

141 長浜市郷野町字西畑４５３番４ 畑 １３８  

142 長浜市郷野町字西畑４５８番３ 畑 ２０９  

                         合計１４２筆 ２０,３９５.６６㎡ 
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議案第４１号 

 

   市道の路線の廃止及び認定について 

 

 道路法（昭和 27年法律第 180号）第１０条第３項及び同法第８条第２項の規定に基づき、

次のとおり市道の路線を廃止及び認定することにつき、議会の議決を求める。 

 

 

  令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義   

 

 

１ 廃止 

整理番号 路線名 起点 終点 
重要な 

経過地 

13608 
日の出東西 

３号線 

長浜市新栄町 

字大和田 611番 9地先 

長浜市新栄町 

字大和田 611番 9地先 
 

11117 布勢加田線 
長浜市布勢町 

字椎山 1288番 1地先 

長浜市加田町 

字中喰町 3466番地先 
 

14125 
加田環状 

１号線 

長浜市加田町 

字前田 66番 1地先 

長浜市加田町 

字焔庁堂 78番地先 
 

 

 

２ 認定 

整理番号 路線名 起点 終点 
重要な 

経過地 

11117 布勢加田線 
長浜市布勢町 

字椎山 1288番 1地先 

長浜市加田町 

字宮ノ前 6番地先 
 

12125 
加田東西 

９号線 

長浜市加田町 

字鳥居前 2465番 5地先 

長浜市加田町 

字南稲葉 468番 1地先 
 

14125 
加田環状 

１号線 

長浜市加田町 

字前田 69番 4地先 

長浜市加田町 

字焔庁堂 78番地先 
 

 

201



議案第４２号 

 

   損害賠償の額を定めることについて 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第９６条第１項第１３号の規定に基づき、次のと

おり損害賠償の額を定めることにつき、議会の議決を求める。 

 

 

  令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義   

 

 

１ 事件の概要 

令和７年９月４日、西浅井分庁舎の敷地内において、横断側溝の管理瑕疵により車両

が損傷した事故に関し、車両所有者が加入する車両保険を適用されたため、保険法第   

２５条の規定により、相手方である保険会社が事故車両の損害賠償請求権を代位取得し、

市に求償があったことから、損害賠償金を支払うもの。 

 

２ 相手方         

             

 

 

３ 損害賠償の額  ２，７４９，０００円 
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議案第４３号 

 

訴訟上の和解及び損害賠償の額を定めることについて 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定に基

づき、次のとおり和解し、これをもって損害賠償の額を定めるため、議会の議決を求める。 

 

  令和８年３月９日提出 

 

長浜市長 浅見 宣義   

 

１ 事件名 

  損害賠償請求控訴事件 

 

   

 

２ 相手方 

  住 所  

  氏 名  

 

３ 和解内容 

 (1) 被控訴人は、控訴人に対し、本件解決金として４００，０００円の支払義務がある

ことを認める。 

 (2) 被控訴人は、控訴人に対し、前項の金員を指定日までに控訴人の指定する銀行口座

に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は被控訴人の負担とする。 

 (3) 被控訴人は、控訴人に対し、本件訴訟を踏まえ、将来にわたる長浜市地域おこし協

力隊事業の運用につき、以下の各事項を充実させることに努める所存であることを表

明する。 

  ア 活動の目的、活動内容及び事務手続の明確化 

  イ 個々の隊員の活動に対する支援・活動環境への配慮 

  ウ 個々の隊員のメンタルヘルスへの配慮 

  エ 上記アからウまでの各記載事項について、採用前に応募者に対して分かりやすく

説明すること 

  オ ハラスメントの防止 

 (4) 控訴人は、その余の請求を放棄する。 

 (5) 控訴人及び被控訴人は、控訴人と被控訴人との間に、本件に関し、この和解条項に

定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。 

 (6) 訴訟費用は、第１、２審を通じて各自の負担とする。 

 

４ 確定する損害賠償の額  金４００，０００円 
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５ 提案理由 

  原告は、平成３１年２月１日から令和３年２月２８日まで長浜市から地域おこし協力

隊の委嘱を受け活動していた。 

  原告は、①委嘱期間中に市から地域おこし協力隊のサポート体制等を構築する体制構

築義務、②個々の隊員の活動を援助・支援する義務及び③居住環境を整備する義務の各

不履行があった、また、市職員が原告にハラスメントを行ったとして国家賠償法に基づ

く違法行為があった旨主張し、これに伴い心身に不調を生じたとして、損害合計       

７，４６５，４４０円の支払いを求め、令和３年５月７日、大津地方裁判所に訴訟を提

起したものであり、市はこれに応訴していた。 

  令和７年９月２日、大津地方裁判所は原告の請求をいずれも棄却とする判決を言い渡

した。 

  原告は、同判決を不服として令和７年９月１０日、大阪高等裁判所へ控訴したため、

市はこれに応訴していた。このたび、裁判所から和解の提案がなされたため、市として

は、当該和解内容及び紛争が継続した場合の対応等を勘案した結果、和解に応じようと

するもの。 

 

 
個人情報保護の観点から氏名等の取扱いについて、特段のご配慮をお願いします。 
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議案第４４号 

 

公平委員会の委員の選任について 

 

長浜市公平委員会の委員に次の者を選任したいから、地方公務員法（昭和 25 年法律第

261号）第９条の２第２項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

 

令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義   

 

 

住 所   

 

氏 名  中村 明宏 
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議案第４５号 

 

教育委員会の委員の任命について 

 

長浜市教育委員会の委員に次の者を任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（昭和 31年法律第 162号）第４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

 

令和８年３月９日提出 

 

 

長浜市長 浅見 宣義   

 

 

住 所   

 

氏 名  前田 康一 
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公平委員会の委員の選任について 

議案第４４号 

 

氏  名   中村 明宏（なかむら あきひろ） 

住  所    

生年月日    

新再任の別  再任 

 職  歴    

         

         

          

 

 

教育委員会の委員の任命について 

議案第４５号 

 

氏  名   前田 康一（まえだ こういち） 

住  所    

生年月日    

新再任の別  再任 

 職  歴    
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